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本 原 則 は 、70 カ 国 以 上 の 500 人 を 超 え る 専 門 家 との 2 年 以 上 に お よ
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表 さ れ た 。 本 原 則 は 、 起 草 の 過 程 で 重 要 な 会 議 が 行 わ れ た 南 ア フ リ

カ 共 和 国 の 都 市 ツ ワ ネ の 名 を 冠 し て い る 。 
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In troduction  

序  

 

 

These P rinc ip les were developed in  order to  provide gu idance to  those engaged  in  drafting, rev is ing, 

or im p lem enting laws or provis ions re lating to  the state’s authority to  w ithho ld  in form ation  on 

national security grounds or to  pun ish  the d isc losure o f such in form ation . 

本 原 則 は 、 国 家 安 全 保 障 上 の 理 由 に よ り 情 報 の 公 開 を 控 え た り 、 そ の よ うな 情 報 の 暴 露 を 処 罰 し た

りす る 国 家 の 権 限 に 関 わ る 法 津 又 は 規 定 の 起 草 、 修 正 又 は 施 行 に 携 わ る 人 々 に 指 針 を 提 供 す る た

め に 作 成 さ れ た 。 

They are based on in ternational (inc lud ing reg ional) and national law , standards, good practices, and 

the w ritings o f experts. 

本 原 則 は 、 国 際 法 (世 界 の 一 部 地 域 の み を 対 象 と す る 国 際 法 を 含 む )及 び 国 内 法 、 各 種 の 基 準 、 優

れ た 実 践 並 び に 専 門 家 の 論 文 等 に 基 づ い て い る 。 

They address national security— rather than a ll grounds for w ithho ld ing in form ation . A ll o ther pub lic  

grounds for restricting access shou ld  at least m eet these standards. 

本 原 則 は 、 国 家 安 全 保 障 上 の 理 由 に よ る 情 報 非 公 開 に つ い て 記 述 し て お り 、 他 の あ ら ゆ る 非 公 開

理 由 を 対 象 と し た も の で は な い 。 し か し 他 の 理 由 で 情 報 へ の ア ク セ ス を 制 限 す る 場 合 で も 、 当 局 は

少 な くと も こ の 原 則 に 示 さ れ た 基 準 を 満 た さ ね ば な ら な い 。 

These P rinc ip les were drafted  by 22 organ izations and academ ic centres (listed  in  the Annex) in  

consu ltation  w ith  m ore than 500 experts from  m ore than 70 countries at 14  m eetings held  around the 

world , fac ilitated  by the O pen Society Justice In itiative, and in  consu ltation  w ith  the four specia l 

rapporteurs on freedom  o f expression  and/or m ed ia freedom  and the specia l rapporteur on 

counter-terrorism  and hum an rights: 

• F rank LaRue, the U n ited  N ations (U N ) Specia l Rapporteur on F reedom  o f O p in ion  and Expression , 

• B en Em m erson, the U N  Specia l Rapporteur on C ounter-Terrorism  and H uman R ights, 

• Pansy T laku la, the A frican  C om m ission  on H um an and Peop les ’  R igh ts (AC H PR) Specia l 

Rapporteur on F reedom  o f Expression  and A ccess to  In form ation , 

• C ata lina Botero , the O rgan ization  o f Am erican  States (O AS) Specia l Rapporteur on F reedom  o f 

Expression , and 

• D un ja M ijatov ic, the O rgan ization  for Security and C o-operation  in  Europe (O SC E) Representative 
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on F reedom  o f the M ed ia. 

本 原 則 は 、70 カ 国 以 上 の 500 人 を 超 え る 専 門 家 と の 協 議 を 経 て 、22 の 組 織 及 び 学 術 セ ン タ ー (付 録

に そ の リ ス トが 記 載 さ れ て い る )に よ っ て 起 草 さ れ た 。 会 議 は オ ー プ ン ・ソ サ エ テ ィ ー ・ジ ャ ス テ ィ ス ・イ

ニ シ ア テ ィ ブ が 進 行 役 を 務 め て 世 界 各 地 で 14 回 に わ た っ て 行 わ れ 、表 現 ／ メデ ィ ア の 自 由 に 関 す

る 特 別 報 告 者 4 人 及 び テ ロ 対 策 と 人 権 に 関 す る 特 別 報 告 者 1 人 か ら も 意 見 を 得 た 。こ の 5 人 の 特 別

報 告 者 は 以 下 の 通 り。  

 フ ラ ン ク ・ラ ・リュ ：言 論 と 表 現 の 自 由 に 関 す る 国 連 特 別 報 告 者  

 ベ ン ・エ マ ソ ン ：テ ロ 対 策 と 人 権 に 関 す る 国 連 特 別 報 告 者  

 パ ン ジ ー ・トゥ ラ ク ラ ：表 現 の 自 由 と 情 報 へ の ア ク セ ス に 関 す る 人 及 び 人 民 の 権 利 に 関 す る ア フ リ

カ 委 員 会 特 別 報 告 者  

 カ タ リナ ・ボ テ ロ ：表 現 の 自 由 に 関 す る 米 州 機 構 特 別 報 告 者  

 ド ゥ ニ ャ ・ミヤ トビ ッ チ ：メデ ィア の 自 由 に 関 す る 欧 州 安 全 保 障 協 力 機 構 (O SC E)代 表  
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Background and Rationale  
本 原 則 が 起 草 さ れ た 背 景 と 理 論 的 根 拠  

 

 

N ational security and the pub lic’s right to  know  are o ften  v iewed as pu lling in  opposite d irections. 

W hile there is at tim es a  tension  between a governm ent’s desire to  keep in form ation  secret on  

national security grounds and the pub lic ’ s right to  in form ation  held  by pub lic authorities, a  

c lear-eyed rev iew  o f recent h istory suggests that leg itim ate national security in terests are, in  

practice, best protected when the pub lic is well in form ed about the state’s activ ities, inc lud ing those 

undertaken to  protect national security . 

国 家 安 全 保 障 と 国 民 の 知 る 権 利 は 、 し ば し ば 、 対 立 す る も の と み な さ れ る 。 政 府 は 国 家 安 全 保 障 上

の 理 由 か ら 情 報 を 秘 密 に し て お き た い と 望 み 、 一 方 で 国 民 に は 公 権 力 が 保 有 す る 情 報 に 対 す る 権

利 が あ る 。こ の 2 つ の 事 柄 の 間 に は 、 時 と し て 緊 張 関 係 が 存 在 す る 。し か し くも りの な い 目 で 近 年 の

歴 史 を 振 り返 る と 、 正 当 な 国 家 安 全 保 障 上 の 利 益 が 最 大 に 保 護 さ れ る の は 、実 際 に は 、 国 の 安 全 を

守 る た め に な さ れ た も の を 含 め た 国 家 の 行 為 に つ い て 、 国 民 が 十 分 に 知 ら さ れ て い る 場 合 だ と い う

こ と が わ か る 。 

Access to  in form ation , by enab ling pub lic scrutiny o f state action , not on ly sa feguards against abuse 

by pub lic o ffic ia ls but a lso  perm its the pub lic to  p lay a ro le in  determ in ing the po lic ies o f the state 

and thereby form s a crucia l com ponent o f genu ine national security, dem ocratic partic ipation , and 

sound po licy form u lation . In  order to  protect the fu ll exerc ise o f hum an rights, in  certa in  

c ircum stances it m ay be necessary to  keep in form ation  secret to  protect leg itim ate national security  

in terests. 

国 家 の 行 為 を 国 民 が 監 視 す る こ と が で き 、 情 報 に ア ク セ ス す る こ と が で き る よ う に な れ ば 、 公 務 員 の

職 権 乱 用 を 防 ぐ だ け で な く 、 人 々 が 国 の 方 針 決 定 に 関 与 で き る よ うに な る 。 つ ま り 情 報 へ の ア ク セ ス

は 、 真 の 国 家 安 全 保 障 、 民 主 的 参 加 、 健 全 な 政 策 決 定 の 極 め て 重 要 な 構 成 要 素 で あ る 。 そ し て 、

人 権 の 行 使 が 完 全 に 保 障 さ れ る た め に は 、あ る 一 定 の 状 況 下 で は 、 正 当 な 国 家 安 全 保 障 上 の 利 益

を 守 る た め に 情 報 を 秘 密 に す る こ と が 必 要 な 場 合 が あ り得 る 。  

Strik ing the right balance is m ade a ll the m ore challenging by the fact that courts in  m any countries 

dem onstrate the least independence and greatest deference to  the c la im s o f governm ent when 

national security is invoked. Th is deference is re in forced by prov is ions in  the security laws o f m any 

countries that trigger exceptions to  the righ t to  in form ation  as well as to  ord inary ru les o f ev idence 

and rights o f the accused upon a m in im al show ing, o r even the m ere assertion  by the governm ent, o f 



※未定訳※一部字句修正等を行う可能性があります 

10 
 

a national security risk. A  governm ent’s over- invocation  o f national security concerns can seriously  

underm ine the m ain  institu tional sa feguards against governm ent abuse: independence o f the courts, 

the ru le o f law , leg is lative oversight, m ed ia freedom , and open governm ent. 

多 くの 国 に お い て 、 ひ と た び 国 家 安 全 保 障 が 持 ち 出 さ れ る と 、 司 法 が 政 府 の 主 張 に 対 し て 極 め て 従

順 に な り 、 独 立 性 を ほ と ん ど 失 っ て し ま う と い う 事 実 が あ り 、 こ の こ と が 、 国 家 安 全 保 障 と 国 民 の 知 る

権 利 の バ ラ ン ス を 正 し く保 つ こ と を ま す ま す 困 難 に し て い る 。国 の 安 全 に 対 す る ほ ん の わ ず か な 脅 威

の 提 示 や 、 脅 威 が あ る と い う 政 府 の 単 な る 主 張 が あ れ ば 、 情 報 へ の 権 利 や 、 通 常 の 証 拠 規 則 や 被

告 人 の 権 利 に 例 外 を 設 け る 治 安 法 を 持 つ 国 が 多 く 、 そ の よ う な 法 律 も 政 府 へ の 追 従 に 拍 車 を か け

て い る 。 国 の 安 全 が 脅 か さ れ て い る と 政 府 が 過 剰 に 主 張 す れ ば 、 政 府 の 暴 走 を 防 ぐ た め に 作 ら れ た

主 な し くみ (裁 判 所 の 独 立 、 法 の 支 配 、 立 法 府 に よ る 監 視 、メ デ ィ ア の 自 由 、 開 か れ た 政 府 )の 機 能 を

大 幅 に 損 ね て し ま うお そ れ が あ る 。 

These P rinc ip les respond to  the above-described longstand ing challenges as well as to  the fact that, 

in  recent years, a s ign ificant num ber o f states around the world  have em barked on adopting or 

rev is ing c lassification  reg im es and re lated  laws. Th is trend in  turn  has been sparked by severa l 

deve lopm ents. Perhaps most sign ificant has been the rap id  adoption  o f access to  in form ation  laws 

since the fa ll o f the Berlin  W all, w ith  the resu lt that, as o f the date that these P rinc ip les were issued, 

m ore than 5.2  b illion  peop le in  95  countries around the world  en joy the right o f access to  

in form ation— at least in  law , if not in  practice. Peop le in  these countries are—o ften  for the first 

tim e— grapp ling w ith  the question  o f whether and under what c ircum stances in form ation  m ay be kept 

secret. O ther deve lopm ents contributing to  an  increase in  proposed secrecy leg is lation  have been 

governm ent responses to  terrorism  or the threat o f terrorism , and an  in terest in  hav ing secrecy 

regu lated  by law  in  the context o f dem ocratic transitions. 

本 原 則 は 、 上 述 し た よ う な 積 年 の 難 題 に 応 え る も の で あ り 、 ま た 、 近 年 か な り 多 く の 国 が 、 情 報 の 非

公 開 制 度 と そ の 関 連 法 を 作 成 ・修 正 し 始 め て い る と い う 現 実 に 対 応 す る も の で あ る 。 一 方 こ の よ う な

政 府 の 動 き に は 、 い く つ か の 理 由 が あ る 。 も っ と も 大 き な 理 由 は 、 ベ ル リン の 壁 の 崩 壊 以 降 、 情 報 へ

の ア ク セ ス に 関 す る 法 律 の 制 定 が 急 速 に 進 ん で き て い る こ と だ ろ う。 そ の 結 果 、 こ の 原 則 が 発 表 さ れ

た 時 点 で 、95 カ 国 の 52 億 を 超 え る 人 々 が (実 際 に は そ うで な くて も 、少 な くと も 法 律 上 で は )情 報 に ア

ク セ ス す る 権 利 を 持 っ て い る 。 こ う し た 国 の 人 々 は 、 情 報 が 秘 密 に さ れ て よ い か 、 あ る い は 、 ど の よ う

な 状 況 下 な ら 情 報 が 秘 密 に さ れ て も よ い か と い う問 題 に (大 抵 の 場 合 、 初 め て )取 り 組 ん で い る 。 他 に

も 、 ま す ま す 多 くの 国 で 秘 密 保 護 法 が 起 草 さ れ て い る 理 由 と し て は 、 政 府 に よ る テ ロ や テ ロ の 脅 威 へ

の 対 策 、 そ し て 民 主 主 義 へ の 移 行 過 程 で 、 秘 密 主 義 を 法 律 で 規 制 す る こ と へ の 関 心 が 高 ま っ た こ と

な ど が あ る 。  
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Preamble 
前 文  

 

 

The organ izations and ind iv iduals invo lved in  drafting the present P rinc ip les: 

こ の 原 則 の 起 草 に 関 わ っ た 組 織 及 び 個 人 は 、 

 

Recalling  that access to  in form ation  held  by the state is a righ t o f every person, and therefore that 

th is right shou ld  be protected by laws drafted  w ith  prec is ion , and w ith  narrow ly drawn exceptions, 

and for oversight o f the right by independent courts, parliam entary oversight bod ies, and other 

independent institu tions; 

国 家 が 保 有 す る 情 報 へ の ア ク セ ス は 全 て の 人 の 権 利 で あ り 、 従 っ て こ の 権 利 は 例 外 規 定 の 少 な い

厳 密 に 定 め ら れ た 法 律 に よ っ て 、 ま た 独 立 し た 裁 判 所 、 国 会 の 監 視 機 関 及 び そ の 他 の 独 立 機 関 に

よ る 権 利 の 監 視 の た め の 法 律 に よ っ て 保 護 さ れ ね ば な ら な い こ と を 想 起 し 、  

Recogn iz ing that states can have a leg itim ate in terest in  w ithho ld ing certa in  in form ation , inc lud ing 

on grounds o f national security, and em phasiz ing that strik ing the appropriate balance between the 

d isc losure and w ithho ld ing o f in form ation  is v ita l to  a dem ocratic society and essentia l fo r its security , 

progress, developm ent, and welfare, and the fu ll en joym ent o f hum an rights and fundam ental 

freedom s; 

国 家 安 全 保 障 の 見 地 を 含 め 、 国 家 が 特 定 の 情 報 を 秘 匿 す る こ と に よ る 正 当 な 利 益 が あ り 得 る こ と を

認 識 し 、 情 報 の 公 開 と 非 公 開 の 間 に 適 切 な 基 準 を 設 け る こ と が 民 主 主 義 社 会 に と っ て 極 め て 重 要

で あ り 、 ま た そ の 安 全 、 進 歩 、 発 展 及 び 福 祉 並 び に 人 権 と 基 本 的 自 由 の 完 全 な 享 受 の た め に 必 要

不 可 欠 で あ る こ と を 強 調 し 、  

A ffirm ing that it is im perative, if peop le are to  be ab le to  m on itor the conduct o f their governm ent 

and to  partic ipate fu lly  in  a dem ocratic  society, that they have access to  in form ation  held  by pub lic 

authorities, inc lud ing in form ation  that re lates to  national security ; 

人 々 が 政 府 の 行 動 を 監 視 し 、 民 主 主 義 社 会 に 十 全 に 参 加 す る こ と を 可 能 に し よ う と す る な ら ば 、 国

家 安 全 保 障 に 関 連 す る 情 報 を 含 め 、 公 権 力 が 保 有 す る 情 報 へ の ア ク セ ス が 絶 対 必 要 で あ る と 確 信

し 、  

Noting that these P rinc ip les are based  on in ternational law  and standards re lating to  the pub lic’s 

right o f access to  in form ation  held  by pub lic authorities and other hum an rights, evo lv ing state 
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practice (as re flected, in ter a lia , in  judgm ents o f in ternational and national courts and tribunals), the 

general princ ip les o f law  recogn ized by the com m unity o f nations, and the w ritings o f experts; 

こ の 原 則 が 、 当 局 が 保 有 す る 情 報 に 人 々 が ア ク セ ス す る 権 利 及 び そ の 他 の 人 権 に 関 す る 国 際 法 ・

基 準 、 (と り わ け 国 際 及 び 国 内 法 廷 の 判 決 に 現 れ て い る よ う に )徐 々 に 進 化 し つ つ あ る 国 家 の 慣 行 、

国 際 社 会 に よ っ て 認 め ら れ て い る 法 律 の 一 般 原 則 、 及 び 専 門 家 の 記 述 に 基 づ い て い る こ と を 明 記

し 、  

Bearing in  m ind re levant provis ions o f the U n iversa l D eclaration  o f H um an R igh ts, the In ternationa l 

C ovenant on C iv il and Po litica l R ights, the A frican  C harter on  H um an and Peop les’  R ights, the 

Am erican C onvention  on H um an R ights, the European C onvention  on H uman R ights, and the 

C ouncil o f Europe C onvention  on A ccess to  O ffic ia l D ocum ents; 

世 界 人 権 宣 言 、市 民 的 及 び 政 治 的 権 利 に 関 す る 国 際 規 約 、 人 及 び 人 民 の 権 利 に 関 す る ア フ リカ 憲

章 、米 州 人 権 条 約 、 欧 州 人 権 条 約 、公 文 書 へ の ア ク セ ス に 関 す る 欧 州 評 議 会 条 約 の 関 連 条 項 に 留

意 し 、  

Further bearing in  m ind the D eclaration  o f P rinc ip les on  F reedom  o f Expression  o f the In ter-  

Am erican C om m ission  o f H um an R ights; the M odel In ter-Am erican Law  on A ccess to  In form ation , 

the D eclaration  o f P rinc ip les on  F reedom  o f Express ion  in  A frica, and the M odel Law  on A ccess to  

In form ation  for A frica; 

さ ら に 、 米 州 人 権 委 員 会 の 表 現 の 自 由 に 関 す る 原 則 宣 言 、 情 報 へ の ア ク セ ス に 関 す る 米 州 モ デ ル

法 、 ア フ リ カ に お け る 表 現 の 自 由 に 関 す る 原 則 宣 言 、 情 報 へ の ア ク セ ス に 関 す る ア フ リ カ モ デ ル 法

に 留 意 し 、  

Recalling the 2004 Jo int D eclaration  o f the U N  Specia l Rapporteur on F reedom  o f O p in ion  and 

Expression , the O SC E Representative on F reedom  o f the M ed ia, and the In ter-Am erican  

C om m ission  on H um an R ights Specia l Rapporteur on F reedom  o f Expression ; the 2006, 2008, 2009 

and 2010 Jo int D eclarations o f those three experts p lus the A frican  C om m ission  on H uman and 

Peop les’  R ights Specia l Rapporteur on F reedom  o f Expression  and A ccess to  In form ation ; the 

D ecem ber 2010 Jo int Statem ent on W ik iLeaks o f the U N  and Inter-Am erican Specia l Rapporteurs; 

and the Report on  C ounter-Terrorism  M easures and H um an R ights, adopted by the V en ice 

C om m ission  in  2010; 

言 論 ・ 表 現 の 自 由 に 関 す る 国 連 特 別 報 告 者 、 メ デ ィ ア の 自 由 に 関 す る 欧 州 安 全 保 障 協 力 機 構

(O SC E)代 表 、及 び 表 現 の 自 由 に 関 す る 米 州 人 権 委 員 会 特 別 報 告 者 の 2004 年 共 同 宣 言 、以 上 3

者 及 び 表 現 の 自 由 と 情 報 へ の ア ク セ ス に 関 す る 人 及 び 人 民 の 権 利 に 関 す る ア フ リカ 委 員 会 特 別 報

告 者 に よ る 2006 年 、2008 年 、2009 年 、2010 年 の 共 同 宣 言 、国 連 及 び 米 州 特 別 報 告 者 の ウ ィキ リー
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ク ス に 関 す る 2010 年 12 月 の 共 同 声 明 、2010 年 に ヴ ェ ニ ス 委 員 会 で 採 択 さ れ た テ ロ 対 策 及 び 人 権

に 関 す る 報 告 書 を 想 起 し 、  

Further reca lling the Johannesburg P rinc ip les on  N ational Security, F reedom  o f Expression  and 

A ccess to  In form ation  adopted by a group o f experts convened by A rtic le  19  in  1995, and the 

P rinc ip les o f O versight and A ccountab ility  fo r Security Serv ices in  a C onstitu tional D em ocracy 

e laborated in  1997 by the C entre for N ational Security Stud ies (C NSS) and the Po lish  H elsink i 

Foundation  for H um an R ights; 

さ ら に 、1995 年 に ア ー テ ィ ク ル 19 が 招 集 し た 専 門 家 グ ル ー プ に よ っ て 採 択 さ れ た 国 家 安 全 保 障 、 表

現 の 自 由 及 び 情 報 へ の ア ク セ ス に 関 す る ヨ ハ ネ ス ブ ル グ 原 則 、 国 家 安 全 保 障 研 究 セ ン タ ー (C NSS)

及 び ポ ー ラ ン ド ・ヘ ル シ ン キ 人 権 財 団 に よ っ て 1997 年 に 作 成 さ れ た 立 憲 民 主 主 義 に お け る 安 全 保

障 サ ー ビ ス の 監 視 と 説 明 責 任 原 則 を 想 起 し 、  

Noting that there are in ternational princ ip les— such as those inc luded in  the M odel Law  on A ccess to  

In form ation  in  A frica, the U N  G uid ing P rinc ip les on  Business and H uman R ights ( “ Rugg ie  

P rinc ip les” ), the A rm s T rade T reaty, the O EC D  G uidelines for M ultinational Enterprises, and the 

M ontreux D ocum ent on pertinent in ternational legal ob ligations and good practices for states re lated  

to  operations o f private m ilitary  and security  com pan ies during arm ed con flict— that recogn ize the 

critica l im portance o f access to  in form ation  from , or in  re lation  to , business enterprises in  certa in  

c ircum stances; and that som e expressly  address the need for private m ilitary and  security com pan ies 

operating w ith in  the national security sector to  m ake certa in  in form ation  pub lic; 

一 定 の 状 況 下 で 、 企 業 か ら の 、 又 は 企 業 に 関 連 す る 情 報 へ の ア ク セ ス が 決 定 的 に 重 要 で あ る こ と を

認 め た も の と し て 、 情 報 へ の ア ク セ ス に 関 す る ア フ リ カ モ デ ル 法 、 ビ ジ ネ ス と 人 権 に 関 す る 国 連 指 導

原 則 (ラ ギ ー ・フ レ ー ム ワ ー ク )、 武 器 貿 易 条 約 、 経 済 協 力 開 発 機 構 (O EC D )多 国 籍 企 業 行 動 指 針 、

武 力 紛 争 に お け る 民 間 軍 事 ・警 備 会 社 の 行 動 に 関 す る 国 家 の 適 切 な 国 際 法 上 の 義 務 及 び グ ッ ド プ

ラ ク テ ィ ス に 関 す る モ ン トル ー 文 書 な ど に 含 ま れ る 国 際 原 則 が あ る こ と 、 及 び そ れ ら の 原 則 の 一 部 は 、

国 家 安 全 保 障 部 門 内 で 運 営 さ れ て い る 民 間 軍 事 ・警 備 会 社 が 特 定 の 情 報 を 公 開 す る 必 要 が あ る こ

と に 明 確 に 言 及 し て い る こ と を 明 記 し 、  

Noting that these P rinc ip les do  not address substantive standards for in te lligence co llection , 

m anagem ent o f personal data, or in te lligence sharing, wh ich  are addressed by the “good practices 

on legal and institu tional fram eworks for in te lligence serv ices and their oversight”  issued in  2010 by 

M artin  Schein in , then the U N  Specia l Rapporteur on the promotion  and protection  o f human rights 

and fundam ental freedom s wh ile countering terrorism , at the request o f the U N  H um an R ights 

C ouncil; 
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こ の 原 則 が 、 国 連 人 権 理 事 会 の 要 請 で 、2010 年 、当 時 テ ロ 撲 滅 に お け る 人 権 及 び 基 本 的 自 由 の 促

進 及 び 保 護 に 関 す る 国 連 特 別 報 告 者 で あ っ た マ ー テ ィ ン ・シ ェ イ ニ ン が 発 表 し 「情 報 局 と そ の 監 視

の た め の 法 的 制 度 的 枠 組 み に 関 す る グ ッ ド プ ラ ク テ ィ ス 」で 言 及 さ れ た 、 情 報 収 集 、 個 人 情 報 の 管

理 又 は 情 報 共 有 の 実 際 の 基 準 に は 言 及 し て い な い こ と を 明 記 し 、  

Recogn iz ing the im portance o f e ffective in te lligence sharing am ong states, as ca lled  for by U N  

Security C ouncil Reso lu tion  1373; 

国 連 安 全 保 障 理 事 会 決 議 第 1373 号 に よ っ て 要 求 さ れ た 国 家 間 の 効 果 的 な 情 報 共 有 の 重 要 性 を

認 識 し 、  

Further recogn iz ing that barriers to  pub lic and independent overs ight created in  the nam e o f 

national security increase the risk that illega l, corrupt, and fraudu lent conduct m ay occur and m ay 

not be uncovered; and that v io lations o f privacy and other ind iv idual rights o ften  occur under the 

c loak o f national security secrecy; 

さ ら に 、国 家 安 全 保 障 の 名 に お い て 設 け ら れ た 公 衆 へ の 情 報 公 開 や 独 立 監 視 へ の 障 害 が 、違 法 な 、

不 正 な 、 及 び 虚 偽 の 行 為 が 発 生 し そ れ が 暴 露 さ れ な い リス ク を 高 め 、 プ ラ イ バ シ ー そ の 他 の 個 人 の

権 利 の 侵 害 が 国 家 安 全 保 障 上 の 秘 密 と い う覆 い の 下 で し ば し ば 発 生 す る こ と を 認 識 し 、  

C oncerned by the costs to  national security o f over-class ification , inc lud ing the h indering o f 

in form ation-sharing am ong governm ent agenc ies and a llies, the inab ility  to  pro tect leg itim ate secrets, 

the inab ility  to  find  im portant in form ation  am idst the c lu tter, repetitive co llection  o f in form ation  by 

m u ltip le agencies, and the overburden ing o f security m anagers; 

過 度 の 機 密 指 定 は 、 政 府 関 連 機 関 や 同 盟 国 の 間 で の 情 報 共 有 を 妨 げ 、 正 当 な 秘 密 の 保 護 を 不 可

能 に し 、 多 く の 不 要 な 情 報 の 中 か ら 重 要 な 情 報 を み つ け る こ と を 不 可 能 に し 、 複 数 の 機 関 が 情 報 を

重 ね て 収 集 す る こ と に な り、 安 全 保 障 担 当 者 に 過 重 な 負 担 を か け る な ど 国 家 安 全 保 障 に と っ て 損 失

と な る こ と を 懸 念 し 、  

Em phasiz ing that the P rinc ip les focus on the pub lic’s right to  in form ation , and that they address the 

rights to  in fo rm ation  o f deta inees, v ictim s o f hum an rights v io lations, and others w ith  heightened 

c la im s to  in form ation  on ly to  the extent that those rights are c losely linked w ith  the pub lic’s right to  

in form ation ; 

こ の 原 則 が 「公 衆 の 」知 る 権 利 に 焦 点 を 当 て て い る こ と 、 ま た 、 公 衆 の 知 る 権 利 に 密 接 に 結 び つ い て

い る 範 囲 の み に お い て 、 被 拘 禁 者 、 人 権 侵 害 の 犠 牲 者 及 び そ の 他 の 強 く 情 報 を 求 め る 人 々 の 知 る

権 利 に 言 及 し て い る こ と を 強 調 し 、  

Acknow ledg ing that certa in  in form ation  that shou ld  not be w ithheld  on national security grounds m ay 
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potentia lly  nonetheless be w ithhe ld  on various other grounds recogn ized in  in ternational 

law— inc lud ing, e.g., in ternational re lations, fa irness o f jud ic ia l proceed ings, rights o f litigants, and  

personal privacy— sub ject a lways to  the princ ip le that in form ation  m ay on ly be w ithhe ld  where the 

pub lic in terest in  m ainta in ing the in form ation’s secrecy c learly  outweighs the pub lic in terest in  

access to  in form ation ; 

国 家 安 全 保 障 の 見 地 か ら は 非 公 開 に す べ き で な い 特 定 の 情 報 が 、 そ れ に も か か わ ら ず 、 例 え ば 国

際 関 係 、 司 法 手 続 の 公 平 性 、 訴 訟 人 の 権 利 、 個 人 の プ ラ イ バ シ ー な ど 、 国 際 法 に 認 め ら れ た 様 々

な そ の 他 の 理 由 で 非 公 開 に さ れ る 可 能 性 が あ る が 、 そ れ は 、 そ の 情 報 の 秘 密 性 を 維 持 す る こ と に よ

る 公 共 の 利 益 が 、 情 報 に ア ク セ ス す る こ と に よ る 利 益 よ りも 明 ら か に 大 き い 場 合 に 限 ら れ る と い う原 則

に よ る と 認 識 し 、  

D esiring to  provide practica l gu idance to  governm ents, leg is lative and regu latory bod ies, pub lic 

authorities, dra fters o f leg is lation , the courts, o ther oversight bod ies, and c iv il society concern ing 

som e o f the m ost challenging issues at the in tersection  o f national security and the right to  

in form ation , especia lly  those that invo lve respect fo r hum an rights and dem ocratic accountab ility ; 

政 府 機 関 、 立 法 機 関 、 監 督 機 関 、 そ の 他 の 公 的 機 関 、 法 律 起 草 者 、 裁 判 所 、 そ の 他 の 監 視 機 関 、

及 び 国 家 安 全 保 障 と 知 る 権 利 の 間 に あ る 最 も 難 解 な 問 題 に 関 わ る 市 民 団 体 、 と り わ け 人 権 と 民 主

的 説 明 責 任 の 尊 重 に 携 わ る 機 関 ・人 々 に 対 し て 実 際 的 な 指 針 を 提 供 す る こ と を 希 望 し 、  

Endeavouring to  e laborate P rinc ip les that are o f un iversa l va lue and app licab ility ; 

普 遍 的 な 価 値 と 汎 用 性 を 持 つ 原 則 を 作 り上 げ る よ う努 め 、  

Recogn iz ing that states face w idely vary ing challenges in  balancing pub lic in terests in  d isc losure and  

the need for secrecy to  protect leg itim ate national security in terests, and that, wh ile the P rinc ip les 

are un iversa l, their app lication  in  practice m ay respond to  local rea lities, inc lud ing d iverse lega l 

system s; 

公 開 す る こ と に よ る 公 共 の 利 益 と 、 正 当 な 国 家 安 全 保 障 上 の 利 益 保 護 の た め に 秘 密 に す る 必 要 性

の バ ラ ン ス を 取 る に 当 た っ て 広 く様 々 な 困 難 に 各 国 が 直 面 す る こ と 、ま た 、原 則 が 普 遍 的 で あ る 一 方

で 、そ の 実 際 の 適 用 は 、司 法 制 度 の 多 様 性 な ど 各 地 の 現 実 に 応 じ た も の で あ り得 る こ と を 認 識 し 、  

Recom m end that appropriate bod ies at the national, reg ional, and in ternational leve ls undertake 

steps to  d issem inate and d iscuss these P rinc ip les, and endorse, adopt, and/or im p lem ent them  to  the 

extent possib le, w ith  a  v iew  to  ach iev ing progressive ly the fu ll rea lization  o f the right to  in form ation  

as set fo rth  in  P rinc ip le 1 . 

原 則 1 に 定 め ら れ た 知 る 権 利 の 完 全 な 実 現 を 漸 次 達 成 す る こ と を 目 指 し 、 国 家 、地 域 、 国 際 レ ベ ル

の 適 切 な 機 関 が こ の 原 則 を 流 布 ・議 論 す る 措 置 を 取 り 、 承 認 ・採 択 し 、 さ ら に そ の 実 行 も 同 時 に 、 ま
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た は 実 行 の み を 、可 能 な か ぎ り行 うよ う勧 告 す る 。  
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Defin itions 
語 句 の 定 義  

 

 

In  these P rinc ip les, un less the context otherw ise requ ires: 

こ の 原 則 に お い て は 、文 中 で と くに 指 定 さ れ な い 限 り、以 下 の よ うに 定 義 す る 。 

 “Business enterprise w ith in  the nationa l security  sector” m eans a ju ristic person that carries on  or 

has carried  on any trade or business in  the national security sector, but on ly in  such capacity; e ither 

as a contractor or supp lier o f serv ices, fac ilities, personnel, or products inc lud ing, but not lim ited  to , 

arm am ents, equ ipm ent, and in te lligence. Th is inc ludes private m ilitary  and security com pan ies 

(PM SC s). It does not include juristic persons organ ized as non-pro fits or as non-governm ental 

organ izations. 

「国 家 安 全 保 障 部 門 内 の 企 業 」と は 、 何 ら か の 取 引 や 事 業 を 国 家 安 全 保 障 部 門 の 中 で 行 っ て い る 、

又 は 行 っ て き た 法 人 を 指 す 。 た だ し 、 サ ー ビ ス 、 設 備 、 人 員 又 は 商 品 (例 え ば 軍 需 品 、 器 材 、 情 報 な

ど で あ る が 、こ れ に 限 定 さ れ る も の で は な い )を 提 供 す る 請 負 業 者 又 は 供 給 会 社 の み を 指 す 。 こ れ に

は 、 民 間 軍 事 会 社 及 び 民 間 警 備 会 社 (PM SC s)も 含 ま れ る 。 し か し 非 営 利 又 は 非 政 府 組 織 と し て 設

立 さ れ た 法 人 は 含 ま れ な い 。  

 “ Independent ”  m eans institu tionally , financia lly , and operationally  free from  the in fluence, 

gu idance, or contro l o f the executive, inc lud ing a ll security sector authorities. 

「独 立 し た 」と は 、 組 織 上 、 財 政 上 、 及 び 運 営 上 、 全 て の 安 全 保 障 部 門 を 含 む 行 政 当 局 か ら の 影 響 、

指 導 、管 理 を 受 け な い と い う意 味 で あ る 。 

 “ In fo rm ation” m eans any orig ina l or copy o f docum entary m ateria l irrespective o f its  physica l 

characteristics, and any other tangib le or in tangib le m ateria l, regard less o f the form  or m ed ium  in  

wh ich  it is he ld . It inc ludes, but is not lim ited  to , records, correspondence, facts, op in ion , advice, 

m em oranda, data, statistics, books, draw ings, p lans, m aps, d iagram s, photographs, aud io  or v isual 

records, docum ents, em ails, logbooks, sam ples, m odels, and data held  in  any e lectron ic fo rm . 

「情 報 」と は 、 物 理 的 特 性 に 関 わ ら ず 全 て の 記 録 資 料 の 原 本 又 は 複 写 、 及 び 全 て の 有 形 無 形 の 資

料 を 指 し 、 そ れ が 保 有 さ れ て い る 形 式 や 媒 体 を 問 わ な い 。 こ の 中 に は 、 記 録 、 通 信 、 事 実 、 意 見 、 勧

告 、 覚 書 、 デ ー タ 、 統 計 、 書 籍 、 描 画 、 計 画 、 地 図 、 図 表 、 写 真 、 視 聴 覚 記 録 、 記 録 文 書 、 電 子 メ ー

ル 、 日 誌 、 標 本 、 模 型 、 及 び あ ら ゆ る 電 子 形 式 で 保 有 さ れ た デ ー タ が 含 ま れ る が 、 こ れ ら に 限 定 さ れ

る も の で は な い 。 
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“ In fo rm ation o f pub lic  in terest” refers to  in form ation  that is o f concern  or benefit to  the pub lic, not 

m erely o f ind iv idual in terest and whose d isc losure is  “ in  the in terest o f the pub lic,”  for instance, 

because it is usefu l fo r pub lic understand ing o f governm ent activ ities. 

「公 共 の 利 益 と な る 情 報 」と は 、 公 衆 に 関 連 の あ る 、 又 は 公 衆 の 役 に 立 つ 情 報 の こ と で あ り 、 単 に 個

人 的 な 利 益 の あ る 情 報 の こ と で は な い 。 そ し て そ の 情 報 が 公 開 さ れ る こ と が 、 例 え ば 、 政 府 の 活 動 を

公 衆 が 理 解 す る た め に 有 用 で あ る な ど の 理 由 で 「公 衆 の た め 」で あ る も の を 指 す 。 

 “Legitim ate  nationa l security  in terest” refers to  an  in terest the genu ine purpose and prim ary 

im pact o f wh ich  is to  protect national security, consistent w ith  in ternational and national law . 

(C ategories o f in form ation  whose w ithho ld ing m ay be necessary to  protect a leg itim ate nationa l 

security in terest are set fo rth  in  P rinc ip le 9 .) A  national security in terest is not leg itim ate if its rea l 

purpose or prim ary im pact is to  protect an  in terest unrelated  to  national security, such as protection  

o f governm ent or o ffic ia ls from  em barrassm ent or exposure o f w rongdoing; concealm ent o f 

in form ation  about hum an rights v io lations, any other v io lation  o f law , or the function ing o f pub lic  

institu tions; strengthen ing or perpetuating a  particu lar po litica l in terest, party, or ideo logy; or 

suppression  o f law fu l protests. 

「正 当 な 国 家 安 全 保 障 上 の 利 益 」と は 、 そ の 利 益 の 真 の 目 的 と 主 た る 効 果 が 、 国 際 法 ・国 内 法 に 沿

っ て 国 家 の 安 全 を 守 る こ と に あ る 場 合 を 指 す 。 (そ の 隠 匿 が 正 当 な 国 家 安 全 保 障 上 の 利 益 を 保 護 す

る た め に 必 要 で あ る 可 能 性 が あ る 情 報 の カ テ ゴ リー は 原 則 9 に 定 め る ) 国 家 安 全 保 障 上 の 利 益 は 、

そ の 本 来 の 目 的 と 主 た る 効 果 が 国 家 安 全 保 障 に 関 係 の な い 利 益 を 守 る た め 、 例 え ば 政 府 や 官 僚 を

恥 辱 又 は 悪 事 の 暴 露 か ら 守 る た め 、 人 権 侵 害 、 そ の 他 の あ ら ゆ る 法 律 違 反 若 し く は 公 共 機 関 の 機

能 に 関 す る 情 報 の 隠 ぺ い の た め 、 特 定 の 政 治 的 利 益 、 党 派 又 は イ デ オ ロ ギ ー の 強 化 又 は 維 持 の た

め 、若 し くは 合 法 的 な 抗 議 行 動 の 抑 圧 の た め な ど で あ っ た 場 合 、正 当 で は な い 。  

 “N ationa l security” is not defined in  these P rinc ip les. P rinc ip le  2 inc ludes a recom m endation  that 

“national security”  shou ld  be defined  precise ly in  national law , in  a m anner consistent w ith  the 

needs o f a dem ocratic society. 

「国 家 安 全 保 障 」と い う語 句 は 、こ の 原 則 の 中 で は 定 義 さ れ て い な い 。原 則 2 に は 、「国 家 安 全 保 障 」

は 、民 主 主 義 社 会 の 必 要 に 応 じ た 形 で 、国 内 法 で 厳 密 に 定 義 さ れ ね ば な ら な い と い う勧 告 が あ る 。 

 “Pub lic authorities”  inc lude a ll bod ies w ith in  the executive, leg is lative, and jud ic ia l branches at a ll 

levels o f governm ent, constitu tional and statutory authorities, inc lud ing security sector authorities; 

and non-state bod ies that are owned or contro lled  by governm ent or that serve as agents o f the 

governm ent. “ Pub lic authorities ”  a lso  inc lude private or other entities that perform  pub lic 

functions or serv ices or operate w ith  substantia l pub lic funds or benefits, but on ly in  regard  to  the 
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perform ance o f those functions, provis ion  o f serv ices, or use o f pub lic funds or benefits. 

「公 権 力 」と は 、 安 全 保 障 部 門 当 局 を 含 む 政 府 当 局 及 び 憲 法 ・法 律 に よ っ て 設 置 さ れ た 当 局 の 全 階

層 に お け る 行 政 、 立 法 、 司 法 部 局 の 内 部 に あ る 全 て の 機 関 、 及 び 政 府 が 所 有 又 は 管 理 す る 、 又 は

政 府 の 代 理 を 務 め る 非 国 家 機 関 を 指 す 。 ま た 「公 権 力 」に は 、 公 共 の 機 能 や サ ー ビ ス を 実 行 す る 、

又 は 相 当 額 の 公 共 基 金 や 公 的 給 付 金 に よ っ て 運 営 さ れ る 民 間 そ の 他 の 主 体 が 含 ま れ る 。 た だ し 、

こ うし た 機 能 の 実 行 、 サ ー ビ ス の 提 供 又 は 公 共 基 金 又 は 公 的 給 付 金 の 使 用 に 関 連 す る 部 分 の み を

指 す 。 

 

 “ Pub lic personnel ”  or “ pub lic servant ”  refers to  current and form er pub lic em p loyees, 

contractors, and sub-contractors o f pub lic authorities, inc lud ing in  the security sector. “Pub lic 

personnel”  or “pub lic servant”  a lso  inc lude persons em ployed by non-state bod ies that are owned  

or contro lled  by the governm ent or that serve as agents o f the governm ent; and em ployees o f private 

or other entities that perfo rm  pub lic functions or serv ices or operate w ith  substantia l pub lic funds or 

benefits, but on ly in  regard  to  the perform ance o f those functions, provis ion  o f serv ices, or use o f 

pub lic funds or benefits. 

「公 務 関 係 者 」又 は 「公 務 員 」と は 、安 全 保 障 部 門 を 含 め 当 局 の 職 員 、 請 負 業 者 、下 請 け 業 者 で あ る

者 、 又 は 過 去 に そ うで あ っ た 者 を 指 す 。 さ ら に 、 「公 務 関 係 者 」又 は 「公 務 員 」と は 、 政 府 が 所 有 又 は

管 理 す る 、 又 は 政 府 の 代 理 を 務 め る 非 国 家 機 関 に 雇 用 さ れ て い る 者 、 公 共 の 機 能 や サ ー ビ ス を 実

行 す る 、 又 は 相 当 額 の 公 共 基 金 や 公 的 給 付 金 に よ っ て 運 営 さ れ る 民 間 そ の 他 の 主 体 の 従 業 員 を

指 す 。 た だ し 、 こ う し た 機 能 の 実 行 、 サ ー ビ ス の 提 供 又 は 公 共 基 金 又 は 公 的 給 付 金 の 使 用 に 関 連

す る 部 分 の み を 指 す 。  

 “Sanction,” when used as a noun, refers to  any form  o f penalty or detrim ent, inc lud ing crim inal, 

c iv il and adm in istrative m easures. W hen  used as a verb , “sanction” m eans to  bring in to  e ffect such  

form  o f penalty or detrim ent. 

「制 裁 」と は 、 名 詞 と し て 使 用 さ れ る 場 合 、 刑 事 上 、 民 事 上 及 び 行 政 上 の 措 置 を 含 む あ ら ゆ る 形 態 の

処 罰 又 は 不 利 益 を 指 す 。 動 詞 と し て 使 用 さ れ る 場 合 、 「制 裁 を 行 う」と は 、 こ の よ うな 形 態 の 処 罰 又 は

不 利 益 を 与 え る こ と を 指 す 。 

 “Security  sector” is defined to  encom pass: (i) security prov iders, inc lud ing but not lim ited  to  the 

arm ed forces, po lice and other law  en forcem ent bod ies, param ilitary forces, and in te lligence and 

security serv ices (both  m ilitary and c iv ilian ); and (ii) a ll executive bod ies, departm ents, and  

m in istries responsib le fo r the coord ination , contro l, and oversight o f security providers. 

「安 全 保 障 部 門 」の 定 義 に は 以 下 が 含 ま れ る 。  (i) 正 規 軍 、 警 察 及 び そ の 他 の 法 執 行 機 関 、 非 正

規 軍 、 情 報 局 、治 安 局 (軍 人 ・非 軍 事 両 方 )を 含 む 安 全 保 障 の 提 供 者 。た だ し 、こ れ ら に 限 定 さ れ る も
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の で は な い 。 (ii) 安 全 保 障 の 提 供 者 の 調 整 、 管 理 、 監 視 の 責 任 を 持 つ 全 て の 執 行 機 関 、 部 局 、 省

庁 。 
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Part I: G enera l P rinc ip les 
第 １章 ：一 般 的 諸 原 則  

 

 

Princip le 1 : R ight to  In form ation 
原 則  １：情 報 に 対 す る 権 利  

(a) Everyone has the right to  seek, receive, use, and im part in form ation  held  by or on behalf o f pub lic  

authorities, or to  wh ich  pub lic authorities are entitled  by law  to  have access.  

(a)何 人 も 、 公 権 力 に よ り、あ る い は 公 権 力 の た め に 保 有 さ れ た 情 報 、 又 は 公 権 力 が 法 に よ りア ク セ ス

す る 権 利 を も つ 情 報 を 求 め 、受 け 取 り、使 用 し 、伝 達 す る 権 利 を 有 す る 。  

(b ) In ternational princ ip les a lso  recogn ize that business enterprises w ith in  the national security  

sector, inc lud ing private m ilitary  and security com pan ies, have the responsib ility  to  d isc lose 

in form ation  in  respect o f s ituations, activ ities, or conduct that m ay reasonab ly be expected to  have 

an  im pact on  the en joym ent o f hum an rights.  

(b )国 際 原 則 は ま た 、 民 間 軍 事 会 社 及 び 民 間 警 備 会 社 を 含 む 国 家 安 全 保 障 部 門 内 の 企 業 は 、人 権

の 享 受 へ の 影 響 が あ る と 合 理 的 に 期 待 さ れ る 可 能 性 の あ る 状 況 、 活 動 、 行 為 に 関 す る 情 報 を 公 開

す る 責 任 が あ る こ と を 認 め て い る 。  

(c) Those w ith  an  ob ligation  to  d isc lose in form ation , consistent w ith  P rinc ip les 1 (a) and 1(b ), m ust 

m ake in form ation  availab le  on  request, sub ject on ly  to  lim ited  exceptions prescribed by law  and  

necessary to  prevent specific , identifiab le harm  to  leg itim ate in terests, inc lud ing national security.  

(c)原 則 １ (a)及 び 1（b）に 沿 っ て 、 情 報 公 開 の 義 務 を 持 つ 者 は 、 請 求 さ れ た 情 報 を 開 示 し な け れ ば な

ら ず 、例 外 は 、国 家 安 全 保 障 を 含 め た 正 当 な 利 益 へ の 特 定 可 能 な 損 害 を 回 避 す る た め に 必 要 且 つ

法 に 定 め ら れ た 場 合 の み と す る 。  

(d ) O n ly pub lic authorities whose specific  responsib ilities inc lude protecting national security m ay 

assert national security as a ground for w ithho ld ing in form ation .  

(d )国 家 の 安 全 の 保 護 を 含 む 特 定 の 責 任 を も つ 公 権 力 の み が 、 国 家 安 全 保 障 を 理 由 と し た 情 報 非

開 示 を 主 張 し 得 る 。  

(e) A ny assertion  by a business enterprise o f national security to  justify  w ithho ld ing in form ation  m ust 

be exp lic itly  authorized or con firm ed by a pub lic authority tasked w ith  protecting national security.   

(e)情 報 非 開 示 を 正 当 化 す る た め に 国 家 安 全 を 主 張 す る 民 間 企 業 の い か な る 主 張 も 、 国 家 安 全 を

保 護 す る 目 的 を も つ 公 的 機 関 に よ っ て 厳 密 に 認 可 あ る い は 承 認 さ れ な け れ ば な ら な い 。  
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Note: The governm ent, and on ly the governm ent, bears u ltim ate responsib ility for national 

security, and thus on ly the governm ent m ay assert that in form ation m ust not be re leased if it 

wou ld  harm  national security.  

注 記 ：政 府 の み が 国 家 安 全 保 障 の 究 極 的 な 責 任 を も つ 。 そ れ ゆ え に 、 政 府 の み が 国 家 安 全 保

障 を 損 な う場 合 が あ る 情 報 の 非 開 示 を 主 張 し うる 。 

Pub lic authorities a lso  have an  a ffirm ative ob ligation  to  pub lish  proactive ly certa in  in form ation  o f 

pub lic in terest. 

公 権 力 は ま た 、公 共 の 利 益 に 関 す る 特 定 の 情 報 を 率 先 し て 公 開 す る 積 極 的 な 義 務 を 有 す る 。  

 

 

Princip le 2 : App lication o f these Princ ip les 
原 則  ２：本 原 則 の 適 用  

(a) These P rinc ip les app ly to  the exerc ise o f the right o f access to  in form ation  as identified  in  

P rinc ip le 1  where the governm ent asserts or con firm s that the re lease o f such in form ation  cou ld  

cause harm  to  national security.  

(a)本 原 則 は 、 原 則 1で 示 し た よ う に 、 情 報 の 開 示 が 国 家 安 全 保 障 を 損 な う可 能 性 が あ る と 政 府 が 主

張 又 は 確 認 し た 場 合 に 、 そ の 情 報 に ア ク セ ス す る 権 利 の 行 使 に 適 用 す る 。  

(b ) G iven that national security  is one o f the weightiest pub lic grounds for restricting in fo rm ation , 

when pub lic authorities assert o ther pub lic grounds for restricting access— inc lud ing in ternational 

re lations, pub lic order, pub lic health  and safety, law  en forcem ent, fu ture provis ion  o f free and open  

advice, e ffective po licy form u lation , and econom ic in terests o f the state— they m ust at least m eet the 

standards for im posing restrictions on the right o f access to  in form ation  set fo rth  in  these P rinc ip les 

as re levant.  

(b )国 家 安 全 保 障 が 情 報 制 限 の 最 も 重 要 な 公 的 理 由 の 一 つ で あ る こ と を 考 慮 す る と 、 公 権 力 が 、 た と

え ば 国 際 関 係 、 公 共 秩 序 、 公 共 福 祉 と 安 全 、 法 執 行 、 自 由 で 公 開 さ れ た 助 言 の 将 来 的 提 供 、 効 果

的 な 政 策 形 成 、 及 び 国 家 の 経 済 的 利 益 な ど の 、ア ク セ ス 制 限 の 他 の 公 的 理 由 を 主 張 す る と き は 、そ

の 理 由 は 、 少 な く と も 本 原 則 に 規 定 さ れ て い る 情 報 ア ク セ ス 権 へ 制 限 を 課 す た め の 基 準 を 、 妥 当 な

も の と し て 満 た さ ね ば な ら な い 。  

(c) It is good practice for national security, where used to  lim it the right to  in form ation , to  be defined  

precise ly in  a country’s legal fram ework in  a m anner consistent w ith  a dem ocratic society.  

(c) 民 主 主 義 社 会 に ふ さ わ し い 形 で 、 国 の 法 的 枠 組 み の 中 で 厳 密 に 定 義 付 け さ れ る こ と は 、 情 報 に

対 す る 権 利 を 制 限 し て き た 国 家 安 全 保 障 に と っ て 望 ま し い こ と で あ る 。  

 



※未定訳※一部字句修正等を行う可能性があります 

23 
 

 

Princip le 3 : Requ irem ents for Restricting the R ight to  In form ation on 

National Security G rounds 
原 則  ３：国 家 安 全 保 障 上 の 理 由 に 基 づ い た 情 報 に 対 す る 権 利 の 制 限 の た め の 要 件  

No restriction  on the right to  in form ation  on national security grounds m ay be im posed un less the 

governm ent can dem onstrate that: (1 ) the restriction  (a) is prescribed by law  and (b ) is necessary in  

a dem ocratic  society (c) to  protect a leg itim ate national security  in terest; and (2 ) the law  provides 

for adequate sa feguards against abuse, inc lud ing prom pt, fu ll, accessib le, and effective scrutiny o f 

the valid ity o f the restriction  by an  independent oversight authority and fu ll rev iew  by the courts. 

政 府 が 、 そ の 情 報 の 制 限 が 、 （１）（a）法 に 基 づ き 、 且 つ （b）民 主 主 義 社 会 に お い て 必 要 で あ り（c）国

家 安 全 保 障 上 の 正 当 な 利 益 を 保 護 す る た め で あ る と 明 示 す る こ と が で き な い 場 合 、 ま た （2）情 報 制

限 の 妥 当 性 に つ い て の 独 立 監 視 機 関 に よ る 、 そ し て 裁 判 所 の 全 面 的 検 討 に よ る 、 速 や か で 、 十 全

で 、 ア ク セ ス 可 能 で 、 且 つ 効 果 的 な 調 査 を 含 む 、 職 権 乱 用 を 十 分 に 阻 止 す る た め の 規 定 を 示 す こ と

が で き な い 場 合 は 、い か な る 国 家 安 全 保 障 上 の 理 由 に 基 づ く情 報 へ の 権 利 制 限 も で き な い 。  

(a) P rescribed by law . The law  m ust be accessib le, unam biguous, drawn narrow ly and w ith  

precis ion  so as to  enab le ind iv iduals to  understand what in form ation  m ay be w ithheld , what 

shou ld  be d isc losed, and what actions concern ing the in form ation  are sub ject to  sanction . 

(a)「法 に 基 づ く 」に つ い て 。  法 は 、 ア ク セ ス 可 能 で あ り 、 明 解 で あ り 、 綿 密 且 つ 正 確 で な け れ ば

な ら な い 。 そ うす る こ と で 、ど の 情 報 が 非 公 開 と な り得 る か 、 ど の 情 報 が 開 示 さ れ る べ き か 、 そ し て

情 報 に 関 す る ど の よ うな 行 為 が 制 裁 の 対 象 で あ る か を 、各 人 が 理 解 で き る 。  

(b ) N ecessary in  a dem ocratic society .  

(b )「民 主 主 義 社 会 に お い て 必 要 で あ る 」に つ い て 。  

(i) D isc losure o f the in form ation  m ust pose a rea l and identifiab le risk o f s ig  n ificant harm  to  a 

leg itim ate national security in terest.  

(i)そ の 情 報 を 公 開 す れ ば 正 当 な 国 家 安 全 保 障 上 の 利 益 を 重 大 に 害 す る と い う現 実 的 且 つ 特

定 可 能 な リス ク が な け れ ば な ら な い 。  

(ii) The risk o f harm  from  d isc losure m ust outweigh  the overa ll pub lic in terest in  d isc losure.  

(ii)情 報 を 公 開 す る こ と に よ る 損 害 の リ ス ク が 、 情 報 を 公 開 す る こ と に よ る 総 合 的 公 益 を 上 回 ら

な け れ ば な ら な い 。  

(iii) The restriction  m ust com ply w ith  the princ ip le  o f proportionality and m ust be the least 

restrictive m eans availab le to  protect against the harm .  
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(iii)制 限 は 比 例 の 原 則 に 従 わ な け れ ば な ら ず 、 且 つ 損 害 か ら 保 護 す る た め の 最 も 制 限 の 少 な

い 手 段 で な け れ ば な ら な い 。 

(iv) The restriction  m ust not im pair the very essence o f the right to  in form ation .  

(iv )制 限 す る こ と で 情 報 に 対 す る 権 利 の 本 質 を 損 な っ て は な ら な い 。  

(c) Protection o f a leg itim ate national security interest. The narrow  categories o f in form ation  that 

m ay be w ithheld  on national security grounds shou ld be set fo rth  c learly in  law .   

(c)「正 当 な 国 家 安 全 保 障 上 の 利 益 の 保 護 」に つ い て 。  国 家 安 全 保 障 上 の 理 由 に よ り非 開 示 に な り

うる 情 報 の 厳 密 な 分 類 は 、 法 に よ り明 確 に 定 め ら れ る べ き で あ る 。  

Notes: See defin ition o f “ legitim ate national security interest” in  the D efin itions section, above. 

P rincip le 3 (b ) is a ll the m ore im portant if national security is not defined c learly in  law  as 

recom m ended in  Princip le  2 .   

注 記 ：「語 句 の 定 義 」に 記 載 さ れ て い る 「正 当 な 国 家 安 全 保 障 上 の 利 益 」を 見 よ 。 原 則 ３ (b)は 原 則 ２

で 推 奨 さ れ て い る よ う に 、 法 に お い て 国 家 安 全 保 障 が 明 確 に 定 義 さ れ て い な い 場 合 に 一 層 重 要 で

あ る 。 

“Public interest” is not defined in  these Princip les. A  list o f categories o f especia lly  h igh pub lic 

interest that shou ld be pub lished proactively and shou ld  never be w ithheld  is set forth  in  Princip le 10. 

A  list o f categories o f w rongdo ing that are o f h igh interest to  the pub lic, and that pub lic servants 

shou ld  and may d isc lose w ithout fear o f reta liation, is set forth  in  Princip le 37.   

「公 共 の 利 益 」は 本 原 則 で は 定 義 さ れ て い な い 。 積 極 的 に 公 開 さ れ る べ き で あ り 、 且 つ 決 し て 非 公

開 で あ っ て は な ら な い 公 益 性 が 特 に 高 い 情 報 カ テ ゴ リー の リス トは 、 原 則 10に 明 記 さ れ て い る 。 公 衆

に 関 連 性 が 高 く 、 且 つ 公 務 員 が 報 復 の 恐 れ な し に 開 示 す べ き 、 及 び 開 示 可 能 な 不 正 行 為 の カ テ ゴ

リー の リス トは 原 則 37に 明 記 さ れ て い る 。 

In balancing the risk o f harm  against the pub lic interest in  d isc losure, account shou ld  be taken o f the 

possib ility  o f m itigating any harm  from  d isc losure, inc lud ing through m eans that requ ire the 

reasonab le expend iture o f funds. Fo llow ing is an illustrative list o f factors to  be considered in  

decid ing whether the pub lic interest in  d isc losure outweighs the risk o f harm :  

情 報 を 公 開 す る こ と に よ る 公 共 の 利 益 と 、 損 害 の リス ク と の バ ラ ン ス を 保 つ た め に 、 た と え ば 合 理 的 な

額 の 資 金 の 支 出 を 必 要 と す る 手 段 な ど を 講 じ る こ と に よ り、 開 示 に よ る 損 害 を 軽 減 さ せ る 可 能 性 を 考

慮 す べ き で あ る 。 以 下 は 情 報 公 開 の 公 的 利 益 が 損 害 の リ ス ク を 上 回 る か ど うか の 決 定 を 行 う 際 に 考

慮 す べ き 要 素 の 例 で あ る 。 
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・ factors favoring d isc losure: d isc losure cou ld  reasonab ly be expected to  (a ) prom ote open  

d iscussion o f pub lic a ffa irs, (b ) enhance the governm ent’s accountab ility, (c) contribute to 

positive and in form ed debate on im portant issues or m atters o f serious interest, (d ) promote 

effective oversight o f expend iture o f pub lic funds, (e) revea l the reasons for a governm ent 

decision, (f) contribute to  protection o f the env iron- m ent, (g) reveal threats to  pub lic health  or 

safety, or (h) revea l, or help  estab lish  accountab ility for, v io lations o f hum an rights or 

international hum anitarian  law . 

・情 報 公 開 を 促 す 要 素 ：情 報 公 開 が （a）公 的 問 題 に つ い て の 開 か れ た 議 論 を 推 進 し 、 （b）政 府

の 説 明 責 任 を 強 化 し 、 （c）重 要 な 問 題 に 関 し て 情 報 を 与 え ら れ た 上 で の 建 設 的 な 議 論 を 行 うこ

と に 貢 献 し 、 （d）公 的 資 金 の 支 出 に つ い て の 効 率 的 な 監 視 を 推 進 し 、 （e）政 府 の 決 定 の 根 拠 を

明 ら か に し 、 （f）環 境 保 護 に 貢 献 し 、 （g）公 衆 衛 生 又 は 安 全 へ の 脅 威 を 明 ら か に し 、 あ る い は （h）

人 権 侵 害 又 は 国 際 人 道 法 違 反 を 暴 露 し 、 あ る い は そ の 説 明 責 任 の 確 保 を 補 助 す る 、 と 合 理 的

に 予 測 さ れ 得 る 場 合 。  

・factors favoring non-d isc losure: d isc losure wou ld  like ly pose a real and identifiab le risk o f harm  

to a leg itim ate national security interest;  

・情 報 秘 匿 を 促 す 要 素 ：情 報 公 開 す る こ と に よ り 、 正 当 な 国 家 安 全 保 障 上 の 利 益 を 侵 害 す る 、

現 実 的 で 特 定 可 能 な リス ク が あ り得 る 場 合 。 

・ factors that are irre levant: d isc losure cou ld reasonab ly be expected to  (a) cause 

em barrassm ent to , or a loss o f con fidence in , the governm ent or an o ffic ia l, or (b ) weaken a 

po litica l party or ideo logy.   

・無 関 係 な 要 素 ：情 報 公 開 が （a）政 府 あ る い は 公 務 員 に 恥 辱 を 感 じ さ せ た り信 用 を 失 墜 さ せ た り

す る 原 因 と な る 、 あ る い は （b）政 党 や イ デ オ ロ ギ ー を 弱 体 化 さ せ る と 合 理 的 に 予 測 さ れ 得 る 場

合 。 

The fact that d isc losure cou ld  cause harm  to a country’s econom y wou ld  be re levant in  

determ in ing whether in form ation shou ld  be w ithheld  on that ground, but not on national security  

grounds.   

情 報 公 開 が 国 家 経 済 に 損 害 を 与 え う る 場 合 は 、 情 報 が 開 示 さ れ る か ど う か の 決 定 に 経 済 的 理

由 が 関 係 す る が 、国 家 安 全 保 障 上 の 理 由 は 関 係 し な い 。  

 

 

Princip le 4 : Burden on Pub lic Authority to E stab lish  Legitim acy o f 

Any Restriction 
原 則  ４：あ ら ゆ る 制 限 の 正 当 性 を 確 立 す る た め に 公 的 機 関 が 担 うこ と  
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(a) The burden o f dem onstrating the leg itim acy o f any restriction  rests w ith  the pub lic authority  

seek ing to  w ithho ld  in form ation .  

(a)制 限 の 正 当 性 を 示 す 義 務 は 、情 報 の 非 開 示 を 求 め る 公 的 機 関 に あ る 。 

(b ) The right to  in form ation  shou ld  be in terpreted and app lied  broad ly, and any restrictions shou ld  be 

in terpreted narrow ly.  

(b )情 報 へ の 権 利 は 広 義 に 解 釈 さ れ 且 つ 適 用 さ れ る べ き で あ り、い か な る 制 限 も 狭 義 に 解 釈 さ れ る べ

き で あ る 。  

(c) In  d ischarging th is burden, it is not su ffic ient fo r a pub lic authority s im p ly to  assert that there is  

a risk o f harm ; the authority is under a duty to  provide spec ific , substantive reasons to  support its 

assertions.   

(c)こ の 義 務 を 果 た す に あ た り 、 公 的 機 関 は 単 に 損 害 の リ ス ク が あ る と 主 張 す る だ け で は 不 十 分 で あ

る 。当 該 機 関 は 、主 張 を 裏 付 け る 具 体 的 且 つ 実 質 的 な 根 拠 を 示 す 義 務 が あ る 。 

Note: Any person who seeks access to  in form ation shou ld  have a fa ir opportun ity to  challenge 

the asserted basis for a risk assessm ent before an adm in istrative as we ll as a jud ic ia l authority, 

consistent w ith  Princip les 26 and 27.  

注 記 ：情 報 に ア ク セ ス を 求 め る す べ て の 人 は 、 原 則 26と 27に 基 づ き 、 当 局 が 主 張 す る リス ク 判 断

の 根 拠 に つ い て 行 政 ま た 司 法 当 局 に 対 し 異 議 を 申 し 立 て る 公 平 な 機 会 を 有 す る べ き で あ る 。 

(d ) In  no case m ay the m ere assertion , such as the issu ing o f a certificate by a m in ister or other 

o ffic ia l to  the e ffect that d isc losure wou ld  cause harm  to  national security, be deem ed to  be 

conclusive concern ing the po int fo r wh ich  it is m ade.  

(d )公 開 が 国 家 安 全 保 障 に 損 害 を 生 じ る と い う旨 の 大 臣 又 は そ の 他 の 官 僚 に よ る 文 書 の 発 行 な ど の 、

単 な る 主 張 は 、い か な る 場 合 も 決 定 的 な も の と は み な さ れ な い 。 

 

 

Princip le 5 : No Exem ption for Any Public Authority 
原 則  ５：あ ら ゆ る 公 的 機 関 へ の 適 用  

(a)  N o pub lic authority— inc lud ing the jud ic iary, the leg is lature, oversight institu tions, in te lligence 

agenc ies, the arm ed forces, po lice, o ther security agenc ies, the o ffices o f the head o f state and 

governm ent, and any com ponent o ffices o f the forego ing—  m ay be exem pted from  d isc losure 

requ irem ents.  
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(a)司 法 、 立 法 、 監 視 機 関 、 情 報 機 関 、 軍 隊 、 警 察 や そ の ほ か の 安 全 保 障 機 関 、 国 家 元 首 及 び 政 府

首 班 関 連 機 関 、 そ し て こ れ ら 機 関 を 構 成 す る あ ら ゆ る 機 関 を 含 む 公 的 機 関 は 、 情 報 公 開 の 条 件 を

免 除 さ れ 得 な い 。  

(b) In form ation  m ay not be w ithheld  on national security grounds sim p ly on the basis that it w as 

generated by, or shared w ith , a fo re ign  state or in ter-governm ental body, or a particu lar pub lic  

authority or un it w ith in  an  authority.   

(b )情 報 は 、 他 国 又 は 政 府 間 機 構 若 し く は 特 定 の 公 的 機 関 又 は 公 的 機 関 内 の 部 局 に よ っ て 作 成 さ

れ た り、共 有 し た りし て い る こ と の み を 根 拠 に 、国 家 安 全 保 障 上 の 理 由 で 秘 匿 さ れ て は な ら な い 。 

Note: C oncern ing in form ation generated by a fore ign state or inter-governm ental body, see 

Princip le 9 (a)(v).  

注 記 ：他 国 又 は 政 府 間 機 関 に よ っ て 作 成 さ れ た 情 報 に 関 し て は 、原 則 ９（a）(v)を 参 照 せ よ 。 

 

 

Princip le 6 : A ccess to  In form ation by O versight Bod ies 
原 則  ６：監 視 機 関 に よ る 情 報 へ の ア ク セ ス  

A ll oversight, om buds, and appeal bod ies, inc lud ing courts and tribunals, shou ld  have access to  a ll 

in form ation , inc lud ing national security in form ation , regard less o f c lassification  level, re levant to  

their ab ility  to  d ischarge their responsib ilit ies. 

裁 判 所 及 び 法 廷 を 含 む 全 て の 監 視 機 関 、 オ ン ブ ズ マ ン 及 び 申 立 機 関 は 、 機 密 の レ ベ ル に 関 わ ら ず 、

責 任 を 持 つ 範 囲 に 関 連 す る 、 国 家 安 全 保 障 を 含 む 全 て の 情 報 へ の ア ク セ ス 権 を 有 す る べ き で あ

る 。 

Note: Th is P rincip le is expanded upon in  Princip le 32. It does not address d isc losure to  the pub lic by 

oversight bod ies. O versight bod ies shou ld  m aintain  the secrecy o f a ll in fo rm ation that has been 

legitim ately c lassified  accord ing to  these Princ ip les, as set forth  in  Princip le 35. 

注 記 ：こ の 原 則 は 原 則 32に お い て 展 開 さ れ る 。 こ れ は 監 視 機 関 に よ る 公 衆 へ の 情 報 公 開 に 言 及 す

る も の で は な い 。監 視 機 関 は 、 原 則 35に 定 め ら れ た よ うに 、本 原 則 に よ り正 当 に 機 密 扱 い さ れ た 全 て

の 情 報 の 機 密 性 を 維 持 す る べ き で あ る 。  

 

 

Princip le 7 : Resources 
原 則  7：資 源  
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States shou ld devote adequate resources and take other necessary steps, such as the issuance o f 

regu lations and proper m anagem ent o f arch ives, to  ensure that these P rinc ip les are observed in  

practice. 

本 原 則 が 実 際 に 順 守 さ れ る こ と を 保 証 す る た め に 、 国 家 は 十 分 な 資 源 を 充 当 し 、 規 則 の 公 布 や 公

文 書 の 適 切 な 維 持 管 理 な ど の そ の 他 の 必 要 な 措 置 を と る べ き で あ る 。  

 

 

Princip le 8 : States o f Em ergency 
原 則  8：緊 急 事 態  

In  a tim e o f pub lic em ergency wh ich  threatens the life  o f the nation  and the ex istence o f wh ich  is  

o ffic ia lly  and law fu lly  procla im ed in  accordance w ith  both  national and in ternational law , a state m ay 

derogate from  its ob ligations regard ing the right to  seek, rece ive, and im part in form ation  on ly to  the 

extent strictly  requ ired  by the ex igencies o f the s ituation  and on ly when and for so  long as the 

derogation  is consistent w ith  the state’s other ob ligations under in ternational law , and does not 

invo lve d iscrim ination  o f any k ind . 

国 民 の 生 命 、 及 び 国 内 法 ・国 際 法 に 基 づ き 公 式 に 合 法 的 に 宣 言 さ れ た 存 在 を 脅 か す 緊 急 事 態 の

際 に は 、 国 家 は 、 情 報 を 求 め 、 受 け 取 り、 伝 達 す る 権 利 に 関 す る 義 務 を 免 除 さ れ 得 る 。 た だ し 、 状 況

の 窮 迫 が 厳 密 に 要 求 す る 程 度 ま で と し 、 こ の 免 除 が 国 際 法 に 基 づ く 他 の 義 務 と の 一 貫 性 が あ る 場

合 で 、し か も い か な る 種 類 の 差 別 も 伴 わ な い 限 りに お い て の み と す る 。  

Note: C ertain  aspects o f the right to  seek, rece ive, and im part in form ation and ideas are so  

fundam ental to  the en joym ent o f non-derogab le rights that they shou ld  a lways be fu lly respected  

even in  tim es o f pub lic em ergency. A s a non-exhaustive exam ple, som e or a ll o f the in form ation in  

Princip le 10 wou ld  be o f th is character. 

注 記 ：情 報 や 考 え を 求 め 、 受 け 取 り 、 使 用 し 、 伝 達 す る 権 利 は 、 逸 脱 不 可 能 な 権 利 の 享 受 に と っ て

根 本 的 に 重 要 な 側 面 を 持 ち 、 国 の 緊 急 事 態 に お い て さ え も 常 に 十 分 に 尊 重 さ れ ね ば な ら な い 。 す

べ て を 網 羅 し て い る わ け で は な い が 、原 則 10の い くつ か の 又 は す べ て の 情 報 は こ の 性 質 を 有 す る 。  
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Part II: In form ation that M ay Be 

W ithheld  on N ational Security G rounds, 

and In form ation that Shou ld  Be 

D isc losed 

第 ２章 ：国 家 安 全 保 障 を 理 由 に 秘 匿 さ れ 得 る 情 報 と 開 示 さ れ る べ き 情 報  

 

 

Princip le 9 : In form ation that Legitim ate ly M ay Be W ithheld 
原 則  9: 合 理 的 に 秘 匿 さ れ 得 る 情 報  

(a)Pub lic authorities m ay restrict the pub lic’s right o f access to  in form ation  on national security  

grounds, but on ly if such restrictions com ply w ith  a ll o f the other provis ions o f these P rinc ip les, 

the in form ation  is held  by a pub lic authority, and the in form ation  fa lls w ith in  one o f the fo llow ing 

categories: 

(a)公 権 力 は 国 家 安 全 保 障 を 理 由 に 、 情 報 に ア ク セ ス す る 公 衆 の 権 利 を 制 限 す る こ と が で き る

が 、 そ の よ うな 制 限 は 、 本 原 則 の 他 の す べ て の 条 文 に 適 合 し て お り 、 そ の 情 報 が 公 的 機 関 に よ

っ て 保 有 さ れ て お り、下 記 の カ テ ゴ リー の い ず れ か に 当 て は ま る 場 合 に 限 ら れ る 。  

(i) In form ation  about on-go ing de fense p lans, operations, and capab ilit ies fo r the length  o f 

tim e that the in form ation  is o f operational u tility .   

(i)そ の 情 報 が 戦 略 上 有 効 で あ る 期 間 中 の 、 進 行 中 の 防 衛 計 画 や 作 戦 、 状 況 に 関 す る 情

報  

Note: The phrase “ for the length o f tim e that the in form ation is o f operational utility” is 

m eant to  requ ire d isc losure o f in form ation once the in form ation no longer reveals anyth ing 

that cou ld  be used by enem ies to  understand the state’s read iness, capacity, or p lans.  

注 記 ：「戦 略 上 有 効 で あ る 期 間 中 」と は 、 開 示 さ れ て も 国 家 の 準 備 態 勢 、 能 力 、 又 は 計 画 を

知 る た め に 敵 が 利 用 で き る 情 報 が 何 も な い 場 合 、 そ の 情 報 は 開 示 さ れ な け れ ば な ら な い と

い うこ と を 意 味 し て い る 。  

(ii) In form ation  about the production , capab ilit ies, or use o f w eapons system s and other 

m ilitary system s, inc lud ing com m unications system s.  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(ii)通 信 シ ス テ ム を 含 む 兵 器 シ ス テ ム そ の 他 の 軍 事 シ ス テ ム の 製 造 、 性 能 、 使 用 に つ い て

の 情 報 。  

N ote: Such in form ation includes techno logical data and inventions, and in formation about 

production, capab ilities, or use. In form ation about budget lines concern ing weapons and 

other m ilitary system s shou ld  be m ade availab le to  the pub lic. See Princip les 10C (3) &  10F . 

It is good practice for states to  m aintain  and pub lish  a contro l list o f weapons, as 

encouraged by the A rm s T rade T reaty as to  conventional weapons. It is a lso  good practice 

to  pub lish  in form ation about weapons, equ ipm ent, and troop numbers. 

注 記 ：こ の 情 報 は 技 術 デ ー タ や 発 明 、 及 び 製 造 、 性 能 、 使 用 に 関 す る 情 報 を 含 む 。 兵 器

や 他 の 軍 事 シ ス テ ム に 関 す る 予 算 線 に 関 す る 情 報 は 公 衆 が 入 手 可 能 で な け れ ば な ら な い 。

原 則 10C (3)と 10F .を 参 照 。 通 常 兵 器 に つ い て 武 器 貿 易 協 定 で 推 奨 さ れ る よ う な 兵 器 の 管

理 リ ス ト を 維 持 ・公 開 す る こ と は 国 家 に と っ て 優 れ た 実 践 で あ る 。 ま た 、 兵 器 や 装 備 、 兵 士

の 数 に 関 す る 情 報 を 公 開 す る こ と も 優 れ た 実 践 と な る 。 

(iii) In form ation  about specific  m easures to  sa feguard  the territo ry o f the state, critica l 

in frastructure, or critica l national institu tions (institutions essentie lles ) aga inst threats or 

use o f fo rce or sabotage, the e ffectiveness o f wh ich  depend upon secrecy;  

 (iii)国 土 や 重 要 イ ン フ ラ 又 は 重 要 な 国 家 機 関 を 、 脅 威 ま た は 妨 害 工 作 や 武 力 の 行 使 か ら

護 衛 す る た め の 具 体 的 な 手 段 に 関 す る 情 報 で 、 機 密 で あ る こ と で そ の 効 果 を 発 揮 す る も

の 。 

Note: “C ritica l in frastructure” re fers to  strategic resources, assets, and system s, whether 

physical or v irtual, so  v ita l to  the state that destruction or incapacity o f such resources, 

assets, or system s wou ld  have a deb ilitating im pact on national security.  

注 記 ：「重 要 イ ン フ ラ 」と は 戦 略 的 資 源 、 資 産 及 び 物 理 的 又 は 仮 想 的 シ ス テ ム を 指 し 、 そ れ

ゆ え こ れ ら の 資 源 、 資 産 及 び シ ス テ ム の 破 壊 又 は 無 効 化 は 国 家 安 全 保 障 を 弱 体 化 さ せ る

影 響 が あ る も の の こ と 。 

(iv ) In form ation  perta in ing to , or derived from , the operations, sources, and m ethods o f 

in te lligence serv ices, inso far as they concern  national security m atters; and  

(iv )情 報 局 の 活 動 、 情 報 源 、 手 段 に 関 連 又 は 由 来 す る 情 報 で 、 国 家 安 全 保 障 の 問 題 に 関

す る も の 、及 び  

(v) In form ation  concern ing national security m atters that was supp lied  by a fore ign  state or 

in ter-governm ental body w ith  an  express expectation  o f con fidentia lity ; and other 

d ip lom atic com m unications inso far as they concern  national security m atters.  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(v )外 国 や 政 府 間 機 関 か ら と く に 極 秘 を 期 待 さ れ て 提 供 さ れ た 国 家 安 全 保 障 の 問 題 に 関

す る 情 報 、 及 び 他 の 外 交 上 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン で 提 供 さ れ た 国 家 安 全 保 障 の 問 題 に 関

す る 情 報 。  

Note: It is good practice for such expectations to  be recorded in  w riting.  

注 記 ：そ の よ うな 期 待 は 文 書 で 記 録 さ れ る こ と が 望 ま し い 。  

Note: To the extent that particu lar in form ation concern ing terrorism , and counter-terrorism  

m easures, is covered by one o f the above categories, the pub lic’s right o f access to  such  

in form ation m ay be sub ject to  restrictions on national security grounds in  accordance w ith  th is 

and other provisions o f the Princip les. A t the sam e tim e, som e in form ation concern ing terrorism  

or counterterrorism  m easures m ay be o f particu larly h igh pub lic  interest: see e.g., P rincip les 

10A , 10B , and 10H (1). 

注 記 ：テ ロ や テ ロ 対 策 に 関 わ る 特 定 の 情 報 が 上 記 の い ず れ か の カ テ ゴ リ ー で 取 り 上 げ ら れ る 場

合 、こ の よ うな 情 報 に ア ク セ ス す る 公 衆 の 権 利 は こ の 原 則 や 他 の 原 則 に 従 っ て 国 家 安 全 保 障 の

見 地 か ら 制 約 を 受 け る こ と が あ り 得 る 。 た だ し 同 時 に 、 テ ロ や テ ロ 対 策 に 関 わ る い く つ か の 情 報

に は と くに 高 い 公 益 性 が あ り得 る 。原 則 10A、10B、10H (1)を 参 照 。 

(b ) It is good practice for national law  to  set fo rth  an  exclusive list o f categories o f in form ation  

that are at least as narrow ly drawn as the above categories.  

(b )国 内 法 に お い て 、 少 な く と も 上 記 の カ テ ゴ リ ー リ ス トと 同 程 度 に 範 囲 を 狭 め た 情 報 カ テ ゴ リ ー

の リス トを 定 め る こ と は 優 れ た 実 践 で あ る 。 

(c) A  state m ay add a category o f in form ation  to  the above list o f categories, but on ly if the 

category is specifica lly  identified  and narrow ly de fined and preservation  o f the in form ation’s 

secrecy is necessary to  protect a leg itim ate national security in terest that is set fo rth  in  law , as 

suggested in  P rinc ip le 2 (c). In  proposing the category, the state shou ld exp la in  how  d isc losure 

o f in form ation  in  the category wou ld  harm  national security.  

(c)国 家 は 、 上 記 の カ テ ゴ リー リス トに 新 た な カ テ ゴ リー を 追 加 す る こ と が で き る 。た だ し 、 原 則 2(c)

で 提 案 さ れ て い る よ う に 、 そ の カ テ ゴ リ ー が 具 体 的 に 特 定 さ れ 厳 密 に 定 義 さ れ た 上 で 、 情 報 を

秘 匿 す る こ と が 、 法 律 で 定 め ら れ た 正 当 な 国 家 安 全 保 障 を 保 護 す る た め に 必 要 で あ る 場 合 に

限 ら れ る 。 あ ら た な カ テ ゴ リー を 提 案 す る に 際 し て は 、 国 家 は そ の カ テ ゴ リー の 情 報 の 開 示 が ど

の よ うに 国 家 の 安 全 保 障 を 脅 か す か に つ い て 説 明 す る べ き で あ る 。 

 

 

Princip le 10: C ategories o f In form ation w ith  a H igh Presum ption or 

O verrid ing Interest in  Favor o f D isc losure 
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原 則  10: 公 開 す る こ と が 望 ま し い と 強 く 推 定 さ れ る 情 報 又 は 公 開 に よ る 利 益 が 大 き い 情 報

の カ テ ゴ リー  

Som e categories o f in form ation , inc lud ing those listed  below , are o f particu larly  h igh  pub lic interest 

g iven the ir specia l s ign ificance to  the process o f dem ocratic  oversight and the ru le o f law . 

A ccord ingly, there is a very strong presum ption , and in  som e cases an  overrid ing im perative, that 

such in form ation  shou ld  be pub lic and proactive ly d isc losed. 

下 記 に 挙 げ た も の を 含 む い く つ か の 情 報 の カ テ ゴ リ ー は 、 法 の 支 配 と 民 主 的 監 視 プ ロ セ ス に と っ て

特 に 重 要 で あ る こ と を 考 え る と 、 特 に 高 い 公 益 性 を 持 っ て い る 。 し た が っ て 、 そ の 情 報 は 公 に さ れ 、

積 極 的 に 開 示 さ れ る べ き で あ る と 強 く推 定 さ れ 、場 合 に よ っ て は そ の 公 開 は 最 優 先 の 義 務 と な る 。  

In form ation  in  the fo llow ing categories shou ld en joy at least a h igh  presum ption  in  favor o f d isc losure, 

and m ay be w ithheld  on national security grounds on ly in  the m ost exceptional  c ircum stances and  

in  a m anner consistent w ith  the other princ ip les, on ly fo r a strictly  lim ited  period  o f tim e, on ly  

pursuant to  law  and on ly if there is no  reasonab le m eans by wh ich  to  lim it the harm  that wou ld  be 

associated  w ith  d isc losure. For certa in  subcategories o f in form ation , specified  below  as inherently  

sub ject to  an  overrid ing pub lic in terest in  d isc losure, w ithho ld ing on grounds o f national security can  

never be justified . 

下 記 の カ テ ゴ リー に お け る 情 報 は 、 少 な くと も 公 開 が 望 ま し い と 強 く推 定 さ れ る べ き 情 報 で あ り、 国 家

安 全 保 障 を 根 拠 に 秘 匿 さ れ 得 る の は 、 以 下 の 場 合 に 限 ら れ る 。 す な わ ち 、 本 原 則 の 他 の 条 項 と 矛

盾 し な い 形 で 、 最 も 例 外 的 な 状 況 に お い て の み 、 厳 密 に 限 定 さ れ た 期 間 に 限 り、 法 に 基 づ い て の み 、

そ し て 開 示 す る こ と に よ る 損 害 を 抑 え る 合 理 的 な 手 段 が な い 場 合 で あ る 。 下 記 に 記 さ れ た 特 定 の サ

ブ カ テ ゴ リー の 情 報 は 本 質 的 に 公 開 に よ る 利 益 が 最 優 先 さ れ る も の で あ り、 国 家 安 全 保 障 を 根 拠 に

非 公 開 と す る こ と は 決 し て 正 当 化 さ れ 得 な い 。  

 

A . V io lations o f In ternational H um an R ights and H um anitarian  Law  

A .国 際 人 権 法 及 び 人 道 法 上 の 違 反  

(1 ) There is an  overrid ing pub lic in terest in  d isc losure o f in form ation  regard ing gross v io lations o f 

hum an rights or serious v io lations o f in ternational hum an itarian  law , inc lud ing crim es under 

in ternational law , and system atic or w idespread v io lations o f the rights to  personal liberty and  

security. Such in form ation  m ay not be w ithhe ld  on national security grounds in  any c ircum stances.  

(1 )深 刻 な 人 権 侵 害 や 、 国 際 法 に 基 づ く 犯 罪 を 含 む 国 際 人 道 法 の 重 大 な 違 反 、 個 人 の 自 由 と 安 全

に 対 す る 権 利 の 組 織 的 又 は 広 範 な 侵 害 に 関 す る 情 報 の 開 示 に は 、 優 先 的 な 公 益 性 が あ る 。 こ の よ

うな 情 報 は 、 い か な る 場 合 に お い て も 国 家 安 全 保 障 を 根 拠 に 非 公 開 と さ れ て は な ら な い 。 
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(2 ) In form ation  regard ing other v io lations o f hum an rights or hum an itarian  law  is sub ject to  a h igh  

presum ption  o f d isc losure, and in  any event m ay not be w ithheld  on national security grounds in  a  

m anner that wou ld  prevent accountab ility  fo r the v io lations or deprive a v ictim  o f access to  an 

e ffective rem edy.  

(2 )他 の 人 権 侵 害 や 人 道 法 違 反 に 関 す る 情 報 は 、 公 開 さ れ る こ と が 強 く推 定 さ れ る も の で あ り、ど の よ

うな 場 合 で も 、 人 権 侵 害 の 説 明 責 任 を 阻 む よ うな 形 で 、 又 は 犠 牲 者 が 効 果 的 な 救 済 に ア ク セ ス す る

手 段 を 奪 うよ うな 形 で 、 国 家 安 全 保 障 を 根 拠 に 秘 匿 す る こ と は で き な い 。  

(3 ) W hen a state is undergo ing a process o f transitional justice during wh ich  the state is especia lly  

requ ired  to  ensure tru th , justice, reparation , and guarantees o f non-recurrence, there is an  

overrid ing pub lic in terest in  d isc losure to  society as a who le o f in form ation  regard ing hum an rights 

v io lations com m itted  under the past reg im e. A  successor governm ent shou ld im m ed iate ly  protect 

and preserve the in tegrity  o f, and re lease w ithout de lay, any records that conta in  such in form ation  

that were concealed  by a prior governm ent. 

(3 )国 家 が 移 行 期 正 義 の 過 程 に あ り 、 真 実 、 正 義 、 補 償 、 再 発 阻 止 の 保 証 な ど を 確 保 す る こ と が と く

に 求 め ら れ て い る 時 、 過 去 の 体 制 下 で な さ れ た 人 権 侵 害 に 関 す る 情 報 を 全 体 と し て 社 会 に 開 示 す

る こ と は 最 優 先 の 公 益 性 を 持 つ 。 後 任 の 政 府 は 、 前 政 権 が 隠 ぺ い し て い た こ の よ う な 情 報 を 含 む あ

ら ゆ る 記 録 を た だ ち に 保 護 し 、保 全 し 、遅 滞 な く公 開 す る べ き で あ る 。 

Note: See Princip le  21(c) regard ing the duty to  search for or reconstruct in fo rm ation about hum an 

rights v io lations. 

注 記 ：人 権 侵 害 に 関 す る 情 報 の 探 索 又 は 再 構 築 の 義 務 に つ い て は 、原 則 21(c)を 参 照 。 

(4 ) W here the ex istence o f v io lations is  contested or suspected rather than a lready estab lished, th is 

P rinc ip le app lies to  in form ation  that, taken on its own or in  con junction  w ith  other in form ation , wou ld  

shed light on  the truth  about the a lleged v io lations.  

(4 )こ の 原 則 は 、 人 権 侵 害 が 立 証 さ れ て い る 場 合 よ り は そ の 存 在 に つ い て 論 争 が あ る か 疑 わ れ て い

る 場 合 に お い て 、 議 論 さ れ て い る そ の 侵 害 の 真 実 を 明 ら か に す る よ う な 情 報 (単 独 も し く は 他 の 情 報

と 関 連 し て 用 い ら れ る )に 対 し て 適 用 さ れ る 。  

(5 ) Th is P rinc ip le app lies to  in form ation  about v io lations that have occurred or are occurring, and 

app lies regard less o f whether the v io lations were com m itted  by the state that ho lds the in form ation  

or others.  

(5 )こ の 原 則 は す で に 発 生 し た 人 権 侵 害 及 び 現 在 進 行 中 の 人 権 侵 害 に 対 し て 適 用 さ れ 、 人 権 侵 害

の 行 為 者 が 情 報 を 保 有 す る 国 家 で あ れ 他 の 者 で あ れ 適 用 さ れ る 。  



※未定訳※一部字句修正等を行う可能性があります 

34 
 

(6 ) In form ation  regard ing v io lations covered by th is P rinc ip le  inc ludes, w ithout lim itation , the 

fo llow ing:  

(6 )こ の 原 則 で 取 り上 げ る 人 権 侵 害 に 関 す る 情 報 は 以 下 の と お りだ が 、こ れ に 限 定 さ れ な い 。 

(a) A  fu ll descrip tion  o f, and any records show ing, the acts or om issions that constitu te the 

v io lations, as well as the dates and c ircum stances in  wh ich  they occurred, and, where app licab le, 

the location  o f any m issing persons or m orta l rem ains. 

(a)人 権 侵 害 を 構 成 す る 作 為 又 は 不 作 為 、 及 び 発 生 の 日 付 や 状 況 、 場 合 に よ っ て は 行 方 不 明

者 や 遺 体 の 所 在 を 示 す 完 全 な 記 述 や 記 録 。  

(b) The identities o f a ll v ictim s, so  long as consistent w ith  the privacy and other rights o f the 

v ictim s, the ir re latives, and w itnesses; and aggregate and otherw ise anonym ous data concern ing 

their num ber and characteristics that cou ld  be re levant in  sa feguard ing hum an rights.  

(b )被 害 者 、親 族 、 証 言 者 の プ ラ イ バ シ ー そ の 他 の 権 利 を 侵 害 し な い 範 囲 で の 全 被 害 者 の 身 元

情 報 、人 権 を 守 る 上 で 関 連 が あ り得 る 被 害 者 の 数 や 特 徴 を 示 す 集 計 デ ー タ 又 は 匿 名 デ ー タ 。 

Note: The nam es and other personal data o f v ictim s, their re latives and w itnesses m ay be 

w ithhe ld  from  d isc losure to  the general pub lic to  the extent necessary to  prevent further harm  

to them , if the persons concerned or, in  the case o f deceased persons, their fam ily m em bers, 

expressly and vo luntarily  request w ithho ld ing, or w ithho ld ing is otherw ise m an ifestly consistent 

w ith  the person’s own w ishes or the particu lar needs o f vu lnerab le groups. C oncern ing v ictim s 

o f sexual v io lence, the ir express consent to  d isc losure o f their nam es and other personal data 

shou ld be requ ired. C h ild  v ictim s (under age 18) shou ld  not be identified  to  the general pub lic . 

Th is P rincip le shou ld be interpreted, however, bearing in  m ind the reality that various 

governm ents have, at various tim es, sh ie lded hum an rights v io lations from  pub lic v iew  by 

invoking the right to  privacy, inc lud ing o f the very ind iv iduals whose righ ts are being or have 

been grossly  v io lated, w ithout regard  to  the true w ishes o f the affected ind iv iduals. These 

caveats, however, shou ld  not preclude pub lication o f aggregate or otherw ise anonym ous data. 

注 記 ：被 害 者 や 親 族 及 び 証 言 者 の 氏 名 や 個 人 情 報 は 、更 な る 人 権 侵 害 を 防 ぐ 必 要 が あ る 範 囲

で 、 ま た 本 人 や 、 死 亡 し て い る 場 合 は そ の 遺 族 が 情 報 の 非 公 開 を は っ き り と 自 発 的 に 要 求 し た

場 合 、又 は 非 公 開 が 本 人 自 身 の 希 望 で あ る こ と が 明 白 な 場 合 や 公 開 す る こ と に よ っ て 不 利 益 を

受 け る 集 団 に と っ て 非 公 開 で あ る こ と が 特 に 必 要 で あ る こ と が 明 白 な 場 合 に は 、 一 般 へ の 開 示

は 保 留 す る こ と が で き る 。 性 暴 力 の 被 害 者 に 関 し て は 、 氏 名 や 他 の 個 人 情 報 の 公 開 に 対 す る

承 諾 を 得 る こ と は 必 須 で あ る 。 18歳 未 満 の 子 ど も の 個 人 情 報 は 一 般 へ 公 開 さ れ る べ き で は な い 。

こ の 原 則 を 解 釈 す る 時 に 念 頭 に 置 く べ き な の は 、 様 々 な 政 府 が 様 々 な 時 代 に 、 被 害 者 個 人 の

真 の 希 望 を 顧 み ず 、重 大 な 人 権 侵 害 を 受 け た 、 又 は 受 け て い る ま さ に そ の 個 人 を 含 む プ ラ イ バ
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シ ー の 権 利 を 盾 に 、人 権 侵 害 を 国 民 の 目 か ら 隠 し て き た と い う現 実 で あ る 。 し か し な が ら こ の こ と

で 、集 計 デ ー タ 又 は 匿 名 デ ー タ の 公 表 を 除 外 す べ き で は な い 。  

(c) The nam es o f the agencies and ind iv iduals who perpetrated  or were otherw ise responsib le fo r 

the v io lations, and m ore generally  o f any security sector un its present at the tim e o f, or 

otherw ise im p licated  in , the v io lations, as well as their superiors and com m anders, and 

in form ation  concern ing the extent o f their com m and and contro l. 

(c)人 権 侵 害 を 実 行 し た 、 若 し く は 責 任 の あ る 機 関 と 個 人 の 氏 名 、 及 び よ り 一 般 的 に 、 人 権 侵 害

の 発 生 当 時 存 在 し た 又 は 関 与 し た 国 家 安 全 保 障 部 門 の 名 称 、 上 司 や 司 令 官 の 氏 名 、 そ し て

指 揮 や 監 督 の 範 囲 に 関 す る 情 報 。  

(d) In form ation  on the causes o f the v io lations and the fa ilu re to  prevent them . 

(d )人 権 侵 害 の 原 因 及 び 防 止 し な か っ た こ と に 関 す る 情 報 。  

 

B. Safeguards for the R ight to  L iberty and Security o f Person, the Prevention 

o f Torture and O ther Ill- treatm ent, and the R ight to  L ife  

B .人 間 の 自 由 と 安 全 に 関 す る 権 利 の 保 護 、 拷 問 及 び 虐 待 の 防 止 、 生 存 権 の

保 護  

In form ation  covered by th is P rinc ip le inc ludes: 

こ の 原 則 が 取 り上 げ る 情 報 は 以 下 の と お り。 

(1 ) Laws and regu lations that authorize the deprivation  o f life  o f a  person by the state, and laws and 

regu lations concern ing deprivation  o f liberty, inc lud ing those that address the grounds, procedures, 

transfers, treatm ent, or cond itions o f detention  o f a ffected persons, inc lud ing in terrogation  m ethods. 

There is an  overrid ing pub lic in terest in  d isc losure o f such laws and regu lations.   

(1 )国 家 に よ る 人 命 剥 奪 の 権 限 を 与 え る 法 律 や 規 則 、 及 び 自 由 の 剥 奪 に 関 す る 法 律 や 規 則 (根 拠 、

手 続 、 移 送 、 処 遇 、 取 り 調 べ 方 法 を 含 め た 拘 禁 状 態 に 関 す る も の を 含 む )。 こ の よ うな 法 律 や 規 則 を

開 示 す る こ と に は 最 優 先 の 公 益 性 が あ る 。 

Notes: “ Laws and regu lations, ”  as used throughout Princip le  10, inc lude all prim ary or 

delegated leg islation, statutes, regu lations, and ord inances, as well as decrees or executive 

orders issued by a president, prim e m in ister, m in ister or other pub lic authority, and jud ic ia l 

orders, that have the force o f law . “ Laws and regu lations ”  also  inc lude any ru les or 

interpretations o f law  that are regarded  as authoritative by executive o ffic ia ls.  

 注 記 ：原 則 10を 通 し て 使 用 さ れ る 「法 律 や 規 則 」と い う 語 は 議 会 立 法 又 は 委 任 立 法 、 法 令 、 規

則 及 び 条 例 、 ま た 大 統 領 、 首 相 、 大 臣 又 は 他 の 公 的 機 関 に よ る 布 告 や 行 政 命 令 、 司 法 命 令 な
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ど 、 法 的 拘 束 力 が あ る す べ て の も の を 含 む 。ま た 「法 律 や 規 則 」は 行 政 官 に よ っ て 権 限 を 持 つ と

み な さ れ る 、 あ ら ゆ る 命 令 や 法 解 釈 を も 含 む 。 

D eprivation o f liberty inc ludes any form  o f arrest, detention, im prisonm ent, or internm ent.  

自 由 の 剥 奪 に は 、あ ら ゆ る 形 態 の 逮 捕 、拘 禁 、投 獄 又 は 抑 留 を 含 む 。 

(2 ) The location  o f a ll p laces where persons are deprived o f the ir liberty operated by or on  behalf o f 

the state as well as the identity o f, and charges aga inst, or reasons for the detention  o f, a ll persons 

deprived o f their liberty, inc lud ing during arm ed con flict.  

(2 )武 力 紛 争 時 を 含 め 、 国 家 や 国 家 の 代 理 に よ っ て 運 営 さ れ 人 々 の 自 由 が 剥 奪 さ れ た あ ら ゆ る 場 所

の 所 在 。及 び 自 由 を 奪 わ れ た 人 々 の 身 元 情 報 、罪 状 、拘 禁 理 由 。 

(3) In form ation  regard ing the death  in  custody o f any person, and in form ation  regard ing any other 

deprivation  o f life  fo r wh ich  a state is responsib le, inc lud ing the identity o f the person or persons 

k illed , the c ircum stances o f the ir death , and the location  o f their rem ains.  

(3 )あ ら ゆ る 人 の 拘 禁 中 の 死 亡 に 関 す る 情 報 、 国 家 の 責 任 に よ る そ の 他 の 人 命 剥 奪 に 関 す る 情 報

(犠 牲 者 の 身 元 情 報 、そ うし た 人 々 の 死 亡 の 状 況 、遺 体 の 所 在 を 含 む )。  

Note: In  no c ircum stances m ay in form ation be w ithhe ld  on national security grounds that wou ld  

resu lt in  the secret detention o f a person, or the estab lishm ent and operation o f secret p laces o f 

detention, or secret executions. Nor are there any c ircum stances in  wh ich the fate or 

whereabouts o f anyone deprived o f liberty by, or w ith  the authorization, support, or 

acqu iescence o f, the state m ay be concealed from , or otherw ise den ied to , the person’s fam ily  

m em bers or others w ith  a leg itim ate in terest in  the person’s welfare. 

注 記 ：い か な る 状 況 で あ れ 、 国 家 安 全 保 障 を 根 拠 に 、 人 の 秘 密 拘 禁 、 秘 密 拘 禁 場 所 の 設 立 と

運 営 、 秘 密 処 刑 に つ な が る 情 報 を 秘 匿 し て は な ら な い 。 ま た 、い か な る 状 況 で あ れ 、 国 家 に よ っ

て 、 又 は 国 家 に よ っ て 権 限 ・援 助 ・承 認 を 与 え ら れ た 者 に よ っ て 自 由 を 剥 奪 さ れ た 人 の 行 方 や

所 在 が 、 そ の 人 の 家 族 や 、 そ の 人 の 幸 福 に 正 当 な 関 係 の あ る 他 の 人 々 に 対 し て 隠 さ れ た り、 通

知 を 拒 否 さ れ た りし て は な ら な い 。  

The nam es and other personal data o f persons who have been deprived o f liberty, who have d ied  

in  custody, or whose deaths have been  caused by state agents, m ay be w ithheld  from  d isc losure 

to  the general pub lic to  the extent necessary to  protect the right to  privacy if the persons 

concerned, or their fam ily  m em bers in  the case o f deceased persons, expressly and vo luntarily  

request w ithho ld ing, and if the w ithho ld ing is o therw ise consistent w ith  hum an rights. The 

identities o f ch ildren who are being deprived o f liberty shou ld  not be m ade ava ilab le to  the 

general pub lic. These caveats, however, shou ld  not prec lude pub lication o f aggregate or 

otherw ise anonym ous data. 
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自 由 を 剥 奪 さ れ た 者 、 拘 禁 中 に 死 亡 し た 者 、 又 は 国 家 機 関 に よ っ て 死 に 至 ら し め ら れ た 者 の 氏

名 及 び そ の 他 の 個 人 情 報 は 、 当 該 個 人 又 は 当 人 が 死 亡 し て い る 場 合 は そ の 家 族 が と くに 秘 匿

を 希 望 す る 場 合 、 ま た 秘 匿 す る こ と が か え っ て 人 権 を 尊 重 す る 場 合 は 、 プ ラ イ バ シ ー の 権 利 の

保 護 の 必 要 な 範 囲 で 一 般 に 対 し て 秘 匿 す る こ と が で き る 。 自 由 を 剥 奪 さ れ て い る 子 ど も の 個 人

情 報 は 一 般 に 対 し て 開 示 す る べ き で は な い 。 し か し こ う し た 制 限 は 、 集 計 デ ー タ 又 は 匿 名 デ ー

タ の 公 表 を 妨 げ る も の で は な い 。  

 

C . Structures and Powers o f G overnm ent 

C .政 府 の 構 造 と 権 力  

In form ation  covered by th is P rinc ip le inc ludes, w ithout lim itation , the fo llow ing: 

こ の 原 則 で 取 り上 げ る 情 報 は 以 下 の と お りだ が 、こ れ に 限 定 さ れ な い 。 

The ex istence o f a ll m ilitary, po lice, security, and in te lligence authorities, and sub- un its. 

軍 隊 、警 察 、 安 全 保 障 組 織 や 諜 報 機 関 及 び そ の 下 部 組 織 全 部 の 存 在 。  

(1) The laws and regu lations app licab le to  those authorities and their overs ight bod ies and  

in terna l accountab ility  m echan ism s, and the nam es o f the o ffic ia ls who head such authorities.  

(1 )こ れ ら の 組 織 や 機 関 、 そ の 監 視 機 関 、 内 部 説 明 責 任 メ カ ニ ズ ム に 適 用 さ れ 得 る 法 律 及 び 規

則 。そ し て こ れ ら を 統 轄 す る 当 局 者 の 氏 名 。 

(2) In form ation  needed for evaluating and contro lling the expend iture o f pub lic funds, inc lud ing 

the gross overa ll budgets, m ajor line item s, and basic expend iture in form ation  for such 

authorities.  

(2 )総 予 算 額 、 主 要 項 目 、 基 本 的 支 出 情 報 を 含 む 公 的 資 金 の 支 出 を 評 価 ・管 理 す る た め に 必

要 な 情 報 。  

(3) The ex istence and term s o f concluded b ilatera l and mu ltila tera l agreem ents, and other m ajor 

in ternational com m itm ents by the state on national security m atters.  

(3 )二 国 間 又 は 多 国 間 で 締 結 さ れ た 協 定 の 存 在 と 条 項 、 及 び 国 家 安 全 保 障 事 項 に 基 づ く当 該

国 に よ る 他 の 主 要 な 国 際 的 関 与  

 

D . Decisions to  U se M ilitary Force or Acqu ire W eapons o f M ass D estruction 

D .軍 事 力 行 使 又 は 大 量 破 壊 兵 器 の 入 手 の 決 定  

(1 ) In form ation  covered by th is P rinc ip le inc ludes in form ation  re levant to  a decis ion  to  com m it 

com bat troops or take other m ilitary action , inc lud ing con firm ation  o f the fact o f tak ing such action , 



※未定訳※一部字句修正等を行う可能性があります 

38 
 

its genera l s ize and scope, and an  exp lanation  o f the rationale fo r it, as well as any in form ation  that 

dem onstrates that a fact stated  as part o f the pub lic rationale was m istaken.  

(1 )こ の 原 則 で 取 り 上 げ る 情 報 は 、 戦 闘 部 隊 の 派 遣 又 は そ の 他 の 軍 事 行 動 の 決 定 に 関 連 す る 情 報

で あ り 、 そ の 軍 事 行 動 の 事 実 の 確 認 、 総 合 的 な 規 模 と 範 囲 、 論 拠 の 説 明 を 含 む 。 ま た 、 公 式 の 理 由

の 一 部 と し て 述 べ ら れ た 事 実 が 誤 りで あ っ た こ と を 示 す あ ら ゆ る 情 報 。 

Note: The re ference to  an action’s “general”  size and scope recogn izes that it shou ld  generally be 

possib le to  satisfy the h igh  pub lic interest in  having access to  in form ation re levant to  the decision to  

com m it com bat troops w ithout revealing a ll o f the deta ils o f the operational aspects o f the m ilitary 

action in  question (see Princip le 9 ).  

注 記 ：行 動 の 「総 合 的 な 」規 模 と 範 囲 に 言 及 し た 理 由 は 、 こ れ を 開 示 す る こ と に よ り 、 問 題 と な っ て い

る 軍 事 行 動 の 作 戦 面 の す べ て の 詳 細 を 公 表 す る こ と な く 、 戦 闘 部 隊 の 派 遣 決 定 に 関 連 す る 情 報 に

ア ク セ ス す る と い う高 い 公 益 性 を 満 た す こ と が 一 般 的 に で き る か ら で あ る （原 則 9を 参 照 ）。 

(2 ) The possession  or acqu isition  o f nuclear weapons, or other weapons o f m ass destruction , by a 

state, a lbeit not necessarily  deta ils about the ir m anu facture or operational capab ilit ies, is a  m atter o f 

overrid ing pub lic in terest and shou ld  not be kept secret.  

(2 )国 家 に よ る 核 兵 器 や 他 の 大 量 破 壊 兵 器 の 保 有 や 入 手 は 、製 造 過 程 や 作 戦 能 力 に つ い て 詳 細 で

あ る 必 要 は 無 い が 、重 要 な 公 共 の 利 益 の 問 題 で あ る た め 秘 匿 さ れ る べ き で は な い 。 

Note: Th is sub-princip le shou ld  not be read to  endorse, in  any way, the acqu isition o f such weapons.  

注 記 ：こ の 副 原 則 は い か な る 意 味 に お い て も 、 こ の よ うな 兵 器 の 入 手 を 容 認 す る も の と 解 釈 さ れ る べ

き で は な い 。 

 

E. Surve illance 

E .監 視  

(1 ) The overa ll legal fram ework concern ing surve illance o f a ll k inds, as well as the procedures to  be 

fo llowed for authoriz ing surveillance, se lecting targets o f surve illance, and using, sharing, storing, 

and destroy ing in tercepted m ateria l, shou ld  be accessib le to  the pub lic. 

(1 )あ ら ゆ る 種 類 の 監 視 に 関 す る 全 体 的 な 法 的 枠 組 み は 、 監 視 の 認 可 や 対 象 の 選 択 、得 ら れ た 資 料

の 使 用 、共 有 、保 管 、破 棄 の す べ て の 過 程 と 同 様 、公 衆 が そ の 情 報 に ア ク セ ス で き る べ き で あ る 。  

Note: Th is in form ation inc ludes: (a) the laws govern ing a ll form s o f surve illance, both covert 

and overt, inc lud ing ind irect surve illance such as pro filing and data-m in ing, and the types o f 

surveillance m easures that m ay be used; (b ) the perm issib le  ob jectives o f surveillance; (c) the 

thresho ld  o f susp ic ion requ ired to  in itiate or continue surve illance; (d ) lim itations on the 
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duration o f surveillance m easures; (e) procedures for authoriz ing and review ing the use o f such 

m easures; (f) the types o f personal data that m ay be co llected and/or processed for national 

security purposes; and (g) the criteria that app ly to  the use, retention, deletion , and transfer o f 

these data. 

注 記 ：こ の 情 報 に 含 ま れ る も の は 次 の と お り。 (a)プ ロ フ ァ イ リン グ や デ ー タ 収 集 な ど の 間 接 的 な

監 視 を 含 め 公 開 ・非 公 開 の あ ら ゆ る 形 態 の 監 視 及 び 利 用 さ れ る 監 視 手 段 の 種 類 に つ い て 定

め る 法 律  (b)許 容 で き る 監 視 対 象  (c)監 視 を 実 施 又 は 継 続 す る た め に 必 要 な 疑 惑 の 発 端  

(d) 監 視 手 段 の 期 間 の 限 度  (e)こ の よ う な 手 段 の 利 用 の 承 認 ・審 査 手 続  (f)国 家 安 全 保 障 上

の 目 的 で 収 集 及 び /又 は 加 工 さ れ 得 る 個 人 デ ー タ の 種 類  (g)こ うし た デ ー タ の 利 用 、 保 有 、 消

去 、移 転 に 適 用 す る 基 準  

  (2 ) The public shou ld  a lso  have access to  in form ation  about entities authorized to  conduct 

surveillance, and statistics about the use o f such surveillance.   

(2 )公 衆 は 、 監 視 を 行 う権 限 を 付 与 さ れ た 機 関 に つ い て の 情 報 及 び そ の よ うな 監 視 行 為 の 利 用 に つ

い て の 統 計 に ア ク セ ス で き る べ き で あ る 。 

Note: Th is in form ation includes the identity o f each governm ent entity granted spec ific  

authorization  to  conduct particu lar surveillance each year; the num ber o f surveillance 

authorizations granted each year to  each such entity ; the best in form ation availab le concern ing 

the num ber o f ind iv iduals and the num ber o f com m unications sub ject to  surveillance each year; 

and whether any surve illance was conducted w ithout specific  authorization and if so , by wh ich  

governm ent entity. 

注 記 ：こ れ に は 、 毎 年 特 定 の 監 視 行 為 を 行 う 特 定 の 権 限 を 付 与 さ れ た 各 政 府 機 関 の 情 報 や 、

各 機 関 に 毎 年 与 え ら れ る 監 視 許 可 の 数 、 毎 年 監 視 の 対 象 と な る 個 人 の 数 及 び 通 信 の 数 に 関

す る 入 手 で き る 最 善 の 情 報 、 明 確 な 権 限 な し に 監 視 が 行 わ れ て い る か ど う か 、 も し 行 わ れ て い

る と す れ ば 、 ど の 政 府 機 関 に よ る も の か と い っ た 情 報 が 含 ま れ て い る 。 

 The right o f the pub lic to  be in form ed does not necessarily  extend to  the fact, or operational 

details, o f surveillance conducted pursuant to  law  and consistent w ith  hum an rights ob ligations. 

Such in form ation m ay be w ithhe ld  from  the pub lic and those sub ject to  surveillance at least 

until the period o f surveillance has been concluded.  

法 に 従 っ て 行 わ れ 人 権 上 の 義 務 に 矛 盾 し な い 監 視 な ら ば 、 必 ず し も 事 実 や 監 視 の 詳 細 ま で 公

衆 の 知 る 権 利 に 含 む 必 要 は な い 。 こ の よ うな 情 報 は 少 な くと も 監 視 期 間 が 終 了 す る ま で は 公 表

さ れ な くて も よ い 。 
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(3 ) In  add ition , the pub lic shou ld  be fu lly  in form ed o f the fact o f any illega l surveillance. In form ation  

about such surveillance shou ld  be d isc losed to  the m axim um  extent w ithout v io lating the privacy 

rights o f those who were sub ject to  surveillance.  

(3 )さ ら に 、 違 法 な 監 視 が 行 わ れ た 事 実 が あ れ ば 、 公 衆 は す べ て を 知 ら さ れ る べ き で あ る 。 こ の よ うな

監 視 の 対 象 と な っ た 個 人 の プ ラ イ バ シ ー の 権 利 を 侵 害 し な い 最 大 限 の 範 囲 で 情 報 が 公 開 さ れ る べ

き で あ る 。  

(4 ) These P rinc ip les address the right o f the pub lic to  access in form ation  and are w ithout pre jud ice 

to  the add itional substantive and procedural rights o f ind iv iduals who have been, or believe that they 

m ay have been, sub ject to  surveillance.  

(4 )本 原 則 は 情 報 に ア ク セ ス す る 公 衆 の 権 利 に 関 す る も の で あ り 、 監 視 対 象 と な っ た 、 あ る い は な っ

た か も し れ な い と 信 じ る 個 人 の そ の 他 の 実 質 的 且 つ 手 続 的 権 利 を 損 な うも の で は な い 。  

 Note: It is good practice for pub lic authorities to  be requ ired to  notify persons who have been  

sub jected to  covert surveillance (prov id ing, at a m in im um , in form ation on the type o f m easure 

that was used, the dates, and the body responsib le  for authoriz ing the surve illance m easure) 

inso far as th is can be done w ithout jeopard iz ing on-go ing operations or sources and m ethods.

注 記 ：進 行 中 の 監 視 行 動 又 は 情 報 源 や 手 段 を 危 機 に 陥 れ ず に 可 能 な 限 り に お い て 、 秘 密 監

視 対 象 と な っ た 人 に (最 低 限 、利 用 し た 監 視 方 法 の 種 類 、日 付 、 監 視 方 法 の 実 行 に 責 任 の あ る

機 関 を )通 知 す る こ と を 公 権 力 に 義 務 付 け る の が 望 ま し い 。  

(5 )The h igh  presum ptions in  favor o f d isc losure recogn ized by th is P rinc ip le do  not app ly in  respect 

o f in form ation  that re lates so le ly to  surveillance o f the activ ities o f fo re ign  governm ents.  

(5 )こ の 原 則 で 開 示 が 望 ま し い と 強 く 推 定 さ れ る 情 報 は 、 他 国 の 活 動 の 監 視 に の み 関 連 す る 情 報 に

は 適 用 さ れ な い 。  

 Note: In form ation obtained through covert surve illance, inc lud ing o f the activ ities o f fore ign  

governm ents, shou ld  be sub ject to  d isc losure in  the c ircum stances identified  in  Princip le 10A .  

注 記 ：他 国 の 行 動 に 対 す る も の を 含 め 、 秘 密 監 視 行 動 を 通 じ て 得 ら れ た 情 報 は 原 則 10A に 示

さ れ た 状 況 に お い て 開 示 の 対 象 と す べ き で あ る 。 

 

F. F inancia l In form ation 

F .財 務 情 報  

In form ation  covered by th is P rinc ip le inc ludes in form ation  su ffic ien t to  enab le the pub lic to  

understand security sector finances, as well as the ru les that govern  security sector finances. Such  

in form ation  shou ld  inc lude but is not lim ited  to : 
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こ の 原 則 で 取 り 上 げ ら れ る 情 報 に は 、 国 家 安 全 保 障 部 門 の 財 政 及 び 国 家 安 全 保 障 部 門 の 財 政 を

定 め た 規 定 を 公 衆 が 理 解 す る た め に 十 分 な 情 報 が 含 ま れ る 。 こ の よ うな 情 報 は 下 記 を 含 む が こ れ に

限 定 さ れ な い 。 

(1 ) D epartm ental and agency budgets w ith  head line item s; 

(1 )主 要 項 目 を 含 め た 部 門 別 及 び 機 関 別 予 算  

(2) End-o f-year financia l statem ents w ith  head line item s; 

(2 )主 要 項 目 を 含 め た 年 度 末 財 務 諸 表  

(3) F inancia l m anagem ent ru les and contro l m echan ism s; 

(3 )財 務 管 理 規 則 と 管 理 シ ス テ ム   

(4 ) P rocurem ent ru les; and 

(4 )資 金 調 達 規 則  及 び  

(5) Reports m ade by suprem e aud it institu tions and other bod ies responsib le fo r rev iew ing financia l 

aspects o f the security sector, inc lud ing sum m aries o f any sections o f such reports that are 

c lassified .  

(5 )最 高 会 計 検 査 機 関 及 び そ の 他 の 国 家 安 全 保 障 機 関 の 財 政 面 を 審 査 す る 責 任 の あ る 機 関 に よ っ

て 作 成 さ れ た 報 告 書 。機 密 扱 い に さ れ た 同 様 の 報 告 書 の あ ら ゆ る 章 の 概 要 を 含 む 、  

 

G . Accountab ility  C oncern ing C onstitutional and Statutory V io lations and 

O ther Abuses o f Power 

G .憲 法 ・法 令 違 反 及 び そ の 他 の 権 力 乱 用 に 関 す る 説 明 責 任  

This P rinc ip le inc ludes in form ation  concern ing the ex istence, character, and scale o f constitu tiona l 

or statutory v io lations and other abuses o f power by pub lic authorities or personnel. 

こ の 原 則 は 、 公 権 力 又 は 公 務 関 係 者 に よ る 憲 法 ・法 令 違 反 及 び そ の 他 の 権 力 乱 用 の 存 在 、 性 質 、

規 模 に 関 す る 情 報 を 含 む 。 

 

H . Pub lic H ealth , Pub lic Safety, or the Environment 

H .公 衆 衛 生 、市 民 の 安 全 又 は 環 境  

In form ation  covered by th is P rinc ip le inc ludes: 

こ の 原 則 に 取 り上 げ る 情 報 は 以 下 の と お り。 

(1 ) In  the event o f any im m inent or actual threat to  pub lic health , pub lic sa fety, or the environm ent, 

a ll in form ation  that cou ld  enab le the pub lic to  understand or take m easures to  prevent or m itigate 
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harm  aris ing from  that threat, whether the threat is due to  natura l causes or hum an activ ities, 

inc lud ing by actions o f the state or by actions o f private com pan ies.  

(1 )公 衆 衛 生 、 市 民 の 安 全 又 は 環 境 に 対 す る 差 し 迫 っ た 実 際 的 な 脅 威 が あ る 場 合 に お い て 、 そ の 脅

威 か ら 生 じ る 損 害 を 理 解 し た り、 防 止 ・軽 減 す る 手 段 を と っ た り す る こ と を 可 能 に す る す べ て の 情 報 。

そ の 脅 威 の 原 因 が 自 然 か 人 間 活 動 (国 家 に よ る も の か 民 間 企 業 に よ る も の か )か を 問 わ な い 。  

(2 ) O ther in form ation , updated regu larly , on  natura l resource exp lo itation , po llu tion  and em ission  

inventories, environm enta l im pacts o f proposed or ex isting large pub lic  works or resource 

extractions, and risk assessm ent and m anagem ent p lans for especia lly  hazardous fac ilit ies.  

(2 )天 然 資 源 の 搾 取 、 汚 染 排 出 物 リ ス ト、 大 規 模 公 共 事 業 又 は 資 源 採 取 の 計 画 又 は 実 施 の 環 境 へ

の 負 荷 、 そ し て 特 に 危 険 な 施 設 の リ ス ク 評 価 と 管 理 計 画 に 関 す る 定 期 的 に 更 新 さ れ る そ の 他 の 情

報 。 
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Part III. A : Ru les Regard ing 

C lassification and D eclassification o f 

In form ation 
第 ３章 . A：情 報 の 機 密 指 定 及 び 機 密 解 除 に 関 す る 規 則  

 

 

Princip le 11: Duty to  State Reasons for C lassify ing In form ation 
原 則  11：情 報 を 機 密 指 定 す る 理 由 を 述 べ る 義 務  

(a)  W hether or not a state has a fo rm al c lassification  process, pub lic authorities are ob liged  to  state 

reasons for c lassify ing in fo rm ation .  

（a）国 家 が 機 密 指 定 の 公 式 の プ ロ セ ス を 有 し て い る い な い に 関 わ ら ず 、 公 権 力 は 、 情 報 を 機 密 指 定

す る 理 由 を 述 べ る 義 務 が あ る 。 

Note: “C lassification” is the process by wh ich records that contain  sensitive in form ation are 

rev iewed and given a m ark to  ind icate who m ay have access and how  the record is to  be hand led . 

It is good practice to  institute a form al system  o f c lassification, in  order to  reduce arb itrariness 

and excessive w ithho ld ing.  

注 記 ：「機 密 指 定 」と は 、 注 意 を 要 す る 情 報 が 含 ま れ る 記 録 が 検 討 さ れ 、 そ の 上 で 誰 が ア ク セ ス

し て よ い の か 、 い か に し て 記 録 が 扱 わ れ る べ き か を 指 示 す る 印 が 与 え ら れ る プ ロ セ ス の こ と で あ

る 。 恣 意 性 と 過 剰 な 情 報 秘 匿 を 減 ら す た め に 、 情 報 の 機 密 指 定 に 関 す る 公 式 の シ ス テ ム を 構

築 す る こ と は 優 れ た 実 践 で あ る 。  

(b )  The reasons shou ld ind icate the narrow  category o f in form ation , correspond ing to  one o f the 

categories listed  in  P rinc ip le 9 , to  wh ich  the in form ation  belongs, and describe the harm  that cou ld 

resu lt from  d isc losure, inc lud ing its leve l o f seriousness and degree o f like lihood.  

(b )機 密 指 定 の 根 拠 と し て 、 そ の 情 報 が 属 す る 、 原 則 ９で リス ト化 さ れ た カ テ ゴ リー の い ず れ か に 対 応

し た 、 情 報 の 厳 密 な 分 類 を 示 す べ き で あ り 、 ま た 、 開 示 す る こ と に よ っ て 生 じ う る 損 害 を 、 そ の 深 刻 さ

の 程 度 、そ れ が 起 こ りうる 可 能 性 を 含 め て 、記 述 し な くて は な ら な い 。  

(c)  C lassification  levels, if used, shou ld  correspond to  the levels and like lihood o f harm  identified  in  

the justification .  
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(c)機 密 の レ ベ ル 設 定 を す る 場 合 は 、 レ ベ ル の 決 定 を 正 当 化 す る 上 で 想 定 さ れ た 損 害 の 程 度 と そ れ

が 起 こ りうる 可 能 性 に 釣 りあ うも の で あ る べ き で あ る 。 

(d )  W hen in form ation  is c lassified , (i) a protective m ark ing shou ld  be a ffixed  to  the record  ind icating 

the leve l, if any, and m axim um  duration  o f c lassification , and (ii) a statem ent shou ld  be inc luded  

justify ing the need to  c lassify  at that level and for that period . 

(d )情 報 が 機 密 扱 い に さ れ る と き 、 (i)機 密 の レ ベ ル (設 定 さ れ て い る 場 合 )と 機 密 扱 い の 最 長 期 間 を 示

す 保 護 的 な 印 と 、 （ii）そ の レ ベ ル と 期 間 を 定 め る 必 要 性 を 正 当 化 す る 文 言 を 記 録 に 添 付 す べ き で あ

る 。 

Note: P rovid ing a statem ent justify ing each c lassification dec ision is encouraged because it 

m akes o ffic ia ls pay attention to  the specific  harm  that wou ld  resu lt from  d isc losure, and because 

it fac ilitates the process o f declassification and d isc losure. Paragraph-by-paragraph m ark ing 

further fac ilitates consistency in  d isc losure o f unclassified  portions o f docum ents. 

注 記 ：各 情 報 の 機 密 指 定 の 決 定 理 由 を 述 べ る 文 言 を 添 付 す る こ と が 推 奨 さ れ る の は 、 開 示 し た

結 果 起 こ り得 る 具 体 的 な 損 害 に 公 務 員 の 注 意 を 向 け る た め で あ る 。パ ラ グ ラ フ ご と に 印 を 付 け る

こ と で 、文 書 中 の 機 密 で な い 部 分 を 開 示 す る 際 に よ り整 合 性 を 保 つ こ と が で き る 。  

 

 

Princip le 12: Pub lic Access to  C lassification Ru les 
原 則  12：機 密 指 定 の 規 則 へ の パ ブ リッ ク ・ア ク セ ス  

(a) The pub lic shou ld  have the opportun ity to  com m ent on the procedures and standards govern ing 

c lassification  prior to  their becom ing e ffective.  

(a)公 衆 は 、 機 密 指 定 を 規 定 す る 手 続 き と 基 準 に つ い て 、 そ れ ら が 効 力 を 発 す る 前 に 意 見 を 述 べ る

機 会 を 有 す る べ き で あ る 。 

(b ) The pub lic shou ld  have access to  the w ritten  procedures and standards govern ing c lassification .  

(b )公 衆 は 、機 密 指 定 を 定 め る 手 続 き と 基 準 に 関 す る 文 書 へ の ア ク セ ス を 有 す る べ き で あ る 。 

 

 

Princip le 13: Authority to C lassify 
原 則  13：機 密 指 定 の 権 限  

(a) O n ly o ffic ia ls specifica lly  authorized  or designated, as defined by law , m ay c lassify  in form ation . If 

an  undesignated o ffic ia l be lieves that in form ation  shou ld  be c lassified , the in form ation  m ay be 
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deem ed c lassified  for a brie f and expressly de fined  period  o f tim e until a designated o ffic ia l has 

rev iewed the recom m endation  for c lassification . 

(a)法 に よ っ て 定 義 さ れ る 、 特 別 に 権 限 が 与 え ら れ 指 名 さ れ た 公 務 員 だ け が 、情 報 を 機 密 扱 い に す る

こ と が で き る 。 指 名 さ れ て い な い 公 務 員 が 、 情 報 が 機 密 扱 い に さ れ る べ き だ と 考 え た 場 合 、 使 命 さ れ

た 公 務 員 が 機 密 指 定 の 提 案 を 検 討 す る ま で の 短 期 間 の 明 確 化 さ れ た 期 間 、 機 密 扱 い と み な さ れ 得

る 。 

 Note: In  the absence o f legal provis ions contro lling the authority  to  c lassify, it is good practice 

to  at least specify such de legation authority in  a regu lation.  

注 記 ：機 密 指 定 の 権 限 を 定 め る 法 規 定 が な い 場 合 、 少 な くと も 委 任 権 限 を 規 則 で 明 確 化 す る こ

と は 優 れ た 実 践 で あ る 。  

(b ) The identity o f the person responsib le fo r a  c lassification  decis ion  shou ld  be traceab le o r 

ind icated on the docum ent, un less compelling reasons ex ist to  w ithho ld  the identity, so  as to  ensure 

accountab ility .  

(b )機 密 扱 い の 決 定 に つ い て 責 任 の あ る 者 を 特 定 す る 情 報 は 、 そ れ を 秘 匿 す る や む を え な い 理 由 が

存 在 し な い 限 り、説 明 責 任 を 確 保 す る た め に 、特 定 可 能 で あ り、書 面 で 示 さ れ ね ば な ら な い 。 

(c) Those o ffic ia ls des ignated by law  shou ld  assign  orig ina l c lass ification  authority to  the sm allest 

num ber o f sen ior subord inates that is adm in istrative ly e ffic ient.  

(c)法 に 基 づ き 指 名 さ れ た こ れ ら の 公 務 員 は 、一 次 機 密 指 定 権 限 を 、 行 政 上 効 率 的 な 最 少 人 数 の 上

級 職 員 に 割 りふ る べ き で あ る 。 

Note: It is a good practice to  pub lish  in form ation about the num ber o f peop le who have authority  

to  c lassify, and the num ber o f peop le who have access to  c lassified  in form ation.  

注 記 ：機 密 指 定 の 権 限 を も つ 者 の 数 に 関 す る 情 報 、 そ し て 機 密 情 報 に ア ク セ ス す る 権 限 を も つ

者 の 数 に 関 す る 情 報 を 公 開 す る こ と は 良 い 取 り組 み で あ る 。  

 

 

Princip le 14: Facilitating Internal C hallenges to  C lassification 
原 則  14：機 密 指 定 に 対 す る 内 部 で の 異 議 申 立 を 促 進 す る  

Pub lic personnel, inc lud ing those a ffiliated  w ith  the security sector, who believe that in form ation  has 

been im properly c lassified  m ay challenge the c lassification  o f the in form ation . 

安 全 保 障 部 門 に 所 属 す る 者 を 含 め 、 情 報 が 不 適 切 に 機 密 指 定 さ れ て い る と 考 え る 公 務 関 係 者 は 、

情 報 の 機 密 指 定 に 異 議 を 唱 え る こ と が で き る 。  
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Note: Security sector personnel are flagged as deserv ing o f specia l encouragem ent to  challenge 

c lassification g iven the heightened cu ltures o f secrecy in  security agencies, the fact that m ost 

countries have not estab lished or designated an independent body to  receive com plaints from  

security personnel, and d isc losure o f security in form ation o ften resu lts in  h igher penalties than does 

d isc losure o f other in form ation. 

注 記 ：安 全 保 障 機 関 に は 強 い 秘 密 主 義 の 風 潮 が あ り、 ま た ほ と ん ど の 国 で は 、 治 安 職 員 か ら の 異 議

申 し 立 て を 受 理 す る 独 立 し た 機 関 が 設 置 又 は 指 定 さ れ て お ら ず 、 治 安 関 連 の 情 報 の 暴 露 は 、 そ の

他 の 情 報 の 暴 露 に 比 べ て 厳 し い 処 罰 が 科 さ れ る こ と が 多 い と い う こ と を 考 え れ ば 、 安 全 保 障 機 関 の

職 員 は 機 密 指 定 に 異 議 を 唱 え る よ う特 に 強 く奨 励 さ れ る こ と が 望 ま し い 。 

 

 

Princip le 15: Duty to  Preserve, M anage, and M aintain  National 

Security In form ation 
原 則  15：国 家 安 全 保 障 に 関 す る 情 報 を 保 管 し 、 管 理 し 、維 持 す る 義 務  

(a) Pub lic authorities have a duty to  preserve, m anage, and m ainta in  in fo rm ation  accord ing to  

in ternational standards. In form ation  m ay be exem pted from  preservation , m anagem ent, and  

m aintenance on ly accord ing to  law .  

(a)公 権 力 は 、 国 際 基 準 1に 準 じ て 、 情 報 を 保 管 、 管 理 、 維 持 す る 義 務 を 有 す る 。 情 報 は 、 法 に 基 づ

い て の み 、 保 有 、管 理 、維 持 の 対 象 か ら 除 外 さ れ る 。 

(b )  In form ation  shou ld be m ainta ined properly. F iling system s shou ld  be consistent, transparent 

(w ithout revealing leg itim ate ly c lassified  in form ation ), and com prehensive, so  that specific  requests 

fo r access w ill locate a ll re levant in form ation  even if the in form ation  is not d isclosed.  

(b )情 報 は 適 切 に 維 持 さ れ る べ き で あ る 。 分 類 整 理 の シ ス テ ム は 整 合 的 で 、 （合 法 的 に 機 密 扱 い と な

っ た 情 報 が 漏 れ る こ と が な い 形 で ）透 明 且 つ 包 括 的 で 、 ア ク セ ス へ の 具 体 的 な 請 求 が あ っ た 場 合 に 、

開 示 さ れ て い な い 情 報 で あ っ て も す べ て の 関 連 情 報 の 所 在 が 特 定 で き る べ き で あ る 。  

                                            
1 These include: International Council on A rch ives (ICA ), Princip les o f Access to A rch ives: (2012); ICA , Universal Declaration on 

A rch ives (2010; endorsed by UNESCO ); Council o f Europe, Recommendation No R (2000)13 on a European po licy on access to arch ives 

(2000); Anton io  Gonzá lez Q uintana, ICA , Archival po lic ies in  the protection o f human rights: an updated and fu ller version o f the report 
prepared by UNESCO  and the International Council on A rch ives (1995), concern ing the m anagem ent o f the arch ives o f the state security 
services o f form er repressive regim es (2009). 
こ れ に は 以 下 が 含 ま れ る ：国 際 公 文 書 協 議 会 (ICA)『公 文 書 へ の ア ク セ ス の 原 則 』(2012年 )、 ICA『世 界 ア ー カ イ ブ 宣 言 』（2010;ユ ネ ス コ 承
認 ）、 欧 州 評 議 会 『公 文 書 へ の ア ク セ ス に 関 す る 欧 州 の 政 策 に 関 す る 勧 告 R（2000）13』(2000年 )、 ア ン トニ オ ・ゴ ン ザ レ ス ・ク ィン タ ナ 、 IC A
『人 権 保 護 に お け る 公 文 書 の ポ リシ ー 』 か つ て の 抑 圧 的 な 政 権 に お け る 国 家 安 全 保 障 機 関 の 公 文 書 管 理 （2009年 ）に 関 す る ユ ネ ス コ と
国 際 公 文 書 協 議 会 作 成 に よ る レ ポ ー トの 最 新 完 全 版 （1995年 ） 
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(c) Each pub lic body shou ld  create and m ake pub lic, and period ica lly  rev iew  and update, a deta iled  

and accurate list o f the c lassified  records it ho lds, save for those exceptional docum ents, if any, 

whose very ex istence m ay leg itim ately be w ithhe ld  in  accordance w ith  P rinc ip le 19 .  

(c)各 々 の 公 的 機 関 は 、 保 有 す る 機 密 記 録 の 、 詳 細 で 正 確 な リス トを 作 成 し 、 公 開 し 、 定 期 的 に 検 討

し 、 更 新 す べ き で あ る 。 た だ し そ の 存 在 自 体 が 、 原 則 19に 基 づ き 合 法 的 に 秘 匿 さ れ て い る よ う な 例

外 的 な 文 書 が あ れ ば そ れ を 除 く。  

Note: It is good practice to  update such lists annually.  

注 記 ：こ れ ら の リス トは 1年 ご と に 更 新 さ れ る こ と が 望 ま し い 。  

 

 

Princip le 16: T ime L im its for Period o f C lassification 
原 則  １６：機 密 扱 い の 期 間 の 期 限  

(a) In form ation  m ay be w ithheld  on national security grounds for on ly as long as necessary to  protect 

a leg itim ate national security in terest. D ecisions to  w ithho ld  in form ation  shou ld  be rev iewed  

period ica lly  in  order to  ensure that th is P rinc ip le is m et.  

(a)情 報 は 国 家 安 全 保 障 上 の 理 由 に よ っ て 秘 匿 さ れ 得 る が 、 正 当 な 国 家 安 全 保 障 上 の 利 益 を 保 護

す る た め に 必 要 な 限 りに お い て の み で あ る 。 情 報 を 秘 匿 す る 決 定 は 、 本 原 則 の 遵 守 を 確 保 す る た め

に 、定 期 的 に 見 直 さ れ る べ き で あ る 。  

Note: It is  good practice for rev iew  to  be requ ired by statute at least every five years. Severa l 

countries requ ire rev iew  after shorter periods.  

注 記 ：法 令 に よ っ て 、少 な くと も ５年 ご と の 見 直 し を 義 務 付 け る こ と が 望 ま し い 。よ り短 い 期 間 で の

見 直 し を 義 務 付 け て い る 国 も あ る 。 

(b ) The c lassifier shou ld  specify  the date, cond itions, or event on wh ich  the c lass ification  shall lapse. 

 (b )機 密 指 定 を 決 定 す る 者 は 、 機 密 扱 い が 失 効 す る 日 付 、 条 件 、 又 は 出 来 事 に つ い て 明 記 す る べ き

で あ る 。  

Note: It is good practice that th is tim e lim it, or specification o f cond itions or event on wh ich  

c lassification lapses, is sub jected to  period ic rev iew .  

注 記 ：機 密 扱 い が 失 効 す る 期 限 、 又 は 条 件 や 出 来 事 の 詳 細 は 、 定 期 的 に 見 直 さ れ る こ と が 望

ま し い 。  

(c) N o in form ation  m ay rem ain  c lassified  inde fin ite ly. The presum ptive m axim um  period  o f 

c lassification  on national security grounds shou ld  be estab lished by law .  
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(c)無 期 限 に 機 密 扱 い に し て も よ い 情 報 は な い 。 国 家 安 全 保 障 を 理 由 に し た 機 密 扱 い の 想 定 さ れ る

最 大 期 限 は 、法 に よ っ て 定 め ら れ る べ き で あ る 。  

(d ) In form ation  m ay be w ithheld  beyond the presum ptive dead line on ly in  exceptional c ircum stances, 

pursuant to  a new  dec is ion  to  w ithho ld , m ade by another dec is ion- m aker, and setting an  am ended  

dead line.  

(d )情 報 は 、 例 外 的 な 状 況 に お い て の み 想 定 さ れ た 期 限 を 越 え て 秘 匿 さ れ 得 る が 、 そ れ は 異 な る 意

思 決 定 者 に よ っ て 、期 限 を 修 正 さ れ て 設 定 さ れ 、あ ら た め て 秘 匿 決 定 が さ な れ る こ と に よ る 。 

 

 

Princip le 17: D eclassification Procedures 
原 則  １７：機 密 指 定 解 除 の 手 続 き  

(a) N ational leg is lation  shou ld  identify  governm ent responsib ility  to  coord inate, oversee, and 

im p lem ent governm ent declass ification  activ ities, inc lud ing conso lidating and regu larly  updating 

declassification  gu idance.  

(a) 機 密 指 定 解 除 の 指 針 を 確 立 し 定 期 的 に 更 新 す る こ と を 含 め 、 政 府 が 機 密 指 定 解 除 の 作 業 を 調

整 し 、監 視 し 、履 行 す る 責 任 を 国 内 法 に 明 記 す べ き で あ る 。  

(b ) P rocedures shou ld  be put in  p lace to  identify  c lassified  in form ation  o f pub lic in terest fo r priority  

declassification . If in form ation  o f pub lic in terest, inc lud ing in form ation  that fa lls  in to  categories listed  

in  P rinc ip le 10 , is c lassified  due to  exceptional sensitiv ity, it shou ld  be declassified  as rap id ly as 

possib le.  

(b )公 益 性 を も つ 機 密 指 定 さ れ た 情 報 を 優 先 的 に 機 密 指 定 解 除 す る た め の 手 続 き は 、 適 切 に 定 め ら

れ る べ き で あ る 。 原 則 １０の リス トの カ テ ゴ リー に 分 類 さ れ る よ うな 情 報 を 含 む 、 公 益 性 の あ る 情 報 が 、

例 外 的 な 重 要 性 の た め に 機 密 扱 い に さ れ て い る 場 合 、 そ れ は で き る 限 り迅 速 に 機 密 解 除 さ れ る べ き

で あ る 。  

(c) N ational leg is lation  shou ld  estab lish  procedures for en b loc (bu lk  and/or sam pling) 

declassification .  

(c)国 内 法 で 、 総 括 的 な （一 括 、 及 び /又 は サ ン プ リ ン グ に よ る ）機 密 解 除 の た め の 手 続 き を 制 定 す る

べ き で あ る 。  

(d ) N ational leg is lation  shou ld  identify  fixed  periods for autom atic declass ification  for d ifferen t 

categories o f c lassified  in form ation . To m in im ize the burden o f declassification , records shou ld  be 

autom atica lly  declassified  w ithout rev iew  wherever possib le.  
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(d )そ れ ぞ れ の カ テ ゴ リー の 機 密 指 定 情 報 に つ い て 、 自 動 的 な 機 密 解 除 期 限 を 国 内 法 で 定 め る べ き

で あ る 。 機 密 解 除 の 負 担 を 最 小 限 に す る た め に 、 可 能 な 場 合 は い つ で も 、 記 録 は 再 検 討 な し に 自

動 的 に 機 密 指 定 解 除 さ れ る べ き で あ る 。 

(e) N ational leg is lation  shou ld  set out an  accessib le and pub lic procedure for requesting 

declassification  o f docum ents.  

(e)文 書 の 機 密 解 除 請 求 に つ い て 、 ア ク セ ス 可 能 な 公 的 手 続 を 国 内 法 で 定 め る べ き で あ る 。 

(f) D eclassified  docum ents, inc lud ing those declassified  by courts, tribunals or other oversight, 

om buds, or appeal bod ies, shou ld  be proactive ly d isc losed or otherw ise m ade pub lic ly  accessib le (fo r 

instance, through harm onization  w ith  leg is lation  on national arch ives or access to  in form ation  or 

both ).  

(f)裁 判 所 、 法 廷 、 そ の 他 の 監 督 機 関 、 オ ン ブ ズ マ ン 、 申 立 機 関 に よ っ て 機 密 指 定 が 解 除 さ れ た も の

も 含 め 、機 密 指 定 が 解 除 さ れ た 文 書 は 積 極 的 に 公 開 す る か 、 さ も な け れ ば 公 的 に ア ク セ ス 可 能 に す

る べ き で あ る （例 え ば 、国 の 公 文 書 保 管 所 や 情 報 へ の ア ク セ ス に 関 す る 法 律 と 整 合 性 を と る な ど ）。  

Note: Th is P rincip le is w ithout prejud ice to  the proviso  regard ing other grounds for w ith-  

ho ld ing set fo rth  in  pream bular paragraph 15.  

注 記 ：こ の 原 則 は 、 前 文 パ ラ グ ラ フ 15に 示 さ れ る 、 情 報 秘 匿 の た め の 他 の 理 由 を 考 慮 す る と い う

但 し 書 き を 損 な わ な い 。  

Note: Add itional good practices inc lude the fo llow ing: 

注 記 ：以 下 は 、推 奨 さ れ る 追 加 的 な 実 践 で あ る 。  

・ regu lar consideration o f the use o f new  techno log ies in  the processes o f dec lassification; and  

・機 密 指 定 解 除 手 続 に お け る 新 た な 技 術 の 利 用 を 定 期 的 に 検 討 す る 。及 び 、 

・ regu lar consu ltation w ith  persons w ith  pro fessional expertise concern ing the process for 

estab lish ing declassification priorities, inc lud ing both autom atic and en b loc declass ification.  

・自 動 的 且 つ 総 括 的 な も の を 含 め 、 機 密 指 定 解 除 の 優 先 順 位 を 確 立 す る プ ロ セ ス に 関 す る 専 門 知

識 を 持 つ 者 と の 定 期 的 な 協 議 を 行 う。  
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Part III.B : Ru les Regard ing H andling o f 

Requests for In form ation  

第 ３章 . B : 情 報 請 求 の 扱 い に つ い て の 規 則  

 

 

Princip le 18: Duty to  Consider Request Even If In form ation H as 

Been C lassified 
原 則  １８：情 報 が 機 密 扱 い に な っ て い た と し て も 、 請 求 を 検 討 す る 義 務  

The fact that in form ation  has been c lassified  is not decis ive in  determ in ing how  to  respond to  a  

request fo r that in form ation . Rather, the pub lic authority that ho lds the in form ation  shou ld  consider 

the request accord ing to  these P rinc ip les. 

情 報 が 機 密 扱 い に な っ て い る と い う 事 実 は 、 情 報 公 開 の 請 求 に ど う 対 応 す る か と い う 際 に 、 決 定 的

な こ と で は な い 。む し ろ 情 報 を も つ 公 的 機 関 は 、本 原 則 に 従 い 、請 求 に つ い て 検 討 す る べ き で あ る 。 

 

 

Princip le 19: Duty to  C onfirm  or D eny 
原 則 １９：承 認 又 は 否 認 す る 義 務  

(a) U pon receipt o f a request fo r in form ation , a pub lic authority  shou ld  con firm  or deny whether it 

ho lds the requested in form ation .  

(a)情 報 請 求 を 受 け た と き は 、公 的 機 関 は 、請 求 さ れ て い る 情 報 を 保 有 し て い る か ど うか に つ い て 、承

認 又 は 否 認 し な け れ ば な ら な い 。  

(b ) If a ju risd iction  a llows for the possib ility  that, in  extraord inary c ircum stances, the very ex istence 

or non-existence o f particu lar in form ation  m ay be c lassified  in  accordance w ith  P rinc ip le 3 , then any 

re fusa l to  con firm  or deny the ex istence o f in form ation  in  response to  a particu lar request shou ld  be 

based upon a show ing that m ere con firm ation  or den ia l o f the ex istence o f the in form ation  wou ld  pose 

a risk o f harm  to  a d istinct in form ation  category designated in  a national law  or regu lation  as 

requ iring such exceptional treatm ent.  

(b )特 別 な 状 況 に お い て 、 特 定 の 情 報 の 存 在 ・不 在 自 体 が 機 密 扱 い に さ れ て い る 可 能 性 を 、 司 法 権

が 原 則 ３ に 基 づ い て 認 め る と き 、 特 定 の 請 求 へ の 回 答 に お い て 情 報 の 存 在 を 承 認 又 は 否 認 す る こ

と を 拒 否 す る 場 合 に は 、 い か な る 場 合 で も 、 国 内 法 又 は 規 定 に よ っ て 示 さ れ る 、 そ の よ うな 例 外 的 な
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措 置 を 必 要 と す る よ う な 特 定 の 情 報 の カ テ ゴ リ ー に 危 害 が も た ら さ れ る リス ク が あ る こ と を 説 明 し な け

れ ば な ら な い 。 

 

 

Princip le 20: Duty to  State Reasons for D en ial in  W riting 
原 則  ２０：拒 否 の 理 由 を 書 面 で 述 べ る 義 務  

(a) If a pub lic authority den ies a request fo r in form ation , in  who le or in  part, it shou ld set fo rth  in  

w riting specific  reasons for do ing so , consistent w ith  P rinc ip les 3  and 9 , w ith in  the period  o f tim e 

specified  in  law  for respond ing to  in form ation  requests. 

(a)公 的 機 関 が 、 情 報 の 全 体 あ る い は 一 部 に 対 す る 請 求 を 拒 否 す る 時 は 、 そ の 具 体 的 な 理 由 を 、 原

則 ３ 及 び ９ に 則 り 、 情 報 請 求 へ の 対 応 に 関 す る 法 律 に 定 め ら れ た 期 間 内 に 、 書 面 で 明 ら か に し な け

れ ば な ら な い 。 

 Note: See Princip le 25 for the requ irem ent that the tim e in  wh ich a response m ust be g iven  

shou ld  be set forth  in  law . 

注 記 ：回 答 が な さ れ な け れ ば な ら な い 期 限 に つ い て は 法 に 明 記 さ れ な け れ ば な ら な い と す る 要

件 に つ い て は 、原 則 ２５を 参 照 。 

(b ) The authority shou ld  a lso  provide the requester w ith  su ffic ient in form ation  concern ing the 

o ffic ia l(s) who authorized non-d isc losure and the process for do ing so , un less to  do so  wou ld  itse lf 

d isc lose c lassified  in form ation , and o f avenues for appeal, to  a llow  for an  exam ination  o f the 

authority’s adherence to  the law .  

(b )当 局 は ま た 、 請 求 者 に 、 そ う す る こ と そ れ 自 体 が 機 密 情 報 を 開 示 し な い 限 り 、 非 開 示 の 権 限 を 与

え ら れ て い る 公 務 員 及 び そ の プ ロ セ ス に 関 し て 十 分 な 情 報 を 提 供 す べ き で あ る 。 ま た 、 当 局 の 法 律

遵 守 に つ い て 審 査 す る た め の 異 議 申 立 方 法 に つ い て も 十 分 な 情 報 を 提 供 す べ き で あ る 。  

 

 

Princip le 21: Duty to  Recover or Reconstruct M issing In form ation 
原 則  ２１：遺 失 し た 情 報 を 回 復 又 は 再 構 築 す る 義 務  

(a)  W hen a pub lic authority is unab le to  locate in form ation  responsive to  a request, and  records 

conta in ing that in form ation  shou ld  have been m ainta ined, co llected, or produced, the authority  

shou ld m ake reasonab le e ffo rts to  recover or reconstruct the m issing in form ation  for potentia l 

d isc losure to  the requester.  
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(a)公 的 機 関 が  請 求 者 に 回 答 す る 情 報 の 所 在 を 示 す こ と が で き ず 、 且 つ 、そ の 情 報 を 含 む 記 録 が 、

保 管 さ れ 、 収 集 さ れ 、 あ る い は 作 ら れ て い る は ず で あ る 場 合 、 当 該 公 的 機 関 は 請 求 者 に 対 す る 将 来

的 開 示 可 能 性 の た め に 、 遺 失 し た 情 報 を 回 復 又 は 再 構 築 す る た め の 合 理 的 な 努 力 を し な け れ ば な

ら な い 。 

Note: Th is P rincip le app lies to  in form ation that cannot be located for any reason, for instance 

because it was never co llected, was destroyed, or is untraceab le.  

注 記 ：そ の 情 報 が こ れ ま で 収 集 さ れ た こ と が な い 、 処 分 さ れ て し ま っ た 、 追 跡 不 可 能 で あ る と い

っ た よ うな 、ど ん な 理 由 で あ ろ うと も 、こ の 原 則 は 、所 在 が 明 ら か に で き な い 情 報 に 適 応 さ れ る 。  

(b ) A  representative o f the pub lic authority shou ld  be requ ired  to  ind icate under oath  and w ith in  a  

reasonab le and statutorily  specified  tim e a ll o f the procedures undertaken to  try to  recover o r 

reconstruct the in form ation  in  such a way that such procedures m ay be sub ject to  jud ic ia l rev iew .  

(b )公 的 機 関 の 代 表 者 は 、 そ の 手 順 が 司 法 の 審 理 の 対 象 と な り 得 る よ う な 方 法 で 、 情 報 を 回 復 又 は

再 構 築 す る た め に 行 わ れ て い る 手 続 き の す べ て を 、 誓 約 の 上 で 、 合 理 的 且 つ 法 で 定 め ら れ た 時 間

内 に 示 す こ と を 義 務 付 け ら れ る べ き で あ る 。 

Note: W hen in form ation that is requ ired by law  to  be m aintained cannot be found, the m atter 

shou ld  be referred to  po lice or adm in istrative authorities for investigation. The outcom e o f the 

investigation shou ld  be m ade pub lic. 

注 記 ：保 管 さ れ る こ と が 法 に よ っ て 義 務 付 け ら れ て い る 情 報 が 見 つ か ら な い と き 、 こ の 件 は 警 察

又 は 行 政 機 関 に 調 査 を 付 託 さ れ る べ き で あ る 。調 査 の 結 果 は 公 開 さ れ る べ き で あ る 。  

(c) The duty to  recover or reconstruct in form ation  is particu larly  strong (i) when the in form ation  

concerns a lleged gross or system atic hum an rights v io lations, and/ or (ii) during a transition  to  a 

dem ocratic fo rm  o f governm ent from  a governm ent characterized by w idespread hum an rights 

v io lations. 

(c)以 下 の 場 合 、 遺 失 し た 情 報 を 回 復 ・再 構 築 す る 義 務 の 程 度 は 特 に 強 い 。 す な わ ち 、 (i)そ の 情 報

が な 深 刻 又 は 組 織 的 な 人 権 侵 害 の 申 立 に 関 わ る 時 、及 び /又 は  (ii) 広 範 な 人 権 侵 害 に よ っ て 特 徴

づ け ら れ る 政 府 か ら 、民 主 的 な 形 態 の 政 府 へ の 移 行 の 期 間 に あ る 時 。 

 

 

Princip le 22: Duty to  D isclose Parts o f Docum ents 
原 則  ２２：文 書 の 一 部 を 開 示 す る 義 務  

Exem ptions from  d isc losure app ly on ly to  specific  in form ation  and not to who le docum ents or other 

records. O n ly spec ific  in form ation  for wh ich  the valid ity o f a restriction  has been dem onstrated  
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(“exem pt in form ation”) m ay be w ithhe ld . W here a record  conta ins both  exem pt and non-exem pt 

in form ation , pub lic authorities have an  ob ligation  to  sever and d isc lose the non-exem pt in form ation . 

公 開 の 免 除 は 、 特 定 の 情 報 に 対 し て 適 用 さ れ る の で あ り 、 文 書 全 体 そ の 他 の 記 録 の 全 体 に 対 し て

で は な い 。 制 限 の 妥 当 性 が 説 明 さ れ て い る 特 定 の 情 報 （「免 除 情 報 」）の み が 秘 匿 さ れ 得 る 。 あ る 記

録 に 免 除 さ れ る 情 報 と そ う で な い 情 報 が と も に 含 ま れ る 場 合 、 公 権 力 は 、 免 除 さ れ て い な い 情 報 を

切 り離 し て 公 開 す る 義 務 が あ る 。 

 

 

Princip le 23: Duty to  Identify  In form ation W ithheld 
原 則  ２３：秘 匿 さ れ た 情 報 を 特 定 す る 義 務  

A  pub lic authority that ho lds in form ation  that it re fuses to  re lease shou ld  identify  such in form ation  

w ith  as m uch specific ity as possib le. A t the least, the authority shou ld  d isc lose the am ount o f 

in form ation  it re fuses to  d isc lose, fo r in stance by estim ating the num ber o f pages. 

公 開 す る こ と を 拒 否 し た 情 報 を 保 有 す る 公 的 機 関 は 、 そ の よ うな 情 報 を で き る だ け 詳 し く 特 定 す べ き

で あ る 。 少 な く と も 当 該 公 的 機 関 は 、 例 え ば ペ ー ジ 数 を 概 算 す る な ど し て 公 開 を 拒 ん だ 情 報 の 量 に

つ い て 公 開 す べ き で あ る 。 

 

 

Princip le 24: Duty to  Provide In form ation in  Availab le Formats 
原 則  ２４：入 手 可 能 な 形 式 に よ っ て 情 報 を 提 供 す る 義 務  

Pub lic authorities shou ld  provide in form ation  in  the form at pre ferred  by the requester to  the extent 

possib le. 

公 権 力 は 可 能 な 限 り、請 求 者 の 求 め る 形 式 で 情 報 を 提 供 す べ き で あ る 。  

Note: Th is inc ludes, for exam ple, the ob ligation o f pub lic authorities to  take appropriate 

m easures to  provide in form ation to  persons w ith  d isab ilities in  accessib le form ats and 

techno logies in  a tim ely  m anner and w ithout additional cost, in  accordance w ith  the U N  

C onvention on Peop le w ith  D isab ilities. 

注 記 ：こ の こ と は 、 例 え ば 公 権 力 が 、 障 害 を も つ 人 々 に 対 し て 、 ア ク セ ス で き る 形 式 や 技 術 で 、

速 や か に 、 費 用 を 上 乗 せ す る こ と な く、 国 連 の 障 害 者 権 利 条 約 に 従 っ て 、 情 報 を 提 供 す る 適 切

な 手 段 を 講 じ る 義 務 を 含 む 。 
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Princip le 25: T ime L im its for Respond ing to  In form ation Requests 
原 則  ２５：情 報 請 求 に 対 す る 回 答 の 期 限  

(a)  T im e lim its fo r respond ing to  requests, inc lud ing on the m erits, in ternal rev iew , decis ion  by an 

independent body if availab le, and jud ic ia l rev iew  shou ld  be estab lished by law  and shou ld  be as short 

as practicab ly possib le.  

(a) 状 況 、 内 部 検 討 、 利 用 可 能 な 場 合 は 独 立 機 関 の 決 定 、 司 法 の 審 理 を 含 め 、 請 求 に 対 す る 回 答

期 限 は 、法 に よ っ て 制 定 さ れ な け れ ば な ら ず 、実 行 し 得 る 限 り短 期 間 で な け れ ば な ら な い 。 

Note: It is considered best practice, in  keep ing w ith  the requ irem ents set forth  in  m ost access 

to  in form ation laws, to  prescribe twenty work ing days or less as the tim e period in  wh ich a 

substantive response m ust be g iven. W here tim e lim its for respond ing to  requests are not set 

forth  in  law , the tim e lim it shou ld  be no m ore than 30 days for a standard request. Laws m ay 

provide for d ifferent tim e lim its in  order to  take account o f d ifferent vo lum es and levels o f 

com plex ity and sensitiv ity  o f docum ents. 

注 記 ：ほ と ん ど の 情 報 ア ク セ ス 方 に 定 め ら れ て い る 要 件 を 踏 ま え て 、 実 質 的 な 回 答 が 提 示 さ れ

な け れ ば な ら な い 期 限 は 20営 業 日 以 内 と す る の が 最 も 適 切 で あ る と 考 え ら れ る 。 請 求 に 対 す る

回 答 期 限 が 法 に 定 め ら れ て い な い 場 合 、 通 常 の 請 求 に 対 す る 期 限 は 30日 を 超 え る べ き で は な

い 。文 書 の 量 、複 雑 さ の 程 度 、慎 重 に 取 り扱 う度 合 い に 応 じ て 、 異 な る 期 限 を 定 め 得 る 。 

(b )  Exped ited  tim e lim its shou ld app ly where there is a dem onstrated  need for the in form ation  on an 

urgent basis, such as where the in form ation  is necessary to  sa feguard  the life  or liberty o f a person.  

（b）そ の 情 報 が 人 の 命 や 自 由 を 守 る た め に 必 要 で あ る 場 合 な ど 、 緊 急 性 に 基 づ く 情 報 の 必 要 が 立

証 さ れ る 場 合 、期 限 の 短 縮 が 適 用 さ れ る べ き で あ る 。 

 

 

Princip le 26: R ight to  Review  o f D ecision W ithho ld ing In form ation 
原 則 ２６：情 報 の 秘 匿 の 決 定 を 審 査 す る 権 利  

(a)  A  requester has the right to  a speedy and low-cost rev iew  by an independent authority o f a 

re fusa l to  d isc lose in form ation , or o f m atters re lated  to  the request.  

（ a）請 求 者 は 、 情 報 開 示 の 拒 否 若 し く は 請 求 に 関 す る 事 柄 に つ い て 、 独 立 機 関 に よ る 迅 速 且 つ 低

費 用 の 審 査 の 権 利 を も つ 。 

Note: A  re fusal m ay inc lude an im p lic it or s ilent re fusal. M atters sub ject to  a rev iew  by an 

independent authority inc lude fees, tim elines, and form at.  
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注 記 ：拒 否 に は 、 黙 殺 に よ る も の も 含 ま れ る 。 独 立 機 関 に よ る 審 査 の 対 象 と な る 事 柄 に は 、 費 用 、 迅

速 性 、形 式 も 含 ま れ る 。  

(b )  The independent authority shou ld  have the com petence and resources necessary to  ensure an  

e ffective rev iew , inc lud ing fu ll access to  a ll re levant in form ation , even if c lassified .  

（b）独 立 機 関 は 、 た と え 秘 匿 情 報 で あ っ て も 、 す べ て の 関 連 情 報 へ の 十 分 な ア ク セ ス を 含 む 、 実 効

的 な 審 査 に 必 要 な 資 格 と 資 源 を 有 す る べ き で あ る 。 

(c)  A  person shou ld  be entitled  to  obta in  independent and e ffective rev iew  o f a ll re levant issues by 

a com petent court or tribunal.  

（c）人 は 、 あ ら ゆ る 関 連 問 題 に つ い て 、 権 限 の あ る 裁 判 所 や 法 廷 に よ る 独 立 し た 有 効 な 審 査 を 実 施

さ せ る 資 格 を 有 す る べ き で あ る 。 

(d )  W here a  court m akes a ru ling that w ithho ld ing in form ation  is  warranted, it shou ld  m ake pub lic ly  

availab le fact-specific  reasons and its legal analysis in  w riting, except in  extraord inary c ircum stances, 

and consistent w ith  P rinc ip le 3 .  

（d）裁 判 所 が 情 報 非 開 示 を 承 認 す る 判 決 を 出 す 場 合 、裁 判 所 は 、特 殊 な 状 況 を 除 き 、 原 則 3 に 則 り、

事 実 に 即 し た 根 拠 及 び 法 的 分 析 を 書 面 で 公 的 に 入 手 で き る よ うに す る べ き で あ る 。  
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Part IV : Jud ic ia l A spects o f N ational 

Security  and R ight to  In form ation  
第 ４章 ： 国 家 安 全 保 障 と 情 報 へ の 権 利 の 司 法 的 側 面  

 

 

Princip le 27:  G eneral Jud ic ia l O versight Princ ip le  
原 則 ２７： 司 法 に よ る 監 視 に つ い て の 一 般 原 則  

(a) Invocations o f national security m ay not be re lied  upon to underm ine the fundam ental right to  a 

fa ir tria l by a  com petent, independent, and im partia l tribunal estab lished by law .  

(a)法 に よ っ て 定 め ら れ た 、 正 当 で 、 独 立 し た 、 公 平 な 法 廷 に よ る 公 正 な 裁 判 を 受 け る 基 本 的 な 権 利

は 、国 家 安 全 保 障 が 持 ち 出 さ れ て も こ れ に 依 拠 し て 損 な わ れ て は な ら な い 。 

(b ) W here a pub lic authority seeks to  w ithho ld  in form ation  on the ground o f national security in  any 

legal proceed ing, a court shou ld  have the power to  exam ine the in form ation  in  determ in ing whether 

the in form ation  m ay be w ithheld . A  court shou ld  not ord inarily  d ism iss a challenge w ithout exam in ing 

the in form ation . 

(b )公 的 機 関 が 国 家 安 全 保 障 を 理 由 に 、 い ず れ か の 法 的 手 続 き に 則 っ て 、 情 報 の 非 開 示 を 試 み た

場 合 、 裁 判 所 に は そ の 情 報 を 調 査 し 、 非 開 示 に し て 良 い か ど うか を 決 定 す る 権 限 が 与 え ら れ る べ き

で あ る 。裁 判 所 は 通 常 、情 報 を 調 べ る こ と な く、異 議 申 立 を 退 け る べ き で は な い 。  

Note: In  keep ing w ith  Princip le 4 (d ), the court shou ld  not re ly on sum m aries or a ffidav its that m ere ly  

assert a need  for secrecy w ithout provid ing an evidentiary basis for the assertion.  

注 記 ：裁 判 所 は 原 則 ４を 踏 ま え て 、 秘 匿 の 必 要 性 の み を 主 張 し な が ら そ の 主 張 を 支 え る 根 拠 を 述 べ

て い な い 要 約 書 や 宣 誓 供 述 書 に 依 拠 す べ き で は な い 。 

(c) The court shou ld  ensure that a person seek ing access can, to  the m axim um  extent possib le, know  

and challenge the case advanced by the governm ent for w ithho ld ing the in form ation .  

(c)裁 判 所 は 、 情 報 の 入 手 を 試 み る 個 人 が 、 可 能 で あ る 最 大 限 の 範 囲 で 、 政 府 に よ っ て 提 出 さ れ た

そ の 情 報 の 非 開 示 申 請 に つ い て 知 り、異 議 を 申 し 立 て ら れ る こ と を 保 障 す る べ き で あ る 。  

(d ) A  court shou ld ad jud icate the legality and propriety o f a pub lic authority’s c la im  and m ay com pel 

d isc losure or order appropriate re lie f in  the event o f partia l or fu ll non-d isc losure, inc lud ing the 

d ism issa l o f charges in  crim inal proceed ings.  

(d )裁 判 所 は 、 公 的 機 関 に よ る 主 張 の 適 法 性 及 び 妥 当 性 に つ い て 裁 定 を 下 す べ き で あ り 、 そ の 上 で
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情 報 を 開 示 す る よ う強 制 し 、 部 分 的 又 は 全 体 的 な 非 開 示 と な っ た 場 合 に は 、刑 事 訴 訟 に お け る 訴 え

の 棄 却 を 含 む 、適 切 な 救 済 を 行 うこ と が で き る 。  

(e) The court shou ld  independently assess whether the pub lic authority has properly invoked any 

basis fo r non-d isc losure; the fact o f c lassification  shou ld  not be conclusive as to  the request fo r 

non-d isc losure o f in form ation . S im ilarly , the court shou ld assess the nature o f any harm  cla im ed by 

the pub lic authority, its like lihood o f occurrence, and the pub lic in terest in  d isc losure, in  accordance 

w ith  the standards defined  in  P rinc ip le 3 .   

(e)裁 判 所 は 、 公 的 機 関 が 情 報 非 開 示 に 対 し て 援 用 す る 根 拠 が 適 正 で あ る か 、 独 立 的 に 評 価 す る

べ き で あ る 。 情 報 開 示 請 求 に 関 し て は 、 情 報 が 機 密 扱 い で あ る こ と が 決 定 的 な 問 題 だ と さ れ て は な

ら な い 。 同 様 に 裁 判 所 は 、 公 的 機 関 が 主 張 す る 損 害 の 性 質 と 、 損 害 が 起 こ る 可 能 性 、 そ し て 情 報 を

開 示 し た 場 合 の 公 共 の 利 益 に つ い て 、原 則 ３に 従 っ て 評 価 し な け れ ば な ら な い 。  

 

 

Princip le 28: Pub lic Access to  Jud ic ia l P rocesses 
原 則  ２８：訴 訟 手 続 へ の パ ブ リッ ク ・ア ク セ ス  

(a) Invocation  o f national security m ay not be re lied  upon to  underm ine the fundam ental right o f the 

pub lic to  access jud ic ia l processes.  

(a)公 衆 が 訴 訟 手 続 へ ア ク セ ス す る 基 本 的 な 権 利 は 、 国 家 安 全 保 障 が 持 ち 出 さ れ て も こ れ に 依 拠 し

て 損 な わ れ て は な ら な い 。 

(b ) C ourt judgm ents— setting forth  a ll o f a court’s orders and inc lud ing the essentia l find ings, 

ev idence and lega l reason ing— shou ld  be m ade pub lic, except where the in terest o f ch ild ren  under 

e ighteen otherw ise requ ires.   

(b )判 決 文 は 、 裁 判 所 に よ る 全 て の 命 令 を 明 記 し 、 重 要 な 事 実 認 定 と 証 拠 と 法 的 推 論 を 記 載 し 、 18

歳 未 満 の 子 ど も の 利 害 に 関 わ る 場 合 を 除 き 、公 開 さ れ る べ き で あ る 。 

Notes: International law  perm its no derogation on national security grounds from  the ob ligation  

to  pronounce judgm ents pub lic ly.  

注 記 ：国 際 法 に よ れ ば 、 国 家 安 全 保 障 を 理 由 に 判 決 を 公 に 発 表 す る 義 務 を 軽 減 さ せ る こ と は

許 さ れ な い 。  

Records o f juven ile court proceed ings shou ld  not be m ade public. Records o f other jud ic ia l 

proceed ings invo lv ing ch ildren shou ld ord inarily  redact the nam es and other identify ing 

in form ation o f ch ildren under the age o f e ighteen.  

少 年 裁 判 所 の 裁 判 手 続 の 記 録 は 公 開 さ れ る べ き で は な い 。 そ の 他 の 、 子 ど も が 関 わ る 訴 訟 手
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続 の 記 録 は 通 常 、18 歳 未 満 の 子 ど も の 名 前 と 、身 元 の 特 定 に つ な が る そ の 他 の 情 報 が 修 正 さ

れ る べ き で あ る 。 

(c) The pub lic’s right o f access to  justice shou ld  inc lude prom pt pub lic access to  (i) jud ic ia l 

reason ing, (ii) in form ation  about the ex istence and progress o f cases, (iii) w ritten  argum ents 

subm itted  to  the court, (iv ) court hearings and tria ls, and (v) ev idence in  court proceed ings that 

fo rm s the basis o f a conviction , un less a derogation  o f th is is justified  in  accordance w ith  these 

P rinc ip les.   

(c)公 衆 が 司 法 に ア ク セ ス す る 権 利 は 、 こ の 権 利 の 縮 小 が 本 原 則 に 従 い 正 当 化 さ れ る 場 合 を 除 き 、

次 に 述 べ る も の へ 公 衆 が 速 や か に ア ク セ ス で き る こ と を 含 む べ き で あ る 。 （i）裁 判 に お け る 法 的 推 論  

(ii)個 々 の 裁 判 の 存 在 と 、 そ の 経 過 に 関 す る 情 報  (iii)法 廷 に 提 出 さ れ た 意 見 書  (iv)法 廷 審 問 と 対 審  

(v)裁 判 手 続 の 中 で 有 罪 判 決 の 根 拠 と な っ た 証 拠 。 

Note: International law  concern ing fa ir tria l requ irem ents a llows courts to  exclude all or part o f 

the pub lic from  a hearing for reasons o f national security in  a dem ocratic society, as we ll as 

m orals, pub lic order, the interest o f the private lives o f the parties, or to  avo id  prejud ice to  the 

interests o f justice, provided that such restrictions are in  a ll cases necessary and proportionate.  

注 記 ：公 正 な 裁 判 の 要 件 に 関 す る 国 際 法 に よ れ ば 、 裁 判 所 は 次 の 様 な 場 合 に は 、 部 分 的 又 は

完 全 に 公 衆 を 審 判 か ら 排 除 す る こ と が で き る 。 す な わ ち 、 民 主 主 義 社 会 に お け る 国 家 安 全 保

障 ・倫 理 ・公 の 秩 序 ・裁 判 の 当 事 者 の 私 生 活 に お け る 利 害 を 理 由 と す る 場 合 、 又 は 法 的 公 正 さ

が 損 な わ れ る こ と を 回 避 す る 場 合 で あ る 。 た だ し あ ら ゆ る 案 件 に お い て 、 こ の よ う な 制 限 が 行 わ

れ る 場 合 に は 、そ の 必 要 が あ り、且 つ 必 要 の 程 度 に 対 応 し て い る こ と が 条 件 で あ る 。  

(d ) The pub lic shou ld have an  opportun ity to  contest any c la im  asserted  by the pub lic authority that 

a restriction  on pub lic access to  jud ic ia l processes is strictly  necessary on national security  grounds.  

(d )国 家 安 全 保 障 を 理 由 と し て 、 公 衆 の 訴 訟 手 続 へ の ア ク セ ス の 制 限 が 絶 対 に 必 要 だ と す る 、 公 的

機 関 に よ っ て 発 せ ら れ る あ ら ゆ る 主 張 に 対 し て 、公 衆 は 異 議 を 申 し 立 て る 機 会 を 有 す る べ き で あ る 。  

(e) W here a court m akes a ru ling as to  whether a restriction  on open access to  jud ic ia l processes is 

warranted, it shou ld  m ake pub lic ly  availab le fact-specific  reasons and its legal analysis in  w riting, 

except in  extraord inary c ircum stances, consistent w ith  P rinc ip le 3 .  

(e)裁 判 所 が 、 訴 訟 手 続 へ の 自 由 な ア ク セ ス の 制 限 を 承 認 す る か ど う か に つ い て 裁 定 を 下 す 場 合 、

原 則 ３ に 則 り 、 特 殊 な 状 況 下 に あ る 場 合 を 除 い て 、 裁 判 所 は 書 面 に よ り 事 実 (具 体 的 な 根 拠 と 法 的

分 析 )を 公 的 に 入 手 で き る よ うに す べ き で あ る 。  

Notes: Th is P rincip le is not intended to  m odify  a state’s ex isting law  regard ing prelim inary 

procedures to  wh ich the pub lic does not ord inarily  have access. It app lies on ly when the court 
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process wou ld  otherw ise a llow  pub lic access and the attem pt to  deny that access is based on a c la im  

o f national security.  

注 記 ：本 原 則 は 、 あ る 国 家 に お け る 、 通 常 は 公 衆 が ア ク セ ス で き な い 準 備 手 続 に つ い て 規 定 し て い

る 現 行 法 の 修 正 を 目 指 し て い る わ け で は な い 。 本 原 則 は 、 そ れ 以 外 の 場 合 に お い て 、 裁 判 所 が 公

衆 に よ る ア ク セ ス を 許 し て お り 、 な お 且 つ そ の ア ク セ ス を 却 下 し よ う と す る 試 み が 国 家 安 全 保 障 を 根

拠 に し て い る 場 合 に の み 、 当 て は ま る 。  

The pub lic’s right o f access to  court proceed ings and m ateria ls derives from  the sign ificance o f 

access to  prom oting (i) the actual and perceived fa irness and im partia lity o f jud ic ia l proceed ings; (ii) 

the proper and m ore honest conduct o f the parties; and (iii) the enhanced  accuracy o f pub lic 

com m ent.  

裁 判 手 続 と 資 料 に ア ク セ ス す る 公 衆 の 権 利 は 、 以 下 を 促 進 す る 上 で の ア ク セ ス の 重 要 性 に 由 来 す

る 。す な わ ち  (i)訴 訟 手 続 に お け る 実 際 上 及 び 認 識 上 の 平 等 性 と 公 平 性  (ii)裁 判 の 当 事 者 に よ る 適

正 且 つ 一 層 誠 実 な 行 為  (iii)パ ブ リッ ク ・コ メン トの 精 度 向 上 。  

 

 

Princip le 29: Party Access to  In form ation in  C rim inal P roceedings  
原 則  ２９： 刑 事 訴 訟 の 当 事 者 に よ る 情 報 へ の ア ク セ ス  

(a) The court m ay not proh ib it a defendant from  attend ing h is or her tria l on  national security  

grounds.   

(a)裁 判 所 は 、 被 告 人 が 自 身 の 裁 判 に 出 廷 す る こ と を 、 国 家 安 全 保 障 を 理 由 に し て 禁 止 し て は な ら

な い 。  

(b ) In  no  case shou ld  a conviction  or deprivation  o f liberty  be based on ev idence that the accused has 

not had an opportun ity to  rev iew  and re fute.  

(b )い か な る 場 合 で も 、 被 告 人 が 証 拠 に つ い て 精 査 、 反 論 す る 機 会 を 持 た な い ま ま 、 有 罪 判 決 を 下 し

た り、自 由 を 剥 奪 し た りす る べ き で は な い 。 

(c) In  the in terests o f justice, a pub lic authority shou ld  d isc lose to  the defendant and the defendant’s 

counsel the charges against a person and any in form ation  necessary to  ensure a  fa ir tria l, regard less 

o f whether the in form ation  is c lassified , consistent w ith  P rinc ip les 3-6, 10 , 27  and 28, inc lud ing a  

consideration  o f the pub lic  in terests.  

(c)法 的 公 正 さ の 点 か ら 、 公 的 機 関 は 被 告 人 と 被 告 人 の 弁 護 人 に 対 し 、 そ の 個 人 が 問 わ れ て い る 容

疑 と 、 公 正 な 裁 判 を 確 実 に 行 う た め に 必 要 な そ の 他 の 情 報 を 、 た と え 機 密 扱 い の 情 報 で あ っ て も 、

原 則 ３〜 ６、１０、２７、２８に 従 い 、公 共 の 利 益 を 考 慮 し た 上 で 、開 示 す る べ き で あ る 。 
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(d ) W here the pub lic authority declines to  d isc lose in form ation  necessary to  ensure a fa ir tria l, the 

court shou ld  stay or d ism iss the charges.  

(d )公 正 な 裁 判 を 保 証 す る た め に 必 要 な 情 報 の 開 示 を 公 的 機 関 が 拒 ん だ 場 合 、 裁 判 所 は 審 理 を 停

止 、若 し くは 起 訴 を 棄 却 す べ き で あ る 。 

Note: The pub lic authorities shou ld  not re ly on in form ation to  their benefit when c la im ing 

secrecy, a lthough they m ay decide to  keep the in form ation secret and su ffer the consequences.   

注 記 ：公 権 力 は 、 情 報 を 秘 匿 す る こ と で 起 こ る 不 利 益 を 自 ら 被 る と 決 断 し て も よ い が 、 情 報 の 秘

匿 を 求 め る 際 に そ の 情 報 を 公 権 力 の 都 合 の た め に 援 用 す る べ き で は な い 。 

Note: P rincip les 29 and 30 are inc luded  in  these Princip les concern ing pub lic access to  in form ation  

in  light o f the fact that jud ic ia l rev iew , and re lated d isc losures in  the context o f jud ic ia l oversight, are 

o ften im portant m eans for pub lic d isc losure o f in form ation.  

注 記 ：原 則 ２９と ３０が 、 公 衆 に よ る 情 報 へ の ア ク セ ス に 関 す る 本 原 則 の 中 に 含 ま れ て い る の は 、 司 法

に よ る 精 査 と 、そ れ と 関 連 し て 起 こ る 司 法 の 監 視 を 背 景 と し た 情 報 開 示 と が 、 情 報 公 開 の た め の 重 要

な 手 段 で あ る こ と が 多 い た め で あ る 。 

 

 

Princip le 30: Party Access to  In form ation in  C iv il C ases  
原 則  ３０： 民 事 訴 訟 の 当 事 者 に よ る 情 報 へ の ア ク セ ス  

(a) A ll c la im s o f w ithho ld ing o f in form ation  by a pub lic authority in  a c iv il case shou ld  be rev iewed in  

a m anner consistent w ith  P rinc ip les 3-6, 10 , 27  and 28, inc lud ing a consideration  o f the pub lic  

in terests.  

(a)民 事 訴 訟 に お け る 、 公 権 力 に お る 情 報 非 開 示 の 要 請 は 全 て 、 原 則 ３ 〜 ６ 、 １ ０ 、 ２ ７ 、 ２ ８ に 従 い 、

公 共 の 利 益 を 考 慮 し た 上 で 、精 査 さ れ る べ き で あ る 。 

(b ) V ictim s o f hum an rights v io lations have a right to  an e ffective rem edy and reparation , inc lud ing 

pub lic d isc losure o f abuses su ffered . Pub lic authorities shou ld  not w ithho ld  in form ation  m ateria l to  

their c la im s in  a m anner inconsistent w ith  th is righ t.  

(b )人 権 侵 害 の 被 害 者 は 、 被 っ た 侵 害 に つ い て の 情 報 公 開 を 含 む 、 実 効 的 な 救 済 及 び 補 償 を 受 け

る 権 利 を 有 す る 。 公 権 力 は 、 こ の 権 利 に 矛 盾 す る よ うな 方 法 で 、 被 害 者 の 主 張 の た め に 不 可 欠 な 情

報 を 秘 匿 し て は な ら な い 。 

(c) The pub lic a lso  has the right to  in form ation  concern ing gross hum an rights v io lations and serious 

v io lations o f in ternational hum an itarian  law . 

(c)ま た 公 衆 は 、重 大 な 人 権 侵 害 や 、 国 際 人 道 法 の 重 大 な 違 反 に 関 す る 情 報 へ の 権 利 も 有 す る 。  
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Part V : Bodies that O versee the 

Security  Sector  
第 ５章 ： 安 全 保 障 部 門 を 監 視 す る 機 関  

 

 

Princip le 31: Estab lishm ent o f Independent O versight Bod ies  
原 則  ３１： 独 立 監 視 機 関 の 設 置  

States shou ld  estab lish , if they have not a lready done so , independent overs ight bod ies to  oversee 

security sector entities, inc lud ing the ir operations, regu lations, po lic ies, finances, and adm in istration . 

Such oversight bod ies shou ld  be institu tionally , operationally , and  financia lly  independent from  the 

institu tions they are m andated to  oversee.  

国 家 が ま だ 安 全 保 障 部 門 の 組 織 を 監 視 す る た め の 独 立 監 視 機 関 を 設 置 し て い な い な ら ば 、 こ れ を

設 置 す る べ き で あ る 。 監 視 項 目 に は 、 機 関 の 活 動 ・規 則 ・指 針 ・財 務 ・管 理 運 営 が 含 ま れ る 。 こ の よ う

な 監 視 機 関 は 、監 視 対 象 機 関 か ら は 、組 織 ・運 営 ・財 政 の 面 で 独 立 し て い る べ き で あ る 。 

 

 

Princip le 32: Unrestricted Access to  In form ation Necessary for 

Fulfillm ent o f M andate  
原 則  ３２： 任 務 の 遂 行 の た め に 必 要 な 、 情 報 へ の 無 制 限 の ア ク セ ス  

(a) Independent oversight bod ies shou ld  have legally  guaranteed  access to  a ll in form ation  necessary  

for the fu lfillm ent o f their m andates. There shou ld  be no restrictions on th is access, regard less o f the 

in form ation’s level o f c lass ification  or con fidentia lity , upon satis faction  o f reasonab le security access 

requ irem ents.  

(a)独 立 監 視 機 関 が 、 そ の 責 務 を 遂 行 す る た め に 必 要 な 全 て の 情 報 に ア ク セ ス で き る こ と は 、 法 に よ

っ て 保 証 さ れ る べ き で あ る 。 情 報 の 機 密 性 の レ ベ ル に 関 わ ら ず 、 合 理 的 な 安 全 保 障 上 の ア ク セ ス 条

件 を 満 た し て い れ ば 、ア ク セ ス に 制 限 を 設 け る べ き で は な い 。 

(b ) In form ation  to  wh ich  oversight bod ies shou ld  have access inc ludes, but is not lim ited  to :  

(i) a ll records, techno logies, and system s in  the possession  o f security sector authorities, 

regard less o f fo rm  or m ed ium  and whether or not they were created by that authority;  

(ii) physica l locations, ob jects, and fac ilit ies; and  

(iii) in form ation  held  by persons whom  overseers deem  to  be re levant fo r their oversigh t 
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functions.  

(b )監 視 機 関 が ア ク セ ス で き る 情 報 に は 以 下 の も の が 含 ま れ る べ き で あ り 、 し か も こ れ に 限 定 さ れ な

い 。 

（ i）安 全 保 障 部 門 の 機 関 が 保 有 す る 記 録 、 テ ク ノ ロ ジ ー 、 シ ス テ ム の 全 て 。 そ の 形 式 と 媒 体 、 そ の

機 関 に よ っ て 作 成 さ れ た も の で あ る か 否 か は 問 わ れ な い 。  

（ ii）所 在 場 所 、備 品 、施 設 ・設 備 。 

（ iii）監 視 職 員 が 、監 視 職 務 に 関 わ りが あ る と 判 断 し た 個 人 が 保 有 し て い る 情 報 。 

(c) A ny ob ligation  o f pub lic personnel to  m ainta in  secrecy or con fidentia lity  shou ld  not prevent them  

from  provid ing in form ation  to  oversight institu tions. The prov is ion  o f such in form ation  shou ld  not be 

considered a breach o f any law  or contract im posing such ob ligations.  

(c)機 密 性 を 保 持 す る 立 場 に あ る 公 務 員 が 負 っ て い る あ ら ゆ る 義 務 は 、 彼 ら が 監 視 機 関 へ 情 報 を 提

供 す る こ と を 妨 げ る べ き で は な い 。 こ の よ う な 情 報 の 提 供 は 、 守 秘 義 務 を 定 め た 法 律 又 は 契 約 の 違

反 と み な さ れ る べ き で は な い 。 

 

 

Princip le 33: Powers, Resources and Procedures Necessary to 

Ensure Access to  In form ation 
原 則  ３３： 情 報 へ の ア ク セ ス を 保 証 す る た め に 必 要 な 権 限 、 資 源 、手 続 き  

(a) Independent overs ight bod ies shou ld have adequate legal powers in  order to  be ab le to  access and  

in terpret any re levant in fo rm ation  that they deem  necessary to  fu lfill the ir m andates.  

(a)独 立 監 視 機 関 は 、 責 務 を 遂 行 す る 上 で 必 要 と み な さ れ る あ ら ゆ る 関 連 情 報 に ア ク セ ス し 解 釈 で き

る た め に 十 分 な 法 的 権 限 を 有 す る べ き で あ る 。  

(i) A t a m in im um , these powers shou ld  inc lude the right to  question  current and form er m em bers 

o f the executive branch and em ployees and contractors o f pub lic authorities, request and 

inspect re levant records, and inspect physica l locations and fac ilities.  

(i)上 記 の 権 限 は 少 な く と も 、 現 在 と 過 去 の 行 政 府 の 成 員 と 公 権 力 の 被 雇 用 者 及 び 契 約 業 者 に

質 問 し 、 関 連 が あ る 記 録 を 要 求 ・検 査 し 、 さ ら に そ の 物 理 的 な 所 在 場 所 と 施 設 を 視 察 す る 権 利

を 含 む べ き で あ る 。  

(ii) Independent oversight bod ies shou ld a lso  be g iven  the powers to  subpoena such persons and 

records and hear testim ony under oath  or a ffirm ation  from  persons deem ed to  possess 

in form ation  that is re levant to  the fu lfillm ent o f their m andates, w ith  the fu ll cooperation  o f law  

en forcem ent agenc ies, where requ ired .  

(ii)ま た 独 立 監 視 機 関 は 、 必 要 な 場 合 に は 法 執 行 機 関 に よ る 十 分 な 協 力 の も と 、 こ れ ら の 人 物
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を 召 喚 し 記 録 を 取 り寄 せ 、 責 務 を 達 成 す る 上 で 必 要 な 情 報 を 保 有 し て い る と 判 断 さ れ た 人 物 に 、

宣 誓 の 上 で 証 言 さ せ る 権 限 を 与 え ら れ る べ き で あ る 。 

(b ) Independent oversight bod ies, in  hand ling in form ation  and com pelling testim ony, should  take 

account o f, in ter a lia , re levant privacy laws as well as protections against se lf- incrim ination  and 

other requ irem ents o f due process o f law .   

(b )独 立 監 視 機 関 は 、 情 報 を 処 理 す る 際 と 証 言 を 強 制 す る 際 に は 、 自 己 負 罪 に 対 す る 保 護 や そ の 他

の 適 正 な 法 の 手 続 き が 求 め る 条 件 と と も に 、 と りわ け プ ラ イ バ シ ー に 関 す る 法 律 を 考 慮 に 入 れ る べ き

で あ る 。  

(c) Independent overs igh t bod ies shou ld  have access to  the necessary financia l, techno logica l, and 

hum an resources to  enab le them  to  identify , access, and analyze in form ation  that is re levant to  the 

e ffective perform ance o f their functions.  

(c)独 立 監 視 機 関 は 、 そ の 責 務 の 効 率 的 な 実 行 に 関 わ る 情 報 の 特 定 、 ア ク セ ス 、 分 析 を 可 能 に す る

た め に 必 要 な 財 的 ・技 術 的 ・人 的 な 資 源 へ の ア ク セ ス を 有 す る べ き で あ る 。  

(d ) The law  shou ld  requ ire security sector institu tions to  a ffo rd  independent oversight bod ies the 

cooperation  they need to  access and in terpret the in form ation  requ ired  for the fu lfillm ent o f their 

functions. 

(d )法 は 、 独 立 監 視 機 関 が 責 務 を 遂 行 す る た め に 必 要 な 情 報 に ア ク セ ス し 解 釈 で き る よ うに 、 安 全 保

障 部 門 の 組 織 に よ る 協 力 を 義 務 付 け る べ き で あ る 。  

(e) The law  shou ld  requ ire security sector institu tions to  m ake proactive and tim ely d isc losures to  

independent oversight bod ies o f spec ific  categories o f in form ation  that overseers have determ ined 

are necessary for the fu lfillm ent o f their m andates. Such in form ation  shou ld  inc lude, but not be 

lim ited  to , possib le v io lations o f the law  and hum an rights standards.  

(e)法 は 安 全 保 障 部 門 の 組 織 に 対 し 、 監 視 者 が 責 務 を 達 成 す る た め に 必 要 と 判 断 し た 特 定 の 種 類

の 情 報 を 、 積 極 的 且 つ 速 や か に 、 独 立 監 視 機 関 へ 開 示 す る こ と を 義 務 付 け る べ き で あ る 。 こ れ ら の

情 報 に は 、 法 や 人 権 基 準 の 違 反 の 可 能 性 に つ い て の 情 報 が 含 ま れ 、 し か も そ れ だ け に 限 定 さ れ る

べ き で は な い 。 

 

 

Princip le 34: T ransparency o f Independent O versight Bod ies  
原 則  ３４： 独 立 監 視 機 関 の 透 明 性  

A . App licab ility  o f A ccess to In form ation  Laws  

情 報 へ の ア ク セ ス に 関 す る 法 の 適 用 可 能 性  
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Laws regu lating the fu lfillm ent o f the pub lic right to  access in form ation  held  by pub lic authorities 

shou ld  app ly to  security sector oversight bod ies.  

公 権 力 の 保 有 す る 情 報 へ ア ク セ ス す る 公 衆 の 権 利 の 行 使 を 規 制 す る 法 は 、 安 全 保 障 部 門 の 監 視

機 関 に 対 し て も 適 用 さ れ る べ き で あ る 。 

B . Reporting   

B．報 告  

(1 ) Independent oversight bod ies shou ld  be lega lly  requ ired  to  produce period ic reports and to  m ake 

these reports pub lic ly  availab le. These reports shou ld  inc lude, at a m in im um , in form ation  on the 

oversight body itse lf, inc lud ing its m andate, m em bersh ip , budget, perform ance, and activ ities.  

(1 )独 立 監 視 機 関 は 、 定 期 的 に 報 告 書 を 作 成 し 、 そ の 報 告 書 を 公 に 入 手 で き る よ うに し な け れ ば な ら

な い 。 報 告 書 に は 、 少 な く と も 、 監 視 機 関 の 責 務 、 人 員 、 予 算 、 実 績 、 そ し て 活 動 に つ い て の 情 報 を

含 む 、監 視 機 関 自 体 に つ い て の 情 報 が 含 ま れ る べ き で あ る 。  

Note: These reports shou ld  a lso  inc lude in form ation about the m andate, structure, budget, and 

general activ ities o f any security sector institution that does not, itse lf, m ake such in form ation 

pub lic ly ava ilab le.   

注 記 ：報 告 書 に は 、 こ う い っ た 情 報 を 公 に 入 手 で き る よ う に 自 分 で は し て い な い 安 全 保 障 部 門

の 組 織 の 責 務 、体 制 、予 算 、そ し て 全 体 的 な 活 動 に つ い て の 情 報 が 含 ま れ る べ き で あ る 。 

(2 ) Independent oversight bod ies should  a lso  provide pub lic versions o f their reports re lating to  

them atic and case-specific  stud ies and investigations, and shou ld  provide as m uch in form ation  as 

possib le concern ing m atters o f pub lic in terest, inc lud ing in  respect o f those areas listed  in  P rinc ip le  

10 .  

(2 )ま た 独 立 監 視 機 関 は 、 主 題 ご と 及 び 具 体 的 な 個 別 事 例 の 分 析 ・調 査 に 関 連 し た 、 公 開 用 の 報 告

書 も 提 出 す る べ き で あ り、 ま た 原 則 １０に 記 載 さ れ て い る 種 類 の 情 報 を 含 め た 、可 能 な 限 り多 くの 、 公

共 の 利 益 に 関 わ る 情 報 を 提 供 す る べ き で あ る 。  

(3 ) In  their pub lic reporting, independent overs ight bod ies shou ld respect the rights o f a ll ind iv iduals 

concerned, inc lud ing their right to  privacy.  

(3 )独 立 監 視 機 関 は 、 公 開 用 の 報 告 書 の 中 で 、 関 係 の あ る 全 て の 個 人 の 、 プ ラ イ バ シ ー の 権 利 を 含

む 諸 権 利 を 尊 重 す る べ き で あ る 。  

(4 ) Independent oversight institu tions shou ld  g ive the institu tions sub ject to  their overs ight the 

opportun ity to  rev iew , in  a  tim ely m anner, any reports wh ich  are to  be m ade pub lic in  order to  a llow  

them  to  ra ise concerns about the inc lusion  o f m ateria l that m ay be c lassified . The fina l decis ion  

regard ing what shou ld  be pub lished shou ld  rest w ith  the oversight body itse lf.  
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(4 )独 立 監 視 機 関 は 、 監 視 の 対 象 で あ る 組 織 に 対 し 、 公 開 さ れ る 報 告 書 を 速 や か に 精 査 し て 、 そ の

中 に 機 密 扱 い さ れ て も 良 い よ う な 資 料 が 含 ま れ て い る こ と に つ い て 、 懸 念 を 提 起 す る 機 会 を 与 え る

べ き で あ る 。 何 を 発 表 す る べ き で あ る か を 最 終 的 に 決 定 す る の は 監 視 機 関 自 身 で あ る 。 

C . O utreach and A ccessib ility   

ア ウ トリー チ と ア ク セ ス 可 能 性  

(1 ) The legal basis fo r oversight bod ies, inc lud ing their m andates and powers, shou ld  be pub lic ly  

availab le and easily  accessib le.  

(1 )そ の 責 務 と 権 限 を 含 む 、 監 視 機 関 の 法 的 根 拠 は 、 公 に 入 手 可 能 で あ り 、 容 易 に ア ク セ ス 可 能 で

あ る べ き で あ る 。 

(2 ) Independent oversight bod ies shou ld create m echan ism s and fac ilities fo r peop le who are illiterate, 

speak m inority languages, or are v isually  or aura lly  im paired  to  access in form ation  about their work .  

(2 )独 立 監 視 機 関 は 非 識 字 者 や 、 マ イ ノ リ テ ィ ー 言 語 の 使 用 者 、 又 は 視 力 や 聴 力 に 障 害 が あ る 人 た

ち が 、機 関 の 活 動 に 関 す る 情 報 へ ア ク セ ス で き る た め の 方 法 と 設 備 を 設 置 す る べ き で あ る 。 

(3 ) Independent overs ight bod ies should  provide a range o f free ly availab le  m echan ism s through 

wh ich  the pub lic, inc lud ing persons in  geograph ica lly  rem ote locations, m ay be fac ilitated  in  m aking 

contact w ith  them  and, in  the case o f com pla in ts hand ling bod ies, file  com pla in ts or register 

concerns.  

(3 )独 立 監 視 機 関 は 、 遠 隔 地 に 住 ん で い る 個 人 を 含 む 公 衆 に 対 し 、 監 視 機 関 と 連 絡 を 取 っ た り 、 不

服 を 扱 う 機 関 へ 不 服 を 申 し 立 て た り 懸 念 を 表 明 す る た め に 自 由 に 利 用 で き る 各 種 の 方 法 を 提 供 す

る べ き で あ る 。 

(4 ) Independent oversigh t bod ies shou ld  have m echan ism s that can effective ly preserve the 

con fidentia lity  o f the com pla in ts and the anonym ity  o f the com pla inant.  

(4 )独 立 監 視 機 関 は 、 こ うい っ た 不 服 申 立 の 機 密 性 と 申 立 人 の 匿 名 性 を 実 際 上 保 持 で き る た め の 仕

組 み を 有 す る べ き で あ る 。 

 

 

Princip le 35: M easures to  Protect In form ation H and led by Security 

Sector O versight Bod ies  
原 則  ３５： 安 全 保 障 部 門 の 監 視 機 関 が 扱 う情 報 を 保 護 す る た め の 対 策  

 

(a) The law  shou ld  requ ire independent oversight bod ies to  im p lem ent a ll necessary m easures to  

protect in form ation  in  the ir possession .  
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(a)法 は 、 独 立 監 視 機 関 が 、 保 有 し て い る 情 報 を 保 護 す る た め に 必 要 な 対 策 を 実 行 す る よ う 義 務 付

け る べ き で あ る 。 

(b ) Legislatures shou ld  have the power to  decide whether (i) m em bers o f leg is lative oversigh t 

com m ittees, and (ii) heads and m em bers o f independent, non- legis lative oversight bod ies shou ld  be 

sub ject to  security vetting prior to  their appo intm ent.  

(b )立 法 府 は 、 （１）立 法 府 に お け る 監 視 委 員 会 の 成 員 と 、（２）独 立 し た 、 立 法 府 に 属 さ な い 監 視 機 関

の 長 と 成 員 が 、 そ の 就 任 に 先 だ っ て 人 物 調 査 を 受 け る べ き で あ る か 、 決 定 す る 権 限 を 有 す る べ き で

あ る 。 

(c) W here security vetting is requ ired , it shou ld  be conducted (i) in  a tim ely m anner, (ii) in  

accordance w ith  estab lished princ ip les, (iii) free from  po litica l b ias or motivation , and (iv ) whenever 

possib le, by an  institu tion  that is not sub ject to  overs ight by the body whose m em bers/sta ff are 

being vetted . 

(c)人 物 調 査 が 必 要 と さ れ た 場 合 、 そ の 実 施 は  (i)ふ さ わ し い 時 機 に  (ii)確 立 さ れ て い る 指 針 に 沿 っ

て (iii)政 治 的 な 先 入 観 や 意 図 か ら 離 れ て  (iv)可 能 で あ る 限 り は 、 人 物 調 査 を 受 け る 成 員 若 し く は 職

員 の 所 属 す る 機 関 に よ る 監 視 の 対 象 で は な い 組 織 に よ っ て 、行 わ れ る べ き で あ る 。  

(d ) Sub ject to  the P rinc ip les in  Parts V I and V II, m em bers or sta ff o f independent overs ight bod ies 

who d isc lose c lassified  or otherw ise con fidentia l m ateria l outs ide o f the body’s ord inary reporting 

m echan ism s shou ld  be sub ject to  appropriate adm in istrative, c iv il, o r crim inal proceed ings.  

(d )第 ６ 、 ７ 章 中 の 原 則 に 従 い 、 独 立 監 視 機 関 の 成 員 や 職 員 が 、 機 密 扱 い そ の 他 の 秘 匿 情 報 を 、 そ

の 機 関 に よ る 報 告 の た め の 通 常 の 枠 組 の 外 で 開 示 し た 場 合 、そ の 人 物 は 行 政 、民 事 、 刑 事 の 、 ふ さ

わ し い 処 分 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 

 

Princip le 36: Authority o f the Legislature to  M ake In form ation 

Public  
原 則 ３６： 立 法 府 が 有 す る 、 情 報 公 開 の 権 限  

The leg is lature shou ld have the power to  d isc lose any in form ation  to  the pub lic, inc lud ing 

in form ation  wh ich  the executive branch c la im s the right to  w ithho ld  on national security grounds, if it 

deem s it appropriate to  do so  accord ing to  procedures that it shou ld  estab lish . 

立 法 府 は 、 行 政 府 が 国 家 安 全 保 障 を 理 由 に 秘 匿 の 権 利 を 主 張 す る 情 報 を 含 む あ ら ゆ る 情 報 を 、 そ

う す る こ と が 必 要 と 判 断 し た 場 合 に は 、 立 法 府 が 制 定 す る 手 続 き に 従 っ て 、 公 衆 に 開 示 す る 権 限 を

有 す る べ き で あ る 。 
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Part V I: Pub lic  Interest D isc losures by 

Pub lic  Personnel 
第 6章 ：公 務 関 係 者 に よ る 公 益 的 開 示  

 

 

Princip le 37: C ategories o f W rongdo ing 
原 則  37：不 正 行 為  

D isclosure by pub lic personnel o f in form ation , regard less o f its c lassification , wh ich  shows 

w rongdo ing that fa lls in to  one o f the fo llow ing categories shou ld  be considered to  be a “protected  

d isc losure” if it com plies w ith  the cond itions set fo rth  in  P rinc ip les 38–40. A  protected d isc losure 

m ay perta in  to  w rongdo ing that has occurred, is occurring, or is like ly to  occur. 

公 務 関 係 者 に よ る 情 報 開 示 は 、 次 に 掲 げ る 分 類 の い ず れ か に 該 当 す る 不 正 行 為 を 示 す と き 、 当 該

情 報 の 機 密 指 定 の い か ん に 関 わ ら ず 、 原 則 38か ら 原 則 40ま で に 定 め る 条 件 を 満 た す 場 合 に お い て 、

「保 護 さ れ た 開 示 」で あ る と み な さ れ る べ き で あ る 。 保 護 さ れ た 開 示 は 、 過 去 の 、 現 在 の 及 び 予 見 さ

れ る 不 正 行 為 に 適 用 さ れ る 。  

(a) crim inal o ffenses; 

(b ) hum an rights v io lations; 

(c) in ternational hum an itarian  law  v io lations; 

(d ) corruption ; 

(e) dangers to  pub lic health  and safety; 

(f) dangers to  the env ironm ent; 

(g) abuse o f pub lic o ffice; 

(h ) m iscarriages o f justice; 

(i) m ism anagem ent or waste o f resources; 

(j) reta lia tion  fo r d isc losure o f any o f the above listed  categories o f w rongdo ing; and 

(k ) deliberate concealm ent o f any m atter fa lling in to  one o f the above categories. 

(a) 刑 事 犯 罪  

(b) 人 権 侵 害  

(c) 国 際 人 道 法 違 反  

(d) 汚 職  

(e) 公 衆 衛 生 と 公 共 の 安 全 に 対 す る 危 険  
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(f) 環 境 に 対 す る 危 険  

(g) 職 権 濫 用  

(h) 誤 審  

(i) 資 源 の 不 適 切 な 管 理 又 は 浪 費  

(j) こ の 分 類 の い ず れ か に 該 当 す る 不 正 行 為 の 開 示 に 対 す る 報 復 措 置  

(k) こ の 分 類 の い ず れ か に 該 当 す る 事 項 の 意 図 的 な 隠 蔽  

 

 

Princip le 38: G rounds, M otivation, and Proof for D isclosures o f 

In form ation Show ing W rongdoing 
原 則  38：不 正 行 為 を 示 す 情 報 開 示 の 理 由 、 動 機 及 び 証 明  

(a) The law  shou ld  protect from  retaliation, as defined in  P rincip le  41, pub lic personnel who m ake 

d isclosures o f in form ation show ing w rongdo ing, regard less o f whether the in form ation is c lassified  or 

otherw ise con fidentia l, so  long as, at the tim e o f the d isclosure: 

(a)法 律 は 、 不 正 行 為 を 示 す 情 報 開 示 を 行 う 公 務 関 係 者 を 、 当 該 情 報 が 機 密 又 は そ の 他 の 秘 匿 情

報 で あ る か ど う か に 関 わ ら ず 、 情 報 開 示 の 時 点 で 次 の 条 件 を 満 た し て い る 限 り 、 原 則 41で 定 め る 報

復 措 置 か ら 保 護 す る べ き で あ る 。 

(i) the person m aking the d isc losure had reasonab le grounds to  be lieve that the in form ation 

d isclosed tends to  show  wrongdo ing that fa lls w ith in  one o f the categories set out in  Princip le 37; 

and 

情 報 開 示 を 行 う者 が 、 そ の 情 報 が 原 則 37で 定 め る 分 類 の い ず れ か に 該 当 す る 不 正 行 為 を 示 す

こ と に 資 す る と 信 ず る 合 理 的 な 根 拠 を 有 し て お り、且 つ 、 

(ii) the d isclosure com plies w ith  the cond itions set forth  in  Princip les 38-40. 

当 該 情 報 の 開 示 が 、原 則 38か ら 原 則 40ま で に 定 め る 条 件 を 遵 守 し て い る 。 

(b) The m otivation for a protected d isclosure is irre levant except where the d isclosure is proven to  be 

know ing ly untrue. 

(b )保 護 さ れ た 開 示 の 動 機 は 、故 意 に 虚 偽 の 開 示 が 行 わ れ た と 証 明 さ れ る 場 合 を 除 き 、問 わ れ な い 。 

(c) A  person m aking a protected d isclosure shou ld  not be requ ired to produce supporting evidence or 

bear the burden o f proo f in  re lation to  the d isclosure. 

(c)保 護 さ れ た 開 示 を 行 う者 は 、 補 足 的 証 拠 の 提 示 を 要 求 さ れ る べ き で は な く 、 且 つ 、 情 報 開 示 に 関

す る 証 明 責 任 を 課 さ れ る べ き で は な い 。 
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Princip le 39: P rocedures for M aking and Respond ing to  Protected 

D isc losures Internally  or to  O versight Bod ies 
原 則  39：組 織 内 部 に お い て 又 は 監 視 機 関 に 対 し て 行 わ れ る 保 護 さ れ た 開 示 の 手 続 き 及

び そ の 対 応  

A . Interna l D isc losures 

組 織 内 部 に お け る 情 報 開 示  

The law  shou ld  requ ire pub lic authorities to  estab lish  in terna l procedures and designate persons to  

receive protected d isc losures. 

法 は 、 公 権 力 が 保 護 さ れ た 開 示 の 受 理 の た め の 内 部 手 続 き を 確 立 し 、 当 該 情 報 の 受 理 担 当 者 を 指

名 す る よ う義 務 付 け る べ き で あ る 。  

B . D isc losures to  Independent O versight Bod ies 

独 立 監 視 機 関 に 対 す る 情 報 開 示  

(1 ) States shou ld  a lso estab lish  or identify  independent bod ies to  receive and investigate 

protected d isc losures. Such bod ies shou ld  be institu tionally  and operationally  independent from  

the security sector and other authorities from  wh ich  d isc losures m ay be m ade, inc lud ing the 

executive branch. 

(1 )国 は 、保 護 さ れ た 開 示 を 受 理 及 び 調 査 す る 独 立 の 機 関 を 設 置 又 は 指 定 す べ き で あ る 。  

こ の 機 関 は 、安 全 保 障 部 門 、 及 び そ の 内 部 か ら 開 示 が 行 わ れ うる 、 行 政 府 を 含 む そ の 他 の 当 局

か ら 、組 織 上 及 び 運 営 上 独 立 し て い る べ き で あ る 。  

(2 ) Pub lic personnel shou ld  be authorized to  m ake protected d isc losures to  independent 

oversight bod ies or to  another body com petent to  investigate the m atter w ithout first hav ing to  

m ake the d isc losure in ternally . 

(2 )公 務 関 係 者 は 、 最 初 に 組 織 内 部 で の 開 示 を 求 め ら れ る こ と な く 、 独 立 監 視 機 関 又 は 案 件 の

調 査 権 限 を 有 す る 他 の 機 関 に 対 し 、保 護 さ れ た 開 示 を 行 う権 限 を 付 与 さ れ る べ き で あ る 。 

(3 ) The law  shou ld  guarantee that independent overs ight bod ies have access to  a ll re levant 

in form ation  and a ffo rd  them  the necessary investigatory powers to  ensure th is access. Such 

powers shou ld  inc lude subpoena powers and the power to  requ ire that testim ony is g iven under 

oath  or a ffirm ation . 

(3 )法 律 は 、 独 立 監 視 機 関 に 対 し 、 関 連 す る す べ て 情 報 へ の ア ク セ ス を 保 証 し 、 ア ク セ ス の 確 保

に 必 要 な 調 査 権 限 を 付 与 す る べ き で あ る 。 こ の 権 限 に は 、 召 喚 権 限 及 び 宣 誓 又 は 確 約 の 下 に

証 言 を 請 求 す る 権 限 が 含 ま れ る べ き で あ る 。  
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C . O bligations o f In terna l Bod ies and Independent O versight Bod ies Rece iv ing D isc losures 

情 報 開 示 を 受 理 す る 内 部 機 関 及 び 独 立 監 視 機 関 の 義 務  

If a  person m akes a protected d isc losure, as defined in  P rinc ip le 37 , in ternally  or to  an  independent 

oversight body, the body receiv ing the d isc losure shou ld  be ob liged  to : 

原 則 37で 定 義 す る 保 護 さ れ た 開 示 が 組 織 内 部 に お い て 、 又 は 独 立 監 視 機 関 に 対 し て 行 わ れ た 場

合 、こ の 開 示 を 受 理 す る 機 関 は 、次 に 掲 げ る 義 務 を 負 うべ き で あ る 。 

(1 ) investigate the a lleged  w rongdo ing and take prom pt m easures w ith  a v iew  to  reso lv ing the 

m atters in  a lega lly-specified  period  o f tim e, or, a fter hav ing consu lted  the person who m ade the 

d isc losure, to  re fer it to  a body that is authorized and com petent to  investigate; 

(1 )申 し 立 て の あ っ た 不 正 行 為 を 調 査 し 、 法 律 に 定 め ら れ た 期 間 内 に 案 件 を 解 決 す る こ と を 目 指

し て 、 速 や か に 措 置 を 講 じ る 。 又 は 、 開 示 を 行 っ た 者 と の 協 議 を 経 て 、 調 査 の 権 限 と 適 格 性 を 有

す る 機 関 に 案 件 を 付 託 す る 。 

(2 ) protect the identity  o f pub lic personnel who seek to  m ake con fidentia l subm issions; 

anonym ous subm issions shou ld  be considered on their m erits; 

(2 )内 密 に 情 報 提 供 を 行 う こ と を 希 望 す る 公 務 関 係 者 に つ い て は 、 そ の 個 人 が 特 定 さ れ な い よ う

に す る 。匿 名 通 報 は 、そ の 中 身 自 体 を 検 討 さ れ る べ き で あ る 。  

(3 ) protect the in form ation  d isc losed and the fact that a d isc losure has been m ade except to  the 

extent that fu rther d isc losure o f the in form ation  is necessary to  rem edy the w rongdo ing; and 

(3 )開 示 さ れ た 情 報 及 び 開 示 さ れ た と い う事 実 を 保 護 す る 。た だ し 、不 正 行 為 を 正 す た め に さ ら な

る 情 報 開 示 が 必 要 な 場 合 を は こ の 限 りで は な い 。  

(4 ) notify  the person m aking the d isc losure o f the p rogress and com pletion  o f an  investigation  

and, as far as possib le, the steps taken or recom m endations m ade. 

(4 )情 報 開 示 を 行 う者 に 対 し て 、 調 査 の 進 捗 状 況 及 び 完 了 の 旨 を 通 知 し 、 且 つ 可 能 な 限 り、 講 じ

ら れ た 措 置 又 は 提 言 に つ い て 通 知 す る 。 

 

 

Princip le 40: P rotection o f Pub lic D isc losures 
原 則 40：公 衆 に 対 す る 情 報 開 示 の 保 護  

The law  shou ld  protect from  reta lia tion , as defined in  P rinc ip le 41 , d isc losures to  the pub lic o f 

in form ation  concern ing w rongdo ing as defined in  P rinc ip le 37 , if the d isc losure m eets the fo llow ing 

criteria: 

法 律 は 、 原 則 37で 定 義 す る 不 正 行 為 に 関 す る 情 報 の 公 衆 に 対 す る 開 示 を 、 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た
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す 場 合 に お い て 、原 則 41で 定 義 す る 報 復 措 置 か ら 保 護 す る べ き で あ る 。  

(a) (1 ) The person m ade a d isc losure o f the sam e or substantia lly  s im ilar in form ation  in terna lly  

and/or to  an independent oversight body and: 

(a) (1 )情 報 開 示 を 行 っ た 者 が 、 同 一 の 又 は 相 当 に 類 似 す る 情 報 を 組 織 内 部 と 独 立 監 視 機 関 の ど ち

ら か 、あ る い は そ の 両 方 に 対 し て 開 示 し て お り、 且 つ 、 

(i) the body to  wh ich  the d isc losure was m ade re fused or fa iled  to  investigate the d isc losure  

e ffective ly, in  accordance w ith  app licab le in ternational standards; or 

(i)情 報 開 示 を 受 理 し た 機 関 が 、 適 用 さ れ る 内 部 規 定 に 則 り 、 開 示 さ れ た 件 の 調 査 を 拒 否 し

た 場 合 又 は 有 効 な 調 査 を 実 施 し な か っ た 場 合 。又 は 、 

(ii) the person d id  not receive a  reasonab le and appropriate outcom e w ith in  a reasonab le and 

legally-defined period  o f tim e. 

(ii)開 示 を 行 っ た 者 が 、 合 理 的 且 つ 法 律 で 定 め ら れ た 期 間 内 に 、 合 理 的 且 つ 適 切 な 成 果 を

得 な か っ た 場 合 。 

O R  

又 は 、  

(2 ) The person reasonab ly believed that there was a sign ificant risk that m ak ing the d isc losure 

in terna lly  and/or to  an independent overs ight body wou ld  have resu lted  in  the destruction  or 

concealm ent o f ev idence, in terference w ith  a w itness, or reta liation  against the person or a th ird  

party; 

(2 )開 示 を 行 っ た 者 が 、組 織 内 部 と 独 立 監 視 機 関 の ど ち ら か 、 あ る い は そ の 両 方 に 対 す る 情 報 開

示 が 、 証 拠 の 破 壊 又 は 隠 蔽 、 証 人 に 対 す る 妨 害 、 又 は 開 示 を 行 っ た 者 本 人 又 は 第 三 者 に 対 す

る 報 復 措 置 を 招 くお そ れ が 相 当 あ る と 合 理 的 に 信 じ た 場 合 。  

O R  

又 は 、  

(3 ) There was no estab lished in ternal body or independent oversight body to  wh ich  a d isc losure 

cou ld  have been m ade; 

(3 )情 報 開 示 の 対 象 と し 得 る 既 存 の 内 部 組 織 又 は 独 立 監 視 機 関 が 存 在 し て い な か っ た 場 合 。 

O R  

又 は 、  

(4 ) The d isc losure re lated  to  an  act or om ission  that constitu ted  a serious and im m inent risk o f 

danger to  the life , health , and safety o f persons, or to  the environm ent. 

(4 )開 示 さ れ た 情 報 が 、 人 の 生 命 、 健 康 及 び 安 全 又 は 環 境 を 危 険 に さ ら す 、 深 刻 且 つ 切 迫 し た
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危 険 の あ る 作 為 又 は 不 作 為 に 関 す る 場 合 。  

AND  

及 び 、 

(b ) The person m aking the d isc losure on ly d isc losed the am ount o f in form ation  that was reasonab ly 

necessary to  bring to  light the w rongdo ing; 

(b )開 示 を 行 う者 が 、 不 正 行 為 を 明 ら か に す る た め に 合 理 的 且 つ 必 要 な 範 囲 に 限 定 し た 情 報 を 開 示

し て い る 場 合 。 

Note: If, in  the process o f d isc losing in form ation show ing w rongdo ing, a person also d iscloses 

docum ents that are not re levant to  show ing w rongdo ing, the person shou ld  nonetheless be 

protected from  retaliation  un less the harm  from  d isc losure outweighs any pub lic interest in  

d isc losure. 

注 記 ：不 正 行 為 を 示 す 情 報 開 示 に 際 し て 、 開 示 を 行 う 者 が 不 正 行 為 の 提 示 と 無 関 係 な 資 料 を

開 示 し た 場 合 で あ っ て も 、 そ の 者 は 、 そ の 情 報 の 開 示 に よ る 損 害 が 開 示 に よ る い か な る 公 共 の

利 益 に も ま さ る 場 合 を 除 い て 、報 復 措 置 か ら 保 護 さ れ る べ き で あ る 。 

AND  

及 び 、 

(c) The person m aking the d isc losure reasonab ly believed that the pub lic in terest in  hav ing the 

in form ation  revealed  outweighed any harm  to  the pub lic in terest that wou ld  resu lt from  d isc losure. 

(c)情 報 開 示 を 行 う者 が 、 情 報 を 公 開 す る こ と に よ る 公 共 の 利 益 が 、 開 示 に よ る い か な る 損 害 に も ま さ

る と 、合 理 的 に 信 ず る 場 合 。 

Note: The “reasonab ly believed” test is a m ixed ob jective-sub jective test. The person m ust 

actually have held  the belie f (sub jective ly), and it m ust have been reasonab le for h im  or her to  

have done so (ob jective ly). If contested , the person m ay need to  defend the reasonab leness o f 

h is or her be lie f and it is u ltim ately for an independent court or tribunal to  determ ine whether 

th is test has been satis fied  so as to  qualify  the d isc losure for protection. 

注 記 ： 「合 理 的 に 信 ず る 」と の 基 準 は 、 主 観 と 客 観 の 混 合 基 準 で あ る 。 当 該 者 は 、 事 実 そ の 旨

を 信 じ て お り （主 観 ）、 そ う 信 ず る こ と は そ の 者 に と っ て 合 理 的 で な け れ ば な ら な い （客 観 ）。 異 議

を 申 し 立 て ら れ た 場 合 、 そ の 者 は 信 ず る 旨 の 合 理 性 に つ い て 弁 護 す る 必 要 に 迫 ら れ う る 。 そ の

場 合 、 案 件 が 当 該 基 準 を 満 た し 保 護 さ れ た 開 示 と 認 定 さ れ る か 否 か の 判 断 は 、 最 終 的 に は 独

立 し た 裁 判 所 又 は 法 廷 に 委 ね ら れ る 。 

 

 

Princip le 41: P rotection against Retaliation for M aking D isc losures 



※未定訳※一部字句修正等を行う可能性があります 

73 
 

of In form ation Show ing W rongdoing 
原 則  41：不 正 行 為 を 示 す 情 報 の 暴 露 に 対 す る 報 復 措 置 か ら の 保 護  

A . Im m unity from  C iv il and C rim inal L iab ility  for P rotected D isc losures 

A .保 護 さ れ た 開 示 の 民 事 上 及 び 刑 事 上 の 責 任 の 免 除  

A  person who has m ade a d isc losure, in  accordance w ith  P rinc ip les 37-40, shou ld  not be sub ject to : 

原 則 37か ら 原 則 40ま で に 則 り情 報 暴 露 を 行 う者 は 、次 に 掲 げ る 事 項 の 対 象 と さ れ る べ き で は な い 。 

(1 ) C rim inal proceed ings, inc lud ing but not lim ited  to  prosecution  for the d isc losure o f c lassified  o r 

otherw ise con fidentia l in fo rm ation ; or 

(1 )刑 事 訴 訟 。機 密 又 は そ の 他 の 秘 匿 情 報 の 暴 露 に 対 す る 訴 追 を 含 む が 、 こ れ ら に 限 定 さ れ な い 。  

(2 ) C iv il p roceed ings re lated  to  the d isc losure o f c lassified  or o therw ise con fidentia l in form ation , 

inc lud ing but not lim ited  to  attem pts to  c la im  dam ages and defam ation  proceed ings. 

(2 )機 密 又 は そ の 他 の 秘 匿 情 報 の 暴 露 に 関 す る 民 事 訴 訟 。 損 害 賠 償 請 求 及 び 名 誉 毀 損 を 申 し 立 て

る 訴 訟 を 含 む が 、こ れ ら に 限 定 さ れ な い 。  

 

B . P roh ib ition  o f O ther Form s o f Reta liation 

B .そ の 他 の 報 復 措 置 の 禁 止  

(1 ) The law  shou ld  proh ib it reta liation  against any person who has m ade, is suspected to  have m ade, 

or m ay m ake a d isc losure in  accordance w ith  P rinc ip les 37-40. 

(1 )法 は 、 原 則 37か ら 原 則 40ま で に 則 り 情 報 開 示 を 行 っ た 、 行 っ た と 疑 わ れ る 、 又 は 行 う 可 能 性 の あ

る 者 に 対 す る 報 復 措 置 を 禁 止 す る べ き で あ る 。  

(2 ) P roh ib ited  form s o f reta lia tion  inc lude, but are not lim ited  to , the fo llow ing: 

(2 )禁 止 さ れ る 報 復 措 置 は 次 の 事 項 を 含 む が 、こ れ ら に 限 定 さ れ な い 。 

(a) A dm in istrative m easures or pun ishm ents, inc lud ing but not lim ited  to : letters o f reprim and, 

reta lia tory investigations, dem otion , transfer, reassignm ent o f duties, fa ilu re to  prom ote, 

term ination  o f em p loym ent, actions like ly or in tended to  dam age a person’s reputation , or 

suspension  or revocation  o f a security c learance; 

(a)行 政 処 分 又 は 罰 則 。 懲 戒 、 報 復 的 な 調 査 、 降 格 、 異 動 、 転 任 、 昇 進 の 見 送 り、 解 雇 、 当 事 者

の 評 価 を 貶 め る 目 的 若 し くは 可 能 性 の あ る 行 為 、又 は 秘 密 取 扱 認 可 の 差 し 止 め 若 し く は 取 り消

し を 含 む が 、 こ れ ら に 限 定 さ れ な い 。  

(b ) Physica l or em otional harm  or harassm ent; or 

(b )身 体 的 若 し くは 精 神 的 な 危 害 又 は ハ ラ ス メン ト。  

(c) Threats o f any o f the above. 
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(c)こ れ ら 事 項 の い ず れ か の 脅 迫 。 

(3) A ction  taken aga inst ind iv iduals other than the person m aking the d isc losure m ay, in  certa in  

c ircum stances, constitu te proh ib ited  reta lia tion . 

(3 )情 報 開 示 を 行 う者 以 外 の 者 を 対 象 と し た 行 為 は 、 状 況 の 如 何 に よ り、 禁 止 さ れ る 報 復 措 置 に 含 ま

れ うる 。  

 

C . Investigation  o f Retaliation  by an  Independent O versight Body and Jud ic ia l A uthorities 

C .独 立 監 視 機 関 及 び 司 法 当 局 に よ る 、 報 復 措 置 の 調 査  

(1 ) A ny person shou ld  have the right to  report to  an  independent oversight body and/or to  a 

jud ic ia l au thority any m easure o f reta lia tion , or the threat o f reta liation , in  re lation  to  protected  

d isc losures. 

(1 )何 人 も 、 保 護 さ れ た 開 示 に 関 す る あ ら ゆ る 報 復 措 置 又 は そ の 脅 迫 に つ い て 、 独 立 監 視 機 関 と

司 法 当 局 の ど ち ら か 、又 は そ の 両 方 に 通 報 す る 権 利 を 保 障 さ れ る べ き で あ る 。 

(2 ) Independent oversight bod ies should  be requ ired  to investigate a reported reta liation  or 

threat o f reta liation . Such bod ies shou ld  a lso  have the ab ility  to  launch investigations in  the 

absence o f a report o f reta liation . 

(2 )独 立 監 視 機 関 は 、 通 報 さ れ た 報 復 措 置 又 は そ の 脅 迫 に つ い て 調 査 し な け れ ば な ら な い 。 当

該 機 関 は 、報 復 措 置 の 通 報 が な くて も 、調 査 を 開 始 す る 権 限 を 付 与 さ れ る べ き で あ る 。  

(3 ) Independent oversigh t bod ies shou ld  be g iven the powers and resources to  investigate 

e ffective ly any c la im ed reta liation , inc lud ing the powers to  subpoena persons and records and 

hear testim ony under oath  or a ffirm ation . 

(3 )独 立 監 視 機 関 は 、 証 人 の 召 喚 権 限 及 び 記 録 の 開 示 請 求 権 、 並 び に 宣 誓 又 は 確 約 の 下 に 証

言 を 請 求 す る 権 限 を 含 め 、 申 し 立 て ら れ た あ ら ゆ る 報 復 措 置 に 関 し て 有 効 な 調 査 を 実 施 す る た

め の 権 限 並 び に 資 源 が 付 与 さ れ る べ き で あ る 。  

(4 ) Independent oversight bod ies shou ld  m ake every e ffo rt to  ensure that proceed ings 

concern ing asserted  reta liation  are fa ir and in  accordance w ith  due process standards. 

(4 )独 立 監 視 機 関 は 、 訴 え ら れ た 報 復 措 置 に 関 す る 法 的 手 続 き が 公 正 且 つ 法 の 適 性 手 続 き に

則 っ て 行 わ れ る こ と を 確 実 に す る た め 、あ ら ゆ る 努 力 を 払 うべ き で あ る 。  

(5 ) Independent overs igh t bod ies shou ld  have the authority to  requ ire the pub lic authority  

concerned to  take rem ed ia l or restorative m easures, inc lud ing but not lim ited  to  re instatem ent; 

reassignm ent; and/or the paym ent o f lega l fees, o ther reasonab le costs, back pay and re lated  

benefits, travel expenses, and/or compensatory dam ages. 
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(5 )独 立 監 視 機 関 は 、関 係 す る 公 的 機 関 に 対 し 、 是 正 措 置 又 は 復 元 的 措 置 を 行 わ せ る 権 限 を 付

与 さ れ る べ き で あ る 。 こ れ ら の 措 置 に は 、 復 職 、 復 任 、 並 び に /若 し く は 、 法 的 措 置 の 経 費 、 そ の

他 の 適 切 な 経 費 、 未 払 い の 賃 金 及 び 賞 与 、 渡 航 費 、 及 び /又 は 損 害 賠 償 の 支 払 い が 含 ま れ る

が 、こ れ ら に 限 定 さ れ な い 。 

(6 ) Independent oversight bod ies shou ld  a lso  have the authority to  en jo in  a pub lic authority  from  

tak ing reta lia tory m easures. 

(6 )独 立 監 視 機 関 は 、公 的 機 関 に 報 復 措 置 を 禁 ず る 権 限 を 有 す る べ き で あ る 。 

(7 ) Such bod ies shou ld  com plete their investigation  in to  reported reta lia tion  w ith in  a reasonab le  

and legally-defined period  o f tim e. 

(7 )当 該 機 関 は 、 通 報 さ れ た 報 復 措 置 に 関 す る 調 査 を 合 理 的 且 つ 法 律 で 定 め ら れ た 期 間 内 に

完 了 す る べ き で あ る 。  

(8 ) Such bod ies shou ld  notify  re levant persons o f at least the com pletion  o f an  investigation  and, 

as far as possib le, the steps taken or recom m endations m ade; 

(8 )当 該 機 関 は 、 案 件 の 関 係 者 に 対 し て 、 少 な くと も 調 査 の 完 了 を 通 知 し 、且 つ 可 能 な 限 り、 講 じ

ら れ た 措 置 又 は 行 わ れ た 提 言 を 通 知 す る べ き で あ る 。 

(9 ) Persons m ay a lso  appeal a determ ination  that actions in  response to  the d isc losure do not 

constitu te reta lia tion , or the rem ed ia l or restorative m easures, o f the independent oversigh t 

body to  a jud ic ia l au thority. 

(9 )ま た 関 係 者 は 、 情 報 開 示 に 対 す る 行 為 が 報 復 行 為 若 し くは 救 済 措 置 又 は 矯 正 措 置 に あ た ら

な い と す る 独 立 監 視 機 関 の 決 定 に つ い て 、司 法 当 局 に 申 し 立 て る 権 利 を 有 す る 。 

 

D . Burden o f P roo f 

D . 証 明 責 任  

If a  pub lic authority takes any action  adverse to  any person, the authority  bears the burden o f 

dem onstrating that the action  was unrelated  to  the d isc losure. 

公 的 機 関 が 何 人 に 対 し て で あ れ 何 ら か の 不 利 益 を も た ら す 行 為 を 行 っ た 場 合 、 当 該 公 的 機 関 は 、

そ の 行 為 が 当 該 情 報 開 示 と 無 関 係 で あ る と 証 明 す る 責 任 を 負 う。 

 

E . N o W aiver o f R ights and Rem ed ies 

E . 権 利 及 び 救 済 措 置 の 放 棄 の 否 定  

The rights and rem ed ies provided for under P rinc ip les 37–40 m ay not be waived or lim ited  by any 

agreem ent, po licy, fo rm  or cond ition  o f em p loym ent, inc lud ing by any pre-d ispute arb itration  
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agreem ent. A ny attem pt to  waive or lim it these rights and rem ed ies shou ld  be considered vo id . 

原 則 37か ら 原 則 40ま で に 定 め た 権 利 及 び 是 正 措 置 は 、 い か な る 合 意 、 施 策 、 雇 用 形 態 又 は 雇 用 条

件 、 若 し く は 紛 争 仲 裁 に 先 ん じ て 行 わ れ る 合 意 に よ っ て も 、 放 棄 又 は 制 限 さ れ て は な ら な い 。 こ れ ら

の 権 利 及 び 救 済 措 置 を 放 棄 又 は 制 限 さ せ る い か な る 試 み も 無 効 と み な さ れ る べ き で あ る 。 

 

 

Princip le 42: Encouraging and Facilitating Protected D isc losures 
原 則  42：保 護 さ れ た 開 示 の 勧 奨 並 び に 促 進  

States shou ld  encourage pub lic o ffic ia ls to  m ake protected d isc losures. In  order to  fac ilitate such  

d isc losures, states shou ld  requ ire a ll pub lic authorities to  issue gu ide lines that g ive e ffect to  

P rinc ip les 37–42. 

国 家 は 、 公 務 関 係 者 が 保 護 さ れ た 開 示 を 行 う よ う 勧 奨 す る べ き で あ る 。 保 護 さ れ た 開 示 を 促 進 す る

た め 、 国 家 は 全 て の 公 権 力 に 対 し 、 原 則 37か ら 原 則 40ま で に 効 力 を 与 え る 指 針 を 発 布 さ せ る べ き で

あ る 。 

Note: Such gu idelines shou ld  provide, at a m in im um : (1 ) advice regard ing the righ ts and/or 

responsib ilities to  d isc lose w rongdo ing; (2 ) the types o f in form ation that shou ld or m ay be d isc losed ; 

(3 ) requ ired procedures for m aking such d isc losures; and (4 ) protections provided for by law . 

注 記 ： 該 当 す る 指 針 は 、 最 低 限 次 の 事 項 を 規 定 す る べ き で あ る 。 (1)不 正 行 為 を 開 示 す る 権 利 及

び /又 は 責 任 に 関 す る 助 言 、 (2)開 示 さ れ る べ き 又 は 開 示 さ れ て よ い 情 報 の 分 類 、 (3)開 示 す る 際 に

必 要 な 手 続 き 、並 び に 、(4)法 律 に よ る 保 護 。 

 

 

Princip le 43: Pub lic Interest D efence for Pub lic Personnel 
原 則 43：公 務 関 係 者 の た め の 公 益 的 保 護  

(a) W henever pub lic personnel m ay be sub ject to  crim inal or c iv il p roceed ings, or adm in istrative 

sanctions, re lating to  their hav ing m ade a d isc losure o f in form ation  not otherw ise protected under 

these P rinc ip les, the law  shou ld  provide a pub lic in terest de fense if the pub lic  in terest in  d isc losure 

o f the in form ation  in  question  outweighs the pub lic in terest in  non-d isc losure. 

(a)公 務 関 係 者 が 、 本 原 則 に よ り 別 段 に 保 護 さ れ な い 情 報 開 示 を 行 っ た こ と に よ り 、 刑 事 訴 追 若 し く

は 民 事 訴 訟 又 は 行 政 処 分 の 対 象 と な っ た 場 合 、 法 律 は 、 当 該 開 示 に よ る 公 共 の 利 益 が 非 開 示 に よ

る 公 共 の 利 益 に ま さ る 限 り、公 益 的 保 護 を 保 障 す る べ き で あ る 。 

Note: Th is P rincip le  app lies to  a ll d isc losures o f in form ation that are not a lready protected e ither 
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because the in form ation does not fa ll in to  one o f the categories outlined in  P rincip le 37 or the 

d isc losure contains in form ation that fa lls in to  one o f the categories outlined in  Princip le 37 but 

was not m ade in  accordance w ith  the procedures outlined in  Princ ip les 38–40. 

注 記 ：こ の 原 則 は 、 開 示 さ れ た 情 報 が 原 則 37で 規 定 さ れ る 分 類 の い ず れ に も 該 当 し な い た め に 、

又 は 原 則 37で 規 定 さ れ る 分 類 の い ず れ か に 該 当 す る 情 報 が 含 ま れ て い る が 原 則 38か ら 原 則 40

ま で に 規 定 さ れ る 手 続 き に 則 る こ と な く開 示 さ れ た た め に 、 保 護 さ れ て い な い す べ て の 情 報 開 示

に も 適 用 さ れ る 。 

(b ) In  decid ing whether the pub lic in terest in  d isc losure outweighs the pub lic interest in  

non-d isc losure, prosecutoria l and jud ic ia l authorities shou ld  consider: 

(b )情 報 開 示 に よ る 公 共 の 利 益 が 非 開 示 に よ る 公 共 の 利 益 に ま さ る か 否 か の 判 断 に お い て 、 検 察 庁

及 び 司 法 当 局 は 次 の 事 項 を 検 討 す る べ き で あ る 。 

(i) whether the extent o f the d isc losure was reasonab ly necessary to  d isc lose the in form ation  o f 

pub lic in terest; 

(i)開 示 の 程 度 が 、公 益 情 報 の 開 示 の た め に 合 理 的 に 必 要 な 程 度 で あ る か 否 か 。  

(ii) the extent and risk o f harm  to  the pub lic in terest caused by the d isc losure; 

(ii)当 該 開 示 が 引 き 起 こ し た 公 共 の 利 益 の 損 害 の 程 度 及 び そ の 可 能 性 。  

(iii) whether the person had reasonab le grounds to  believe that the d isc losure wou ld  be in  the 

pub lic in terest; 

(iii)開 示 を 行 う者 が 、当 該 開 示 が 公 共 の 利 益 に 適 うと 信 じ る 合 理 的 理 由 を 有 し て い た か 否 か 。 

(iv) whether the person attem pted to  m ake a protected d isc losure through in ternal procedures 

and/or to  an  independent oversight body, and/or to  the pub lic, in  com pliance w ith  the 

procedures outlined in  P rinc ip les 38-40; and 

(iv )開 示 を 行 う 者 が 、 原 則 38か ら 原 則 40で 規 定 さ れ る 手 続 き に 則 り 、 内 部 手 続 を 通 じ て 、 及 び /

又 は 独 立 監 視 機 関 に 対 し て 、及 び /又 は 公 衆 に 対 し て 、保 護 さ れ た 開 示 を 試 み た か ど うか 。 

(v) the ex istence o f ex igent c ircum stances justify ing the d isc losure. 

(v)情 報 開 示 を 正 当 化 す る 急 迫 し た 状 況 の 有 無 。  

Note: Any law  provid ing crim inal penalties for the unauthorized d isc losure o f in form ation shou ld  be 

consistent w ith  Princip le 46(b).Th is P rincip le is not intended to  lim it any freedom  o f expression  

rights a lready availab le to  pub lic personnel or any o f the protections granted under Princip les 37–42 

or 46. 

注 記 ：無 権 限 の 情 報 開 示 に 対 す る 刑 事 処 罰 を 規 定 す る あ ら ゆ る 法 律 は 、 原 則 46(b)と 一 貫 し て い な く

て は な ら な い 。 こ の 原 則 は 、 公 務 関 係 者 が 既 に 有 し て い る あ ら ゆ る 表 現 の 自 由 、 又 は 原 則 37か ら 原
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則 42及 び 原 則 46に よ り保 障 さ れ る あ ら ゆ る 保 護 を 制 限 す る も の で は な い 。 
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Part V II: L im its on M easures to  

Sanction or Restra in  the D isc losure o f 

In form ation to  the Pub lic  
第 ７章 ：公 衆 へ の 情 報 暴 露 に 対 す る 制 裁 又 は 制 約 行 為 の 制 限  

 

 

Princip le 44: P rotection against Penalties for G ood  Faith , 

Reasonab le D isclosure by In form ation O fficers 
原 則  ４４： 情 報 取 り扱 い 公 務 員 が 誠 実 に 行 っ た 合 理 的 な 情 報 暴 露 に 対 す る 制 裁 か ら の 保

護  

Persons w ith  responsib ility  fo r respond ing to  requests fo r in form ation  from  the pub lic shou ld not be 

sanctioned for re leasing in form ation  that they reasonab ly and in  good fa ith  believed cou ld  be 

d isc losed pursuant to  law . 

市 民 か ら の 情 報 請 求 に 応 じ る 責 任 が あ る 者 は 、 合 理 的 且 つ 誠 実 に 、 法 に 従 っ て 開 示 し う る と 考 え た

情 報 を 流 出 さ せ た こ と に よ っ て 制 裁 を 受 け る べ き で は な い 。 

 

 

Princip le 45: Penalties for D estruction o f, or Refusal to  D isc lose, 

In form ation 
原 則  ４５： 情 報 の 廃 棄 及 び 開 示 拒 否 に 対 す る 処 罰  

(a) Pub lic personnel shou ld  be sub ject to  penalties fo r w ilfu lly  destroy ing or tam pering w ith  

in form ation  w ith  the in tent to  deny the pub lic access to  it. 

(a)公 務 関 係 者 は 、 市 民 を 情 報 へ ア ク セ ス を さ せ な い 意 図 を も っ て 、 故 意 に 情 報 を 廃 棄 し た り 改 ざ ん

し た 場 合 に は 、処 罰 さ れ る べ き で あ る 。 

(b ) If a court or independent body has ordered in form ation  to  be d isc losed, and the in form ation  is not 

d isc losed w ith in  a reasonab le tim e, the o ffic ia l and/or pub lic authority responsib le fo r the 

non-d isc losure shou ld  be sub ject to  appropriate sanctions, un less an  appeal is filed  in  accordance 

w ith  procedures set fo rth  in  law . 

(b )裁 判 所 や 第 三 者 機 関 に よ っ て 情 報 開 示 命 令 が 出 さ れ た と き に 、 当 該 情 報 が 合 理 的 な 期 間 内 に

開 示 さ れ な か っ た 場 合 、 法 の 定 め た 手 続 に 従 っ て 申 立 が 起 こ さ れ な い 限 り、そ の 情 報 非 開 示 の 責 任
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者 及 び /又 は 当 該 公 的 機 関 は 、相 応 の 処 罰 を 受 け る べ き で あ る 。  

 

 

Princip le 46: L im itations on C rim inal Penalties for the D isclosure o f 

In form ation by Pub lic Personnel 
原 則  ４６： 公 務 関 係 者 に よ る 情 報 暴 露 に 対 す る 刑 罰 の 限 度  

(a) The pub lic d isc losure by pub lic personnel o f in form ation , even if not protected by Part V I, shou ld 

not be sub ject to  crim inal penalties, a lthough it m ay be sub ject to  adm in istrative sanctions, such as 

loss o f security c learance or even job  term ination . 

(a)公 務 関 係 者 に よ る 情 報 暴 露 は 、 第 6章 に よ っ て 保 護 さ れ な い 場 合 で あ っ て も 、 刑 事 処 罰 の 対 象 と

さ れ る べ き で は な い 。 し か し 、 秘 密 取 扱 許 可 を 取 り 消 さ れ た り 、 免 職 処 分 を 受 け た り と い っ た 行 政 上

の 制 裁 を 受 け る こ と は あ り得 る 。  

(b ) If the law  neverthe less im poses crim inal penalties fo r the unauthorized d isc losure o f in form ation  

to  the pub lic  or to  persons w ith  the in tent that the in form ation  w ill be m ade pub lic the fo llow ing 

cond itions shou ld  app ly: 

(b )そ れ に も か か わ ら ず 、 情 報 を 公 に す る 意 図 で 、 公 式 な 許 可 を 得 ず に 社 会 や 個 人 に 情 報 を 暴 露 す

る 行 為 に 対 し て 、 法 律 に よ っ て 刑 罰 が 規 定 さ れ て い る 場 合 に お い て は 、 以 下 の 条 件 が 適 用 さ れ る べ

き で あ る ： 

(i) C rim inal penalties shou ld  app ly on ly to  the d isc losure o f narrow  categories o f in form ation  that 

are c learly set fo rth  in  law ; 

(i)刑 事 罰 は 、 法 律 に 明 確 に 定 め ら れ た 厳 密 に 分 類 さ れ た 情 報 の 暴 露 の み に 科 さ れ る べ き で あ

る 。 

Note: If national law  provides for categories o f in form ation the d isc losure o f wh ich cou ld  be 

sub ject to  crim inal penalties they shou ld  be sim ilar to  the fo llow ing in  term s o f specific ity and 

im pact on national security: techno logical data about nuclear weapons; inte lligence sources, 

codes and methods; d ip lom atic codes; identities o f covert agents; and inte llectual property in  

wh ich the governm ent has an ownersh ip  interest and know ledge o f wh ich cou ld  harm  national 

security. 

注 記 ：開 示 す れ ば 刑 事 罰 の 対 象 に な り得 る 情 報 カ テ ゴ リー が 法 律 に 定 め ら れ て い る 場 合 、 国 家

安 全 保 障 に 与 え る 特 殊 性 と 影 響 力 の 点 で 、 以 下 と 同 程 度 で な け れ ば な ら な い 。 核 兵 器 に 関 す

る 技 術 デ ー タ 、 情 報 源 、 暗 号 、 情 報 収 集 方 法 外 交 暗 号 、 秘 密 諜 報 員 の 身 上 情 報 、 政 府 が 所 有

権 を 有 す る 知 的 財 産 で 、そ れ を 知 ら れ る こ と で 国 家 の 安 全 が 害 さ れ る 可 能 性 の あ る も の 。 
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(ii) The d isc losure shou ld  pose a rea l and identifiab le risk o f causing sign ificant harm ; 

(ii)そ の 暴 露 に よ っ て 、 重 大 な 損 害 を 引 き 起 こ す 現 実 的 且 つ 特 定 可 能 な リス ク が な け れ ば な ら な

い ； 

(iii) A ny crim inal penalty, as set fo rth  in  law  and as app lied , should  be proportional to  the harm  

caused; and 

(iii)法 律 に 規 定 さ れ 、 適 用 さ れ る 刑 事 罰 は 、 情 報 暴 露 に よ っ て 引 き 起 こ さ れ る 損 害 に 相 応 し た も

の で な くて は な ら な い ；そ し て  

(iv) The person shou ld  be ab le to  ra ise the pub lic in terest de fence, as outlined in  P rinc ip le 43 . 

(iv )当 該 公 務 員 は 、 情 報 を を 暴 露 し た こ と に よ っ て 生 じ る 公 共 の 利 益 に 依 拠 す る 保 護 を 、 原 則

43で 概 要 を 示 し た よ うに 、求 め る こ と が で き る べ き で あ る 。  

 

 

Princip le 47: P rotection against Sanctions for the Possession and 

D issem ination o f C lassified  In form ation by Persons W ho A re Not 

Public Personnel 
原 則 ４７： 公 務 員 以 外 の 者 に よ る 機 密 情 報 の 保 有 及 び 流 布 に 対 す る 制 裁 か ら の 保 護  

 

(a) A  person who is not a pub lic servant m ay not be sanctioned for the receipt, possession , or 

d isc losure to  the pub lic o f c lassified  in form ation . 

(a)公 務 員 以 外 の 者 は 、機 密 情 報 の 受 領 、保 有 又 は 公 衆 へ の 暴 露 に 関 し て 、制 裁 を 受 け な い 。 

(b ) A  person who is not a pub lic servant m ay not be sub ject to  charges for consp iracy or other crim es 

based on the fact o f hav ing sought and obta ined the in form ation . 

(b )公 務 員 以 外 の 者 は 、 情 報 を 求 め た り 入 手 し た り し た と い う 事 実 を 理 由 に 、 共 謀 そ の 他 の 容 疑 で 訴

追 さ れ る べ き で は な い 。  

Note: Th is P rincip le intends to  prevent the crim inal prosecution for the acqu isition or 

reproduction o f the in form ation. H owever, th is P rincip le is not intended to  preclude the 

prosecution o f a person for other crim es, such as burglary or b lackm ail, com m itted in  the course 

o f seek ing or obtain ing the in form ation. 

注 記 ：こ の 原 則 は 、 情 報 の 入 手 又 は 複 写 に 対 す る 刑 事 訴 追 を 防 止 す る こ と を 目 的 に し て い る 。

し か し な が ら 、 こ の 原 則 は そ の 他 の 犯 罪 、 た と え ば 情 報 を 探 索 又 は 入 手 す る 過 程 で の 不 法 侵 入

や 恐 喝 の よ うな 犯 罪 の 免 責 を 目 的 と す る も の で は な い 。 

Note: Th ird  party d isc losures operate as an im portant corrective for pervasive over-classification. 
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注 記 ：第 三 者 機 関 に よ る 開 示 は 、過 度 の 機 密 指 定 の 蔓 延 を 正 す と い う重 要 な 役 割 を 果 た す 。  

 

 

Princip le 48: P rotection o f Sources 
原 則 ４８： 情 報 源 の 保 護  

No person who is not a pub lic servant shou ld  be com pelled  to  reveal a con fidentia l source o r 

unpub lished m ateria ls in  an  investigation  concern ing unauthorized d isc losure o f in form ation  to  the 

press or pub lic. 

公 務 員 で な い 者 は 、 公 式 の 許 可 を 得 ず に メ デ ィ ア 又 は 公 衆 に 対 し て 行 っ た 機 密 情 報 暴 露 容 疑 の 取

り調 べ に お い て 、秘 密 の 情 報 源 や 公 表 さ れ て い な い 資 料 を 明 か す こ と を 強 制 さ れ る べ き で は な い 。 

Note: Th is P rincip le re fers on ly to  investigations concern ing unauthorized d isc losure o f in form ation, 

not to  other crim es. 

注 記 ：こ の 原 則 は 、 公 式 の 許 可 を 得 ず に 行 っ た 機 密 情 報 開 示 容 疑 の 取 り 調 べ に の み 適 用 さ れ 、 そ

の 他 の 犯 罪 に は 適 用 さ れ な い 。 

 

 

Princip le 49: P rior Restraint 
原 則 ４９： 事 前 の 制 限  

(a) P rior restra in ts against pub lication  in  the in terest o f protecting nationa l security shou ld  be 

proh ib ited . 

(a)国 家 の 安 全 を 保 護 す る た め に 公 開 を 事 前 に 制 限 す る こ と は 、禁 止 さ れ る べ き で あ る 。 

Note: P rior restra ints are orders by jud ic ia l or other state bod ies bann ing the pub lication o f specific  

m ateria l a lready in  the possession o f a person who is not a pub lic servant. 

注 記 ：事 前 の 制 限 と は 、 司 法 当 局 や そ の 他 の 国 家 機 関 に よ っ て 下 さ れ る 命 令 で 、 公 務 員 以 外 の 者

が す で に 保 有 す る 、特 定 の 資 料 の 公 表 を 禁 止 す る も の で あ る 。 

(b ) If in form ation  has been m ade generally  availab le to  the pub lic, by whatever m eans, whether or no t 

law fu l, any e ffo rt to  try to  stop further pub lication  o f the in form ation  in  the form  in  wh ich  it a lready is  

in  the pub lic dom ain  is presum ptively invalid . 

(b ) ど の よ うな 方 法 で あ れ 、 合 法 的 で あ る か 否 か に 関 わ ら ず 、 あ る 情 報 が 一 般 的 に 市 民 が 知 る こ と が

可 能 に な っ て い る 場 合 に 、 そ の 情 報 が す で に 市 民 社 会 に 存 在 す る 形 態 で の 、 そ れ 以 上 の 公 表 を 阻

止 し よ うと す る い か な る 試 み も 効 力 が な い と 推 定 さ れ る 。  

Note: “G enerally availab le” is understood to  m ean that the in form ation has been su ffic iently  



※未定訳※一部字句修正等を行う可能性があります 

83 
 

w idely d issem inated that there are no practica l m easures that cou ld  be taken that wou ld  keep  

the in form ation secret. 

注 記 ：「一 般 的 に 知 る こ と が 可 能 」と は 、 そ の 情 報 が 十 分 広 範 に 流 布 さ れ て お り 、 そ の 情 報 を 機

密 に し て お く実 効 的 な 方 法 が な い 事 を 意 味 す る と 理 解 さ れ る 。 
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Part V III: C onclud ing princ ip le 
第 8章 ：結 び の 原 則  

 

 

Princip le 50: Relation o f these Princ ip les to  O ther Standards 
原 則  ５０： 本 原 則 と 他 の 基 準 と の 関 連  

Noth ing in  these P rinc ip les shou ld  be in terpreted as restricting or lim iting any right to  in fo rm ation  

recogn ized under in ternational, reg ional or national law  or standards, or any provis ions o f national or 

in ternational law  that wou ld  provide greater protection  for d isc losures o f in form ation  by pub lic 

personnel or others. 

本 原 則 は 、 公 務 関 係 者 そ の 他 に よ る 情 報 の 開 示 に 対 し よ り 強 力 な 保 護 を 定 め た 国 際 法 、 地 域 法 、

国 内 法 ・基 準 、 若 し く は 国 内 法 又 は 国 際 法 の 条 項 に よ っ て 承 認 さ れ た 情 報 へ の い か な る 権 利 を も 、

限 定 ・制 限 す る も の と 解 釈 さ れ る べ き で は な い 。 
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Annex A : Partner O rgan izations 
付 録  A：パ ー トナ ー 機 関  

 

The fo llow ing 22 organ izations contributed substantia lly  to  the d rafting o f the P rinc ip les, and are 

com m itted  to  work ing to  d issem inate, pub lic ize, and help  im p lem ent them . A fter the nam e o f each  

organ ization  is the c ity, if any, in  wh ich  it is  headquartered and the country  or region  in  wh ich  it 

works. O rgan izations that undertake substantia l work in  three or m ore reg ions are listed  as 

“global.”  

以 下 の ２ ２ の 団 体 が 本 原 則 の 起 草 に 実 質 的 に 寄 与 し 、 そ の 普 及 、 広 報 、 及 び 施 行 の 支 援 に も 力 を

尽 くす 意 思 を 持 っ て い る 2。各 団 体 の 名 称 の 後 に は 、 本 部 の 所 在 都 市 （市 の 記 載 が な い も の も あ る ）と

そ の 団 体 が 活 動 す る 国 や 地 域 が 記 さ れ て い る 。 3地 域 以 上 に わ た っ て 活 動 し て い る 団 体 に は 「グ ロ

ー バ ル 」と 記 載 す る 。  

• A frica F reedom  o f In form ation  C entre (K am pala/A frica); 

ア フ リカ 情 報 の 自 由 セ ン タ ー （カ ン パ ラ /ア フ リカ ） 

• A frican  Po lic ing C iv ilian  O versight Forum  (APC O F) (C ape Town/A frica) 

ア フ リカ 警 察 活 動 市 民 監 視 フ ォ ー ラ ム （APC O F） （ケ ー プ タ ウ ン /ア フ リカ ） 

• A lianza Reg ional por la L ibre Expresion  e In form acion (Am ericas) 

表 現 の 自 由 と 情 報 の た め の 地 域 連 合  （南 北 ア メリカ ） 

• Am nesty In ternational (London/ g lobal);  

ア ム ネ ス テ ィ・イ ン タ ー ナ シ ョナ ル  （ロ ン ド ン /グ ロ ー バ ル ） 

• A rtic le 19 , the G lobal C am paign  for F ree Express ion  (London/global); 

ア ー テ ィク ル 19・自 由 な 表 現 の た め の グ ロ ー バ ル キ ャ ン ペ ー ン  （ロ ン ド ン /グ ロ ー バ ル ） 

• A sian  Forum  for H um an R ights and D eve lopm ent (Forum  A sia) (B angkok/A sia); 

ア ジ ア 人 権 ・開 発 フ ォ ー ラ ム （フ ォ ー ラ ム ・ア ジ ア ） （バ ン コ ク /ア ジ ア ） 

• C enter fo r N ational Security S tud ies (W ash ington, D .C ./Am ericas); 

国 家 安 全 保 障 研 究 セ ン タ ー  （ワ シ ン トン D C /南 北 ア メリカ ） 

                                            
2 In  add ition, A idan W ills and Ben jam in Buckland, o f the G eneva Centre for Democratic Contro l o f the A rm ed Forces (DCAF) but not 
affiliated w ith  any o f the partner organ izations, also  m ade especially sign ificant contributions to  Part V . on O versight Bod ies and Part V I. 
on Pub lic Interest D isclosures, as well as to  the Princip les as a who le. 
上 記 の パ ー トナ ー 機 関 に 所 属 し て い な い が 、軍 隊 の 民 主 的 統 制 の た め の ジ ュ ネ ー ブ セ ン タ ー の エ イ ダ ン ・ウ ィル ス と ベ ン ジ ャ ミン ・バ ッ ク ラ
ン ドの こ と も 付 言 し な くて は な ら な い 。2人 は 、こ の 原 則 全 体 に つ い て も 貢 献 し た が 、５章 の 監 視 機 関 の 部 分 と ６章 の 公 益 的 開 示 の 部 分 に
特 別 に 顕 著 な 貢 献 を 果 た し た 。 
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• C entra l European U n iversity (Budapest/Europe); 

中 央 ヨ ー ロ ッ パ 大 学  （ブ ダ ペ ス ト/欧 州 ） 

• C entre for A pp lied  Lega l Stud ies (C A LS), W its U n iversity (Johannesburg/South  A frica); 

ウ ィッ ツ 大 学  応 用 法 学 研 究 セ ン タ ー （C ALS） （ヨ ハ ネ ス ブ ル グ /南 ア フ リカ ） 

• C entre for European C onstitu tionalization  and Security (C EC S), U n iversity o f C openhagen  

(C openhagen/ Europe); 

コ ペ ン ハ ー ゲ ン 大 学  欧 州 立 憲 ・安 全 保 障 セ ン タ ー （C EC S） （コ ペ ン ハ ー ゲ ン /欧 州 ） 

• C entre for H um an R ights, U n iversity o f P retoria (P retoria/  A frica); 

プ レ トリア 大 学  人 権 セ ン タ ー  （プ レ トリア /ア フ リカ ） 

• C entre for Law  &  D em ocracy (H alifax/  g lobal); 

法 と デ モ ク ラ シ ー  セ ン タ ー  （ハ リフ ァ ク ス /グ ロ ー バ ル ） 

• C entre for Peace and D evelopm ent In itiatives (Is lam abad/ Pakistan ); 

平 和 と 開 発 イ ニ シ ア テ ィ ブ セ ン タ ー  （イ ス ラ マ バ ー ド /パ キ ス タ ン ） 

・  C entre fo r Stud ies on  F reedom  o f Expression  and A ccess to  In form ation  (C ELE), Palerm o 

U n iversity Schoo l o f Law  (Buenos A ires/  A rgentina); 

パ レ ル モ 大 学 法 学 部  表 現 の 自 由 と 情 報 へ の ア ク セ ス 研 究 セ ン タ ー （C ELE） （ブ エ ノ ス ア イ レ ス /

ア ル ゼ ン チ ン ） 

• C om m onwealth  H um an R ights In itia tive (N ew  D elh i/  C om m onwealth ); 

英 連 邦 人 権 イ ニ シ ア テ ィ ブ  （ニ ュ ー デ リー /英 連 邦 ） 

• Egyptian  In itiative for Personal R igh ts (C airo/ Egypt); 

エ ジ プ ト個 人 の 権 利 イ ニ シ ア テ ィブ  （カ イ ロ /エ ジ プ ト）、  

• Institu te for D efence, Security and Peace Stud ies (Jakarta/  Indonesia); 

防 衛 ・安 全 保 障 ・平 和 研 究 所  （ジ ャ カ ル タ /イ ン ド ネ シ ア ）、  

• Institu te for Security Stud ies (P retoria/  A frica); 

安 全 保 障 研 究 所  （プ レ トリア /ア フ リカ ）、  

• In ternationa l C om m ission  o f Jurists (G eneva/ g lobal); 

国 際 法 律 家 委 員 会  （ジ ュ ネ ー ブ /グ ロ ー バ ル ）、  

• N ational Security A rch ive (W ash ington D C / global); 

ア メリカ 国 家 安 全 保 障 ア ー カ イ ブ  （ワ シ ン トン D C /グ ロ ー バ ル ）、  

• O pen D em ocracy Advice C entre (C ape Town/ Southern  A frica); and  
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オ ー プ ン ・デ モ ク ラ シ ー ・ア ド バ イ ス ・セ ン タ ー  （ケ ー プ タ ウ ン /南 ア フ リカ ）、  

• O pen Society Justice In itiative (N ew  York/ g lobal). 

オ ー プ ン ・ソ サ エ テ ィ ー ・ジ ャ ス テ ィ ス ・イ ニ シ ア テ ィ ブ  （ニ ュ ー ヨ ー ク /グ ロ ー バ ル ）。  
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“The Princ ip les are a m ajo r contribution  to  the right o f access to  in form ation  and the right to  truth  

concern ing hum an rights v io lations, and I believe they shou ld  be adopted by the H um an R igh ts 

C ouncil. A ll states shou ld re flect these P rinc ip les in  their in terpretations o f national security law .”  

Frank La Rue, U nited N ations Specia l Rapporteur on the R ight to  F reedom  o f O pin ion and 

Expression  

「本 原 則 は 、 情 報 に ア ク セ ス す る 権 利 及 び 人 権 侵 害 に 関 す る 真 実 に 対 す る 権 利 に 大 き く寄 与 す る も

の で 、 私 は 、 国 連 人 権 理 事 会 に よ っ て 本 原 則 が 採 択 さ れ る べ き だ と 考 え る 。 全 て の 国 が 、 国 家 安 全

保 障 に 関 す る 国 内 法 の 解 釈 に 本 原 則 を 反 映 さ せ る べ き で あ る 。」 

―  フ ラ ン ク ・ラ ・リュ  言 論 と 表 現 の 自 由 の 権 利 に 関 す る 国 連 特 別 報 告 者  

 

“M y o ffice welcom es the Tshwane Princ ip les as the appropriate balance to  ensure state capacity to  

protect security and the p rotection  o f ind iv idual freedom s.” 

C ata lina Botero , O AS Specia l Rapporteur on F reedom  o f Expression and A ccess to  In form ation 

「当 事 務 所 は 、 安 全 保 障 の た め の 国 家 の 能 力 と 個 人 の 自 由 の 保 護 と の 間 に 適 切 な 均 衡 を 保 つ も の

と し て 、ツ ワ ネ 原 則 を 歓 迎 す る 。」 

―  カ タ リナ ・ボ テ ロ  表 現 の 自 由 と 情 報 へ の ア ク セ ス に 関 す る 米 州 機 構 (O AS)特 別 報 告 者  

 

“These G lobal P rinc ip les cou ld  not have com e at a m ore opportune tim e.”  

Pansy T laku la, Specia l Rapporteur on F reedom  o f Expression and A ccess to  In form ation in  A frica 

「こ の グ ロ ー バ ル 原 則 が 起 草 さ れ た こ と は 、非 常 に 時 宜 を 得 て い る 。」 

―  パ ン ジ ー ・トゥ ラ ク ラ  ア フ リカ の 表 現 の 自 由 と 情 報 へ の ア ク セ ス に 関 す る 特 別 報 告 者  

 

“The A ssem bly supports the G lobal P rinc ip les and calls on  the com petent au thorities o f a ll m em ber 

States o f the C ouncil o f Europe to  take them  into  account in  m odern is ing their leg is lation  and 

practice concern ing access to  in form ation .” 

Reso lution o f the Parliam entary A ssem bly o f the C ouncil o f Europe, O ctober 2 , 2013  

「欧 州 評 議 会 議 員 会 議 は 、 こ の グ ロ ー バ ル 原 則 を 支 持 し 、 欧 州 評 議 会 の 全 加 盟 国 の 当 該 分 野 の 関

係 官 庁 に 対 し て 、 情 報 へ の ア ク セ ス に 関 す る 法 律 の 制 定 と 運 用 を 現 代 化 す る に あ た っ て は 、 本 原 則

を 考 慮 に 入 れ る こ と を 求 め る 。」 

―  欧 州 評 議 会 議 員 会 議 決 議  ２０１３年 １０月 ２日  

 

 

 


